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3.16-1 

3.16 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備【59 条】 

【設置許可基準規則】 

（運転員が原子炉制御室にとどまるための設備） 

第五十九条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合

（重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。）

が有する原子炉格納容器の破損を防止するための機能が損なわれた場合を

除く。）においても運転員が第二十六条第一項の規定により設置される原子

炉制御室にとどまるために必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第５９条に規定する「重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施

設を構成するもの除く。）が有する原子炉格納容器の破損を防止するた

めの機能が損なわれた場合」とは、第４９条、第５０条、第５１条又は

第５２条の規定により設置されるいずれかの設備の原子炉格納容器の

破損を防止するための機能が喪失した場合をいう。 

２ 第５９条に規定する「運転員が第２６条第１項の規定により設置さ

れる原子炉制御室にとどまるために必要な設備」とは、以下に掲げる措

置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）は、代替交流電源設備か

らの給電を可能とすること。 

ｂ）炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉制御室の居住性について、

次の要件を満たすものであること。 

① 本規程第３７条の想定する格納容器破損モードのうち、原子炉制

御室の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収束

に成功した事故シーケンス（例えば、炉心の著しい損傷の後、格

納容器圧力逃がし装置等の格納容器破損防止対策が有効に機能し

た場合）を想定すること。

② 運転員はマスクの着用を考慮してもよい。ただしその場合は、実

施のための体制を整備すること。

③ 交代要員体制を考慮してもよい。ただしその場合は、実施のため

の体制を整備すること。

④ 判断基準は、運転員の実効線量が７日間で 100mSv を超えないこと。 
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3.16-2 

ｃ）原子炉制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下にお

いて、原子炉制御室への汚染の持ち込みを防止するため、モニタリ

ング及び作業服の着替え等を行うための区画を設けること。

ｄ）上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確保するために原子炉格納容器

から漏えいする空気中の放射性物質の濃度を低減する必要がある場

合は、非常用ガス処理系等（ＢＷＲの場合）又はアニュラス空気再

循環設備等（ＰＷＲの場合）を設置すること。 

ｅ）ＢＷＲにあっては、上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確保するた

めに原子炉建屋に設置されたブローアウトパネルを閉止する必要が

ある場合は、容易かつ確実に閉止操作ができること。また、ブロー

アウトパネルは、現場において、人力による操作が可能なものとす

ること。 

3.16 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備 

3.16.1 適合方針 

中央制御室には，炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員が

とどまるために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

中央制御室の系統概要図を第 3.16－1 図から第 3.16－4 図に示す。 

3.16.1.1 重大事故等対処設備 

(1) 居住性を確保するための設備

重大事故が発生した場合における炉心の著しい損傷後の格納容器フィ

ルタベント系を作動させる場合に，放出される放射性雲による運転員の

被ばくを低減するため，中央制御室内に中央制御室待避室を設ける設計

とする。炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員が中央制御

室及び中央制御室待避室にとどまるための設備として，ＬＥＤライト（三

脚タイプ），中央制御室換気系，中央制御室待避室正圧化装置（空気ボン

ベ），中央制御室遮蔽，中央制御室待避室遮蔽，差圧計，酸素濃度計及び

二酸化炭素濃度計を設置する設計とする。 

ａ．換気空調設備及び遮蔽設備 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員がとどまるため

に必要な重大事故等対処設備として，中央制御室及び中央制御室待避室

の運転員を過度の放射線被ばくから防護するために中央制御室換気系

を使用する。 
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3.16-3 

中央制御室換気系は，重大事故等時に炉心の著しい損傷が発生した場

合において中央制御室を正圧化することにより，放射性物質を含む外気

が中央制御室に直接流入することを防ぐことができる設計とする。 

また，炉心の著しい損傷後の格納容器フィルタベント系を作動させる

場合に放出される放射性雲通過時において，中央制御室待避室を中央制

御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）で正圧化することにより，放射性

物質が中央制御室待避室に流入することを一定時間完全に防ぐことが

できる設計とする。 

中央制御室遮蔽及び中央制御室待避室遮蔽は，運転員の被ばくの観点

から結果が最も厳しくなる重大事故時に，中央制御室換気系及び中央制

御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）の機能とあいまって，運転員の実

効線量が７日間で 100mSv を超えない設計とする。 

また，全面マスク等の着用及び運転員の交替要員体制を考慮し，その

実施のための体制を整備する。 

中央制御室換気系は，全交流動力電源喪失時においても常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・中央制御室換気系 

・中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

・中央制御室遮蔽 

・中央制御室待避室遮蔽 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，中央制御室換気系ダクト，中央制御室待避室正

圧化装置（配管・弁）及び中央制御室換気系ダンパ（外気取入量調整用

ダンパ，制御室給気外側隔離ダンパ，制御室給気内側隔離ダンパ，制御

室排気外側隔離ダンパ，制御室排気内側隔離ダンパ）を重大事故等対処

設備として使用する。 

ｂ．通信連絡設備 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員がとどまるため

に必要な重大事故等対処設備として，中央制御室待避室に待避した運転

員が，緊急時対策所と通信連絡を行うため，無線通信設備（固定型）及

び衛星電話設備（固定型）を使用する。 
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3.16-4 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，全交流動力

電源喪失時においても常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源

設備からの給電が可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・無線通信設備（固定型）（3.19 通信連絡を行うために必要な設備） 

・衛星電話設備（固定型）（3.19 通信連絡を行うために必要な設備） 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

ｃ．プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員がとどまるため

に必要な重大事故等対処設備として，中央制御室待避室に待避した運転

員が，中央制御室待避室の外に出ることなく発電用原子炉施設の主要な

計測装置の監視を行うためにプラントパラメータ監視装置（中央制御室

待避室）を設置する。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，全交流動力電

源喪失時においても常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設

備からの給電が可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

ｄ．中央制御室の照明を確保する設備 

想定される重大事故等時において，設計基準対象施設である非常灯が

使用できない場合の重大事故等対処設備として，ＬＥＤライト（三脚タ

イプ）を使用する。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，全交流動力電源喪失時においても常

設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な

設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ＬＥＤライト（三脚タイプ） 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

7



3.16-5 

ｅ．差圧計，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員がとどまるため

に必要な重大事故等対処設備として，制御室建物と中央制御室との間が

正圧化に必要な差圧が確保できていること，及び中央制御室と中央制御

室待避室との間が正圧化に必要な差圧を確保できていることを把握す

るため，差圧計を使用する。 

また，中央制御室内及び中央制御室待避室内の酸素及び二酸化炭素濃

度が活動に支障がない範囲にあることを把握するため，酸素濃度計及び

二酸化炭素濃度計を使用する。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・差圧計 

・酸素濃度計 

・二酸化炭素濃度計 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を重大事故

等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源

設備については，「3.14 電源設備」にて記載する。 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）については，「3.19 

通信連絡を行うために必要な設備」にて記載する。 

 

(2) 汚染の持ち込みを防止するための設備 

炉心の著しい損傷等が発生し，中央制御室の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において，運転員が中央制御室の外側から中央制

御室に放射性物質による汚染を持ち込むことを防止するため，身体サー

ベイ及び作業服の着替え等を行うための区画を設ける設計とする。身体

サーベイの結果，運転員の汚染が確認された場合は，運転員の除染を行

うことができる区画を，身体サーベイを行う区画に隣接して設置する設

計とする。また，照明については，チェンジングエリア用照明により確

保できる設計とする。 

 

(3) 原子炉格納容器から漏えいする空気中の放射性物質の濃度を低減する

ための設備 
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3.16-6 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器から漏え

いする空気中の放射性物質の濃度を低減するための重大事故等対処設

備として，非常用ガス処理系及び原子炉建物燃料取替階ブローアウトパ

ネル閉止装置を設置する。 

非常用ガス処理系は，非常用ガス処理系排気ファン，配管・弁類，計

測制御装置等で構成し，非常用ガス処理系排気ファンにより原子炉棟内

を負圧に維持するとともに，原子炉格納容器から原子炉棟内に漏えいし

た放射性物質を含む気体を排気筒に沿わせて設ける排気管から排気す

ることで，中央制御室の運転員の被ばくを低減することができる設計と

する。なお，本系統を使用することにより緊急時対策要員の被ばくを低

減することも可能である。 

原子炉棟の気密バウンダリの一部として原子炉建物に設置する原子

炉建物燃料取替階ブローアウトパネル及び主蒸気管トンネル室ブロー

アウトパネルは，閉状態を維持できる，又は開放時に原子炉建物燃料取

替階ブローアウトパネル閉止装置により容易かつ確実に開口部を閉止

できる設計とする。また，現場において，人力により操作できる設計と

する。 

非常用ガス処理系は，非常用交流電源設備に加えて常設代替交流電源

設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・非常用ガス処理系排気ファン 

・原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

本系統の流路として，非常用ガス処理系の前置ガス処理装置，後置ガ

ス処置装置，配管及び弁並びに排気管を重大事故等対処設備として使用

する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉棟を重大事故等対処設備とし

て使用し，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を重大事故

等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 
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3.16-7 

中央制御室（重大事故等時）の主要設備及び仕様を第 3.16－1 表及び

第 3.16－2 表に示す。 

非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源

設備については，「3.14 電源設備」にて記載する。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル及び主蒸気管トンネル室

ブローアウトパネルについては，「3.24 原子炉棟」にて記載する。 

なお，チェンジングエリア用資機材については，「実用発電用原子炉に

係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を

実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」の「1.16 原子炉制御室

の居住性等に関する手順等【解釈】1ａ」」を満足するための資機材（放射

線防護措置）として位置付ける。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合（重大事故等対処設備（特定重

大事故等対処施設を構成するものを除く。）が有する原子炉格納容器の破損

を防止するための機能が損なわれた場合を除く。）においても運転員が中央

制御室にとどまるために，自主対策設備として以下の設備を設置する。 

 

(4) 非常灯 

非常灯は，耐震性は確保されていないが，全交流動力電源喪失時に常

設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能であ

るため，照明を確保する手段として有効である。 

 

3.16.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

中央制御室換気系の再循環用ファン及びチャコール・フィルタ・ブース

タ・ファンは，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電できる設計とする。 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）は，廃棄物処理建物の中央

制御室バウンダリ内に保管し，中央制御室換気系とは共通要因によって同

時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 
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ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，遮断器を設けることで中央制御室の非

常灯と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電気的分離を図る

設計とする。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，中央制御室の非常灯と共通要因によっ

て同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，計測制御設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電気的分離を図る設計と

する。 

非常用ガス処理系及び原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止

装置は，非常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設

備又は可搬型代替交流電源設備からの給電により駆動できる設計とする。 

電源設備の多様性，位置的分散については，「3.14 電源設備」に記載す

る。 

 

3.16.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に

示す。 

中央制御室の居住性の確保のために使用する中央制御室遮蔽は，制御室

建物と一体のコンクリート構造物とし，倒壊等により他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

中央制御室待避室遮蔽は制御室建物内に設置し，倒壊等により他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

中央制御室換気系，中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ），プラ

ントパラメータ監視装置（中央制御室待避），差圧計，酸素濃度計，二酸化

炭素濃度計及びＬＥＤライト（三脚タイプ）は，他の設備から独立して使

用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，遮断器により，中央制御室の非常灯と

電気的に分離することで，中央制御室の非常灯に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

中央制御室換気系のファンは，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

11
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中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ），ＬＥＤライト（三脚タイ

プ），酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，固定により，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

非常用ガス処理系は，設計基準事故対処設備として使用する場合と同じ

系統構成で，重大事故等対処設備として使用することにより，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，他の設備から独

立して使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，閉動作により，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

3.16.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

中央制御室換気系の再循環用ファン及びチャコール・フィルタ・ブース

タ・ファンは，設計基準事故対処設備としての仕様が想定される重大事故

等時において中央制御室の居住性を確保するため，運転員の放射線被ばく

を防止するとともに中央制御室内の換気に必要な容量に対して十分である

ことから，設計基準事故対処設備と同仕様の設計とする。 

中央制御室換気系の非常用チャコール・フィルタ・ユニットは，設計基

準事故対処設備としての仕様が想定される重大事故等時において中央制御

室の居住性を確保するため，運転員を過度の放射線被ばくから防護するた

めに必要な放射性物質の除去効率及び吸着能力に対して十分であることか

ら，設計基準事故対処設備と同仕様の設計とする。 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）は，想定される重大事故等

時において中央制御室待避室の居住性を確保するため，中央制御室待避室

を正圧化することにより，必要な運転員の窒息を防止及び給気ライン以外

から中央制御室待避室内へ外気の流入を一定時間遮断するために必要な容

量を有するものを 12 本使用する。保有数は，12 本に加えて，故障時及び

保守点検による待機除外時のバックアップ用として 38 本以上の合計 50 本

以上を保管する。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，中央制御室待避

室に待避中の運転員が，発電用原子炉施設の主要な計測装置の監視を行う

ために必要なデータの表示が可能なものを１台使用する。保管数は，１台
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に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として

１台の合計２台を保管する設計とする。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，想定される重大事故等時に，運転員が

中央制御室内で操作可能な照度を確保するために必要な容量を有するもの

を２個使用する。保有数は，２個に加えて，故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップ用として１個の合計３個を保管する設計とする。 

差圧計は，中央制御室内と外気，中央制御室待避室内と中央制御室内の

居住環境の基準値を上回る範囲を測定できる設計とする。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，中央制御室内及び中央制御室待避

室内の居住環境の基準値を上回る範囲を測定できるものを，各２個使用す

る。保有数は，各２個に加えて故障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップ用として各１個の合計各３個を保管する設計とする。 

非常用ガス処理系排気ファンは，設計基準事故対処設備としての仕様が，

想定される重大事故等時において，中央制御室の運転員の被ばくを低減で

きるよう，原子炉棟内を負圧に維持するとともに，排気筒に沿わせて設け

る排気管を通して排気口から放出するために必要な容量に対して十分であ

るため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

 

3.16.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

中央制御室遮蔽，中央制御室待避室遮蔽，プラントパラメータ監視装置

（中央制御室待避室），ＬＥＤライト（三脚タイプ），差圧計，酸素濃度計

及び二酸化炭素濃度計は，制御室建物内に設置し，想定される重大事故等

時における環境条件を考慮した設計とする。 

中央制御室換気系の再循環用ファン，チャコール・フィルタ・ブースタ・

ファン及び非常用チャコール・フィルタ・ユニットは廃棄物処理建物に設

置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）は，廃棄物処理建物の中央

制御室バウンダリ内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件

を考慮した設計とする。 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ），プラントパラメータ監視

装置（中央制御室待避室），ＬＥＤライト（三脚タイプ），酸素濃度計及び
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二酸化炭素濃度計の接続及び操作は，想定される重大事故等時において，

設置場所で可能な設計とする。 

非常用ガス処理系排気ファン及び原子炉建物燃料取替階ブローアウト

パネル閉止装置は，原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時におけ

る環境条件を考慮した設計とする。 

非常用ガス処理系の操作は，想定される重大事故等時において，中央制

御室で可能な設計とする。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置の操作は，想定され

る重大事故等時において，中央制御室で可能な設計とする。 

 

3.16.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

中央制御室遮蔽，中央制御室待避室遮蔽は，制御室建物と一体構造とし，

重大事故等時において，特段の操作を必要とせず直ちに使用できる設計と

する。 

中央制御室換気系は想定される重大事故等時において，設計基準事故対

処設備として使用する場合の系統構成から重大事故等対処設備としての系

統構成に，中央制御室の操作スイッチ又は現場での弁操作等により速やか

に切り替えられる設計とする。 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ），プラントパラメータ監視

装置（中央制御室待避室），差圧計，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，

通常時に使用する設備ではなく，重大事故等時において，他の系統と切り

替えることなく使用できる設計とする。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，通常時に使用する設備ではなく，重大

事故等時において，他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする 

中央制御室換気系は，中央制御室の操作スイッチにより中央制御室で操

作可能な設計とする。 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）は，重大事故等時において，

現場での弁操作により，通常時の隔離された系統構成から重大事故等対処

設備としての系統構成に速やかに切替えが可能な設計とする。 

中央制御室換気系ダンパは，電源供給ができない場合においても，現場

操作が可能となるように手動操作ハンドルを設け，現場で人力により確実

に操作が可能な設計とする。 
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プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，通常は，操作を

行わずに常時伝送が可能な設計とする。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，全交流動力電源喪失時に，内蔵してい

る蓄電池により付属の操作スイッチの操作で点灯する設計とする。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，人力による持ち運びが可能な設計とす

る。 

差圧計は特段の操作を行わずに，指示を監視することが可能な設計とす

る。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，付属の操作スイッチにより設置場

所で操作が可能な設計とする。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，人力による持ち運びが可能な設計

とする。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，屋内のアクセスルートを確保でき

る設計とし，設置場所にて固定できる設計とする。 

また，中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）は，設置場所にて固

縛等により固定できる設計とする。 

非常用ガス処理系は，想定される重大事故等時において，設計基準事故

対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として

使用し，弁操作等により速やかに切り替えられる設計とする。 

非常用ガス処理系は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設

計とする。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，重大事故等時に

おいて他の系統と切り替えることなく使用可能な設計とする。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，開閉状態を中央

制御室にて確認可能な設計とし，中央制御室から遠隔操作又は現場におい

て人力による操作が可能な設計とする。 

 

3.16.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

中央制御室遮蔽，中央制御室待避室遮蔽は，発電用原子炉の運転中又は

停止中に外観の確認が可能な設計とする。 

中央制御室換気系，中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ），プラ

ントパラメータ監視装置（中央制御室待避室），ＬＥＤライト（三脚タイプ），
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差圧計，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，発電用原子炉の運転中又は

停止中に機能・性能及び外観の確認が可能な設計とする。 

中央制御室換気系の再循環用ファン，チャコール・フィルタ・ブースタ・

ファン及び非常用チャコール・フィルタ・ユニットは，発電用原子炉の停

止中に分解，開放又は取替えが可能な設計とする。 

非常用ガス処理系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及

び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可能な設計とする。 

また，非常用ガス処理系排気ファンは，発電用原子炉の停止中に分解及

び外観の確認が可能な設計とする。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，発電用原子炉の

運転中又は停止中に外観検査を，また，発電用原子炉の停止中に機能・性

能確認が可能な設計とする。 
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第 3.16－1 表 中央制御室（重大事故等時）（常設）の設備の主要機器仕様

(1/2) 

（１）居住性を確保するための設備 

ａ．中央制御室遮蔽 

厚さ  mm 以上 

材料 コンクリート 

ｂ．中央制御室待避室遮蔽 

厚さ 鉛   mm 相当以上 

材料 鉛及び鉄 

ｃ． 中央制御室換気系 

(a) 非常用チャコール・フィルタ・ユニット 

基 数 １ 

よう素除去効率  95%以上（相対湿度 70％以下において） 

粒子除去効率   99.9%以上（0.3μm 粒子に対して） 

(b) 再循環用ファン 

台 数 １（予備１） 

容 量 約 120,000m3/h/台 

(c) チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン 

台数 １（予備１） 

容量 約 32,000m3/h/台 

ｄ. 無線通信設備（固定型） 

第 3.19－1 表 通信連絡を行うために必要な設備（固定型）の主要機

器仕様に記載する。 

ｅ．衛星電話設備（固定型） 

第 3.19－1 表 通信連絡を行うために必要な設備（固定型）の主要機

器仕様に記載する。 

ｆ.差圧計 

個 数 ２ 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 3.16－1 表 中央制御室（重大事故等時）（常設）の設備の主要機器仕様

(2/2) 

（２）原子炉格納容器から漏えいする空気中の放射性物質の濃度を低減する

ための設備 

ａ．非常用ガス処理系 

（ａ）非常用ガス処理系排気ファン 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用ガス処理系 

台 数 １（予備１） 

系統設計流量 約 4,400m3/h/台 

（原子炉棟内空気を１日に１回換気できる量） 

ｂ．原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置 

個 数 ２ 
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第 3.16－2 表 中央制御室（重大事故等時）（可搬型）の設備の主要機器仕様 

（１）居住性を確保するための設備 

ａ．中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

(a) 空気ボンベ 

本 数 12（予備 38 以上） 

容 量 約 50L/本 

充填圧力 約 20MPa[gage] 

ｂ．ＬＥＤライト（三脚タイプ） 

個 数 ２（予備１） 

ｃ．酸素濃度計， 

個 数 ２（予備１） 

ｄ．二酸化炭素濃度計 

個 数 ２（予備１） 

ｅ．プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

個 数 １（予備１） 
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添 3.16-1 

3.16 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備【59 条】 

【設置許可基準規則】 

（運転員が原子炉制御室にとどまるための設備） 

第五十九条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合（重

大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。）が

有する原子炉格納容器の破損を防止するための機能が損なわれた場合を

除く。）においても運転員が第二十六条第一項の規定により設置される原

子炉制御室にとどまるために必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第５９条に規定する「重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を

構成するもの除く。）が有する原子炉格納容器の破損を防止するための機

能が損なわれた場合」とは、第４９条、第５０条、第５１条又は第５２条

の規定により設置されるいずれかの設備の原子炉格納容器の破損を防止

するための機能が喪失した場合をいう。 

２ 第５９条に規定する「運転員が第二十六条第一項の規定により設置され

る原子炉制御室にとどまるために必要な設備」とは、以下に掲げる措置又

はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備をいう。 

ａ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）は、代替交流電源設備から

の給電を可能とすること。 

ｂ）炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉制御室の居住性について、

次の要件を満たすものであること。 

① 本規程第３７条の想定する格納容器破損モードのうち、原子炉制御

室の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収束に成

功した事故シーケンス（例えば、炉心の著しい損傷の後、格納容器圧

力逃がし装置等の格納容器破損防止対策が有効に機能した場合）を想

定すること。 

② 運転員はマスクの着用を考慮してもよい。ただしその場合は、実施

のための体制を整備すること。 

③ 交替要員体制を考慮してもよい。ただしその場合は、実施のための

体制を整備すること。 

④ 判断基準は、運転員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えないこと。 

ｃ）原子炉制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下におい

て、原子炉制御室への汚染の持ち込みを防止するため、モニタリング及

び作業服の着替え等を行うための区画を設けること。 

ｄ）上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確保するために原子炉格納容器か

ら漏えいする空気中の放射性物質の濃度を低減する必要がある場合は、

非常用ガス処理系等（BWR の場合）又はアニュラス空気再循環設備等（PWR

の場合）を設置すること。 
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ｅ）BWR にあっては、上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確保するために

原子炉建屋に設置されたブローアウトパネルを閉止する必要がある場

合は、容易かつ確実に閉止操作ができること。また、ブローアウトパネ

ルは、現場において人力による操作が可能なものとすること。 
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3.16 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備 

3.16.1 設置許可基準規則第 59 条への適合方針 

原子炉制御室（以下「中央制御室」という。）には，炉心の著しい損傷

が発生した場合においても運転員がとどまるために必要な重大事故等対処

設備として，中央制御室及び中央制御室待避室の照明を確保するための設

備，居住性を確保するための設備，原子炉格納容器から漏えいする空気中

の放射性物質の濃度を低減するための設備及び汚染の持込みを防止する設

備を設置及び保管する。 

(1) 照明を確保するための設備（設置許可基準規則解釈の第２項ａ）） 

重大事故等時において，中央制御室の照明がすべて消灯した場合にＬ

ＥＤライト（三脚タイプ）により中央制御室での監視又は操作に必要な

照度を確保できる設計とするとともに，中央制御室待避室の照明を確保

するための資機材として，ＬＥＤライト（ランタンタイプ）を配備する。 

また，ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，常設代替交流電源設備又は可搬

型代替交流動力電源設備からの給電が可能な設計とする。 

(2) 居住性を確保するための設備（設置許可基準規則解釈の第２項 a），b)） 

(ⅰ) 遮蔽及び換気設備 

中央制御室は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，中央制

御室バウンダリを，中央制御室換気系の制御室排気内側隔離ダンパ及

び制御室排気外側隔離ダンパを閉，制御室給気内側隔離ダンパ，制御

室給気外側隔離ダンパ及び外気取入量調整用ダンパを開とすることに

より，粒子用高効率フィルタ及びチャコール・フィルタを内蔵した非

常用チャコール・フィルタ・ユニットを介してチャコール・フィルタ・

ブースタ・ファン及び再循環用ファンにより外気を取入れながら正圧

化することで，粒子用高効率フィルタ及びチャコール・フィルタを介

さない中央制御室への外気の流入を遮断可能な設計とする。 

さらに，炉心の著しい損傷後の格納容器フィルタベント系を作動さ

せる際のプルームの影響による運転員の被ばくを低減するため，中央

制御室バウンダリ内に中央制御室待避室を設ける設計とする。中央制

御室待避室は，中央制御室待避室遮蔽に囲まれた気密空間を，気密扉

を閉操作することにより中央制御室バウンダリから遮断し，中央制御

室待避室正圧化装置により正圧化することで，外気の流入を一定時間

完全に遮断可能な設計とする。 

(ⅱ) 差圧計，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計 

中央制御室には差圧計を設置することで，中央制御室換気系により

中央制御室バウンダリを正圧化できていることを把握可能な設計とす

る。また，中央制御室待避室には差圧計を設置することで，中央制御

室待避室正圧化装置により中央制御室待避室遮蔽に囲まれた気密空間

を正圧化できていることを把握可能な設計とする。また，中央制御室
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及び中央制御室待避室には，可搬型の酸素濃度計及び二酸化炭素濃度

計を保管することで，中央制御室及び中央制御室待避室内の酸素及び

二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあることを把握可能な設計

とする。 

(ⅲ) 無線通信設備（固定型），衛星電話設備（固定型）及びプラントパ

ラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

中央制御室は，重大事故等時において，発電所内の通信連絡が必要

な場所との通信連絡を行うための設備として無線通信設備（固定型）

及び衛星電話設備（固定型）を設置する設計とする。また，無線通信

設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，中央制御室待避室に

おいても使用できる設計とする。 

中央制御室待避室には，炉心の著しい損傷が発生した場合において，

中央制御室待避室に待避した場合においても，プラントパラメータ監

視装置（中央制御室待避室）を設置することで，継続的にプラントの

監視を行うことが可能な設計とし，必要に応じ中央制御室制御盤での

プラント操作を行うことができる設計とする。 

上記の中央制御室及び中央制御室待避室の居住性機能として，運転

員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収束に成功した事故

シーケンスにおいても運転員の実効線量が７日間で 100mSv を超えな

い設計とする。また，運転員の交替を見込み，その実施のための交替

要員の体制整備，及び交替時のマスク着用の手順整備を行い，運転員

の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収束に成功した事故シ

ーケンスにおいても運転員の実効線量が 7日間で 100mSvを超えない設

計とする。中央制御室換気系は，外部との遮断が長期にわたり，室内

の環境条件が悪化した場合には，外気を非常用チャコール・フィルタ・

ユニットで浄化しながら取り入れることも可能な設計とする。なお，

中央制御室空調換気系，無線通信設備（固定型），衛星電話設備（固定

型）及びプラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，常設

代替交流電源設備又は可搬型代替交流動力電源設備から給電が可能な

設計とする。 

(3) 原子炉格納容器から漏えいする空気中の放射性物質の濃度を低減する

ための設備（設置許可基準規則解釈の第２項ｄ），ｅ）） 

(ⅰ) 非常用ガス処理系 

炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器から漏えいす

る空気中の放射性物質の濃度を低減し運転員の被ばくを低減するた

め，原子炉棟内を負圧に維持するとともに，排気筒に沿わせて設け

る排気管を通して原子炉建物外に排気する重大事故等対処設備とし

て非常用ガス処理系を設置する設計とする。なお，非常用ガス処理

系を用いることで，緊急時対策要員の現場作業における被ばくを低

27



添 3.16-5 

減することも可能である。 

非常用ガス処理系は，非常用ガス処理系排気ファン，電源設備，

計測制御装置，流路である前置ガス処理装置，後置ガス処理装置，

非常用ガス処理系配管及び弁並びに排気管から構成される設計とす

る。非常用ガス処理系は，非常用ガス処理系排気ファンにより原子

炉棟内を負圧に維持し，前置ガス処理装置，後置ガス処理装置及び

排気管を通して排気することで，運転員の被ばくを低減することが

できる設計とする。なお，非常用ガス処理系を用いる際は，前置ガ

ス処理装置及び後置ガス処理装置のよう素用チャコール・フィルタ

及び粒子用高効率フィルタを通すため，放射性物質除去能力が期待

できるが，被ばく評価にあたっては保守的に前置ガス処理装置及び

後置ガス処理装置の放射性物質の除去能力には期待しないこととし，

前置ガス処理装置及び後置ガス処理装置は，流路としてのみ扱うも

のとする。 

原子炉棟の気密バウンダリの一部として原子炉建物に設置する原

子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル及び主蒸気管トンネル室ブ

ローアウトパネルは，閉状態を維持できる，又は開放時に原子炉建

物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置により開口部を容易かつ

確実に閉止可能な設計とする。また，原子炉建物燃料取替階ブロー

アウトパネル閉止装置は，中央制御室から遠隔操作又は現場におい

て人力による操作が可能な設計とする。 

非常用ガス処理系は,非常用交流電源設備に加えて常設代替交流

電源設備又は可搬型代替交流動力電源設備から給電が可能な設計と

する。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流動力電源設備から給電が可能な設

計とする。なお，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル及び主

蒸気管トンネル室ブローアウトパネルについては，3.24 項に詳細を

示す。 

(4) 汚染の持ち込みを防止するための設備（設置許可基準規則解釈の第２

項ｃ）） 

炉心の著しい損傷等が発生し，中央制御室の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において，運転員が中央制御室の外側から室内に

放射性物質による汚染を持ち込むことを防止するため，身体サーベイ及

び作業服の着替え等を行うための区画を設けるために必要な資機材を

配備する設計とする。 

身体サーベイの結果，運転員の汚染が確認された場合は，運転員の除

染を行うことができる区画を，身体サーベイを行う区画に隣接して設け

ることができるよう，必要な資機材を配備する。また，照明については，
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資機材としてチェンジングエリア用照明を配備する。 

なお，チェンジングエリア用資機材については，「実用発電用原子炉に

係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を

実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」の「1.16 原子炉制御室

の居住性等に関する手順等【解釈】1ａ」」を満足するための資機材（放射

線防護措置）として位置付ける。 

また，重大事故等が発生した場合においても運転員がとどまるための自

主対策設備として，以下を整備する。 

(5) 非常灯（自主対策設備） 

非常灯は，運転員が中央制御室にとどまり監視操作を行うことができ

るため，必要な照度を確保する設計とする。非常灯は，耐震性は確保さ

れていないが，全交流動力電源喪失時に常設代替交流電源設備又は可搬

型代替交流動力電源設備から給電が可能であるため，照明を確保する手

段として有効である。  
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3.16.2  重大事故等対処設備 

3.16.2.1 中央制御室の照明を確保するための設備 

3.16.2.1.1 設備概要 

重大事故等が発生した場合において，ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，運

転員が中央制御室にとどまり監視操作に必要な照度を確保することを目的と

して設置するものである。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交

流動力電源設備からの給電が可能な設計とする。また，ＬＥＤライト（三脚

タイプ）は，満充電から連続 4.5 時間無充電で点灯する蓄電池を内蔵し，全

交流動力電源喪失発生から常設代替交流電源設備による給電が開始されるま

での間（事故発生後約 70 分以内），中央制御室の照明が消灯した場合に照明

を確保可能な設計とする。 

中央制御室待避室の照明を確保するための資機材として，ＬＥＤライト（ラ

ンタンタイプ）を配備する。照明を確保するための設備に関する重大事故等

対処設備一覧を表 3.16－1 に示す。 

 

表 3.16－1 照明を確保するための設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 ＬＥＤライト（三脚タイプ）【可搬】 

附属設備 － 

水源（水源に関する流

路，電源設備を含む） 

－ 

流路 － 

注水先 － 

電源設備※１ 

（燃料補給設備を含

む） 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

高圧発電機車【可搬】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

計装設備 － 

※１：単線結線図を補足説明資料 59-2 に示す。 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57

条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.16.2.1.2 主要設備の仕様 

(1) ＬＥＤライト（三脚タイプ） 

種 類 ：蓄電池内蔵型照明 

個 数 ：２台（予備１） 

使用場所 ：制御室建物４階 

保管場所 ：制御室建物４階 

（59-3,59-7） 

3.16.2.1.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.16.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第 1 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重

その他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能

を有効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，制御室建物内に保管される設備で

あることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合にお

ける制御室建物内の環境条件及び荷重条件を考慮し，以下の，表 3.16

－2 に示す設計とする。 

（59-3,59-7） 

 

表 3.16－2 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度，圧力，湿度，

放射線 

制御室建物で想定される温度,圧力,湿度及び放射線

強度に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は

受けない。 

海水を通水する 

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損

傷しないことを確認し治具や輪止め等により転倒防

止対策を行う。 

風（台風）・積雪 
制御室建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の

影響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波により

その機能が損なわれない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できる

ものであること。 

(ⅱ) 適合性 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，全交流動力電源喪失発生時，付属

のスイッチを操作することで内蔵している蓄電池により点灯する設

計とする。ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，人力による持ち運びがで

きる設計とする。 

また，ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流動力電源設備からの給電開始後は，コンセントにより

非常用所内電源設備と接続することで，常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流動力電源設備からの給電による点灯に切り替えること

を可能とし，確実に操作が可能な設計とする。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）の操作場所である中央制御室には，操

作性を考慮して十分な操作空間を確保する。 

表 3.16－3 に操作対象機器を示す。 

（59-3,59-7） 

 

表 3.16－3 操作対象機器 

機器名称 操作内容 操作場所 操作方法 

ＬＥＤライト

（三脚タイプ） 
消灯⇒点灯 

制御室建物４階 

中央制御室 
スイッチ操作 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第 1 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中

に試験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，表 3.16－4 に示すよう発電用原子

炉の運転中又は停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設計と

する。また，機能・性能試験として内蔵している蓄電池の電圧確認及

び照明の点灯確認が可能な設計とする。 

外観検査として目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷，割

れ等がないことについて外観確認が可能な設計とする。 

(59-5) 
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表 3.16－4 ＬＥＤライト（三脚タイプ）の試験及び検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

機能・性能試験 
蓄電池電圧の確認 

点灯確認 

外観検査 外観の確認 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用す

る設備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられ

る機能を備えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，本来の用途以外の用途には使用し

ない設計とする。 

(59-5) 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第 1 項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，通常時，内蔵している蓄電池を充

電して保管し，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，非

常用電源設備，常設代替交流動力電源設備又は可搬型代替交流動力電

源設と接続中にＬＥＤライト（三脚タイプ）内部で不具合が発生した

場合に非常用電源設備，常設代替交流動力電源設備又は可搬型代替交

流動力電源設に悪影響を与えないよう遮断器を設置する設計とする。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，制御室建物内にて三脚を開いて設

置することにより容易に転倒しない設計とする。 

（59-2,59-5） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 1 項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設

備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなる

おそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の

適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 
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ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，放射線量が高くなるおそれの少な

い設置場所である制御室建物４階の中央制御室内に設置し，設置場所

で操作可能な設計とする。 

操作対象機器設置場所を表 3.16－5 に示す。 

（59-3） 

表 3.16－5 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

ＬＥＤライト

（三脚タイプ） 

制御室建物４階 

中央制御室 

制御室建物４階 

中央制御室 

 

3.16.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43 条第 3 項への適合状況 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第 3 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のあ

る容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，重大事故等時に中央制御室での監

視操作及び重大事故等時の対処のための制御盤等の操作に必要な照

度を有するものを中央制御室の制御盤エリアに２台設置する設計と

する。また，これに加えて予備 1 台を有する設計とする。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）の照度は各設置場所にて照度を確認し，

監視操作が可能な設計とする。 

(59-10) 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第 3 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発

電用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同

じ。）と接続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接

続することができ，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互

に使用することができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措

置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，常設代替交流電源設備又は可搬型

代替交流動力電源設備から給電された非常用所内電気設備と，一般的

なコンセントプラグにより確実に接続できる設計とする。 

（59-2,59-5） 

 (3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43 条第 3 項三） 
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(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続するこ

とができなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備

（原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口

をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，可搬型重大事故等対処設備（原子

炉建物の外から水又は電力を供給するものに限る。）ではないことか

ら対象外である。 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 3 項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等

対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができ

るよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場

所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，線源からの離隔距離により放射線

量が高くなるおそれの少ない場所である制御室建物４階に設置し，想

定される重大事故等が発生した場合においても使用が可能な設計と

する。 

（59-3） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43 条第 3 項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対

処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備

と異なる保管場所に保管すること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，風(台風)，竜巻，低温，降水，積

雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象，火災・爆発（森林火

災，近隣工場等の火災・爆発，航空機墜落火災），有毒ガス，船舶の

衝突及び電磁的障害に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図

られた制御室建物４階に保管する設計とする。 

（59-7） 
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(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第 3 項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等

対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等

内の道路及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものである

こと。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，自然現象として考慮する津波，風

(台風)，竜巻，低温，積雪，降水，落雷，地滑り，火山の影響，生物

学的事象による影響及び外部人為事象として考慮する火災・爆発（森

林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機墜落火災），有毒ガス，船

舶の衝突及び電磁的障害に対して，外部からの衝撃による損傷の防止

が図られた制御室建物内に保管する設計とすることで，重大事故等時

においてアクセスのための必要な通路を確保可能な設計とする。 

（59-8） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置

許可基準規則第 43 条第 3 項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計

基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは

注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある

事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるお

それがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，遮断器を設けることで，設計基準

事故対処施設である非常灯と電気的分離を図り，同時に機能が損なわ

れることのない設計とする。また，予備を分散して配置することによ

り位置的分散を図る設計とする。 

（59-2,59-3）  
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3.16.2.2 居住性を確保するための設備 

3.16.2.2.1 設備概要 

居住性を確保するための設備は，炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いても，居住性を確保するための設備を設置又は保管することで，運転員

が中央制御室及び中央制御室待避室にとどまることができる設計とする。 

本設備は，「中央制御室遮蔽」，「中央制御室換気系」，「中央制御室待避

室遮蔽」，「中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）」，「差圧計」「酸素

濃度計」，「二酸化炭素濃度計」，「無線通信設備（固定型）」「衛星電話設備

（固定型）」及び「プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）」等

から構成し，運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収束に

成功した事故シーケンスにおいても，運転員の実効線量が７日間で 100mSv

を超えない設計とする。 

居住性を確保するための設備の重大事故等対処設備一覧を表 3.16－6 に，

遮蔽及び換気設備の系統概略図を図 3.16－1 に，無線通信設備（固定型），

衛星電話設備（固定型）及びプラントパラメータ監視装置（中央制御室待

避室）の系統概略図を図 3.16－2 に示す。 

(1) 遮蔽及び換気設備 

中央制御室遮蔽は，制御室建物と一体のコンクリート構造を有してお

り，炉心の著しい損傷が発生した場合において，中央制御室内にとどま

る運転員の被ばく線量を低減するために必要な遮蔽厚さを有する設計

とする。 

中央制御室換気系は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，非

常用チャコール・フィルタ・ユニットにより浄化した外気を，中央制御

室バウンダリ内に給気することにより中央制御室バウンダリを正圧化

し，フィルタを介さない外気の中央制御室バウンダリ内への流入を防止

可能な設計とする。また，本設備は常設代替交流電源設備又は可搬型代

替交流動力電源設備による給電が可能な設計とする。中央制御室換気系

の制御室排気外側隔離ダンパ及び制御室排気内側隔離ダンパを閉操作

することで，中央制御室からの排気を遮断することが可能な設計とする。 

中央制御室換気系ダクトは，制御室建物及び廃棄物処理建物の躯体壁

とともに中央制御室バウンダリを形成しており, 炉心の著しい損傷が

発生した場合において，中央制御室内にとどまる運転員の被ばく線量を

低減するために必要な気密性を有する設計とする。 

さらに，炉心の著しい損傷後に格納容器フィルタベント系を使用する

際のプルーム通過による運転員の被ばくを低減するため，中央制御室内

に中央制御室待避室を設置する設計とする。中央制御室待避室は，中央

制御室待避室遮蔽に囲まれた気密性を有する空間を，中央制御室待避室

正圧化装置（空気ボンベ）により正圧化可能な設計とする。 

中央制御室待避室は，中央制御室待避室遮蔽により必要な遮蔽厚さを
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確保する設計とする。 

中央制御室待避室正圧化装置は，中央制御室待避室正圧化装置（空気

ボンベ）及び中央制御室待避室正圧化装置（配管・弁）から構成され，

中央制御室待避室を，中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）の空

気により正圧化することで外気の流入を一定時間完全に遮断すること

が可能な設計とする。 

(2) 差圧計，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計 

差圧計は，炉心の著しい損傷が発生した場合において中央制御室換気

系を使用する場合，また，炉心の著しい損傷が発生した場合において格

納容器フィルタベント系を使用する際，中央制御室待避室内を中央制御

室待避室正圧化装置により正圧化し，外気の流入を一定時間完全に遮断

する場合，外気と中央制御室との間の差圧を把握可能な設計とする。ま

た，中央制御室と中央制御室待避室との間の差圧を把握可能な設計とす

る。 

また，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は炉心の著しい損傷が発生し

た場合において，中央制御室空調換気系を系統隔離運転又は加圧運転と

する場合，中央制御室室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障

がない範囲にあることを把握可能な設計とする。また，酸素濃度計及び

二酸化炭素濃度計は，格納容器フィルタベント系を使用する際，正圧化

装置により外気の流入を一定時間完全に遮断する場合，中央制御室待避

室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあるこ

とを把握可能な設計とする。 

(3) 無線通信設備（固定型），衛星電話設備（固定型）及びプラントパラメ

ータ監視装置（中央制御室待避室） 

中央制御室は，重大事故等時において，発電所内の通信連絡が必要な

場所との通信連絡を行うための設備として無線通信設備（固定型）及び

衛星電話設備（固定型）を設置する設計とする。 

中央制御室待避室は，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固

定型）を設置することで，炉心の著しい損傷が発生した場合に中央制御

室待避室に待避した場合においても，発電所内の緊急時対策所及び屋外

の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うことが可能な設計

とする。また，プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）を設

置することで，中央制御室待避室の外に出ることなく継続的にプラント

の監視を行うことが可能な設計とする。なお，無線通信設備（固定型），

衛星電話設備（固定型）及びプラントパラメータ監視装置（中央制御室

待避室）は，全交流動力電源喪失時においても常設代替交流電源設備又

は可搬型代替交流動力電源設備からの給電が可能な設計とする。 
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表 3.16－6 居住性を確保するための設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 中央制御室遮蔽【常設】 
中央制御室待避室遮蔽【常設】 
再循環用ファン【常設】 
チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン【常設】 
非常用チャコール・フィルタ・ユニット【常設】 
中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）【可搬型】 
無線通信設備（固定型）【常設】 
衛星電話設備（固定型）【常設】 
プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）【可

搬型】 
差圧計【常設】 
酸素濃度計【可搬型】 
二酸化炭素濃度計【可搬型】 

附属設備 － 

水源（水源に関する
流路，電源設備を含
む） 

－ 

流路（伝送路） 中央制御室換気系ダクト【常設】 
中央制御室換気系ダンパ（外気取入量調整用ダンパ，
制御室給気外側隔離ダンパ，制御室給気内側隔離ダン

パ，制御室排気外側隔離ダンパ，制御室排気内側隔離
ダンパ）【常設】 
中央制御室待避室正圧化装置(配管・弁)【常設】 
無線通信設備（固定型）（屋外アンテナ）【常設】 
衛星電話設備（固定型）（屋外アンテナ）【常設】 

注水先 － 

電源設備※１ 非常用交流電源設備 
非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

常設代替交流電源設備 
ガスタービン発電機【常設】 
ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 
ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 
高圧発電機車【可搬型】 
ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 
タンクローリ【可搬型】 

計装設備 － 

※１：単線結線図を補足説明資料 59-2 に示す。 

なお，電源設備の適合性については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57 条に対する設計方針を示す章）」にて示す。 

また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）の適合性につ

いては「3.19 通信連絡を行うために必要な設備（設置許可基準規則第 62 条
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に対する設計方針を示す章）」にて示す。 
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3.16.2.2.2 主要設備及び計装設備の仕様 

(1) 中央制御室遮蔽 

材質 ：コンクリート 

遮蔽厚 ：  mm 以上 

取付箇所 ：制御室建物４階 

(2) 中央制御室待避室遮蔽 

材質 ：鉛及び鉄 

遮蔽厚 ：鉛  mm 相当 以上 

取付箇所 ：制御室建物４階 

(3) 中央制御室換気系※１ 

＜非常用チャコール・フィルタ・ユニット＞ 

除去効率※２ ：粒子用高効率フィルタ 99.9% 

 ：チャコール・フィルタ  95% 

基数 ：１ 

取付箇所  ：廃棄物処理建物２階 

＜再循環用ファン＞ 

容量  ：120,000 ㎥/h/台 

台数  ：１（予備１） 

取付箇所  ：廃棄物処理建物２階 

＜チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン＞ 

容量  ：32,000 ㎥/h/台 

台数  ：１（予備１） 

取付箇所 ：廃棄物処理建物２階 

(4) 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

ボンベ本数 ：12（予備 38） 

ボンベ容量 ：約 50L/本 

ボンベ充填圧力 ：約 20MPa（35℃） 

使用場所 ：廃棄物処理建物１階 

保管場所 ：廃棄物処理建物１階及び２階 

(5) 差圧計 

個数 ：２ 

取付箇所 ：制御室建物４階（中央制御室及び中央制御室待 

避室） 

(6) 酸素濃度計 

個数 ：２（予備１） 

測定範囲    ：0.0～25.0vol％ 

 

 

 
本資料のうち，枠囲みの内容は機密にかかる事項のため公開できません。 
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使用場所 ：制御室建物４階（中央制御室及び中央制御室待 

避室） 

保管箇所 ：制御室建物４階（中央制御室） 

(7) 二酸化炭素濃度計 

個数 ：２（予備１） 

測定範囲    ：0～10,000ppm 

使用場所 ：制御室建物４階（中央制御室及び中央制御室待 

避室） 

保管箇所 ：制御室建物４階（中央制御室） 

(8) プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

個数 ：１(予備１) 

使用箇所 ：制御室建物４階（中央制御室待避室） 

保管箇所 ：制御室建物４階（中央制御室待避室） 

(9) 無線通信設備（固定型） 

設備名 ：無線通信設備（固定型） 

使用回線 ：無線系回線 

個数 ：一式 

取付箇所 ：制御室建物４階 

(10) 衛星電話設備（固定型） 

設備名 ：衛星電話設備（固定型） 

使用回線 ：無線系回線 

個数 ：一式 

取付箇所 ：制御室建物４階（中央制御室） 

 

※１：「非常用チャコール・フィルタ・ユニット」，「再循環用ファン」，「チ

ャコール・フィルタ・ブースタ・ファン」，等をまとめて系統全体を

指す場合，単に「中央制御室換気系」と記載する。 

※２：フィルタの除去効率は，総合除去効率を示す。  
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3.16.2.2.3 設置許可基準規則第 43 条への適合状況 

3.16.2.2.3.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第 1 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重

その他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能

を有効に発揮するものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

中央制御室遮蔽，中央制御室待避室遮蔽，中央制御室換気系及び差

圧計は，制御室建物内及び廃棄物処理建物内に設置される設備である

ことから，想定される重大事故等が発生した場合における制御室建物

内及び廃棄物処理建物内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能

を有効に発揮することができるよう，表 3.16－7 に示す設計とする。 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ），プラントパラメータ

監視装置（中央制御室待避室），酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，

制御室建物内及び廃棄物処理建物内に保管する機器であることから，

想定される重大事故等が発生した場合における制御室建物内及び廃

棄物処理建物内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に

発揮することができるよう，表 3.16－8 に示す設計とする。 

（59-3，59-7） 
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表 3.16－7 中央制御室遮蔽，中央制御室待避室遮蔽，中央制御室換気系 

及び差圧計の想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放射線 

制御室建物内及び廃棄物処理建物内で想定され

る温度，圧力，湿度及び放射線強度に耐えられる

性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影響 
屋外に設置するものではないため，天候による影

響は受けない。 

海水を通水する系統への

影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器

が損傷しないことを確認する。（詳細は 2.1.2 耐

震設計の基本方針」に示す） 

風（台風）・積雪 
制御室建物内及び廃棄物処理建物内に設置する

ため，風（台風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的影響 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波に

よりその機能が損なわれない設計とする。 

 

表 3.16－8 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ），プラントパラメー

タ監視装置（中央制御室待避室），酸素濃度計及び二酸化炭素

濃度計の想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放射線 

制御室建物内及び廃棄物処理建物内で想定され

る温度，圧力，湿度及び放射線強度に耐えられる

性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影響 
屋外に設置するものではないため，天候による影

響は受けない。 

海水を通水する系統への

影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器

が損傷しないことを確認する。 

（詳細は 2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す） 

風（台風）・積雪 
制御室建物内及び廃棄物処理建物内に設置する

ため，風（台風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的影響 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波に

よりその機能が損なわれない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できる

ものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

中央制御室遮蔽は，制御室建物と一体のコンクリート構造を有し，

重大事故等が発生した場合においても特段の操作を必要とせず直ち

に使用できる設計とする。 

中央制御室待避室遮蔽は，重大事故等が発生した場合においても特

段の操作を必要とせず直ちに使用できる設計とする。 

中央制御室換気系は，制御室建物内及び廃棄物処理建物内に設置し,

重大事故等時において，通常時の系統構成から中央制御室でのスイッ

チ操作及び現場での手動操作により，速やかに切り替えることが可能

であり，確実に中央制御室を正圧化が可能な設計とする。 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）の空気を供給するため

に必要な操作対象弁（空気ボンベ操作弁，流量調節弁，空気供給出口

止め弁）は，重大事故等時において，現場及び中央制御室待避室での

弁操作により，通常時の隔離された系統構成から重大事故等対処設備

としての系統構成に速やかに切り替えが可能な設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，パラメータ

を監視するにあたり，重大事故等が発生した場合，操作場所である中

央制御室待避室において，一般のコンピュータと同様に電源スイッチ

を操作することにより，確実に監視を行うことが可能な設計とする。 

また，プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，人力

による持ち運びが可能であるとともに，保管場所である中央制御室に

て保管ラックと固縛する等により転倒防止対策を実施する。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計の操作は，重大事故等時において，

中央制御室内及び中央制御室待避室内の環境条件を考慮の上，中央制

御室内及び中央制御室待避室内にて操作が可能な設計とする。操作場

所である中央制御室内及び中央制御室待避室内は，十分な操作空間を

確保する。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，付属の操作スイッチ（スイッ

チ操作）により容易かつ確実に操作ができる設計とする。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，人力による持ち運びができる

とともに，必要により保管場所である中央制御室内にて保管ケースに

よる固縛等により転倒防止対策が可能な設計とする。 

差圧計は，重大事故等時において，容易かつ確実に指示を監視する

ことが可能な設計とする。 
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表 3.16－9 に操作対象機器を示す。 

（59-3） 
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表 3.16－9 操作対象機器 

機器名称 操作内容 操作場所 操作方法 

チャコール・フィルタ・ 

ブースタ・ファン 
停止⇒起動 

制御室建物 

１階 
スイッチ操作 

外気取入量 

調整用ダンパ 
閉⇒調整開 

廃棄物処理 

建物２階 

スイッチ操作 

若しくは 

手動操作 

制御室給気 

外側隔離ダンパ 
開⇒閉 

廃棄物処理 

建物２階 

スイッチ操作 

若しくは 

手動操作 

制御室給気 

内側隔離ダンパ 
開⇒閉 

廃棄物処理 

建物２階 

スイッチ操作 

若しくは 

手動操作 

制御室排気 

外側隔離ダンパ 
開⇒閉 

廃棄物処理 

建物２階 

スイッチ操作 

若しくは 

手動操作 

制御室排気 

内側隔離ダンパ 
開⇒閉 

廃棄物処理 

建物２階 

スイッチ操作 

若しくは 

手動操作 

中央制御室待避室 

空気ボンベ操作弁 
閉⇒開 

廃棄物処理建

物１階 
手動操作 

中央制御室待避室 

流量調節弁 
閉⇒調整開 

制御室建物 

４階 

中央制御室 

待避室 

手動操作 

中央制御室待避室 

空気供給出口止め弁 
閉⇒開 

制御室建物 

４階 

中央制御室 

待避室 

手動操作 

プラントパラメータ 

監視装置 

（中央制御室待避室） 

起動・停止 

（パラメー

タ監視） 

制御室建物 

４階 

中央制御室 

待避室 

スイッチ操作 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第 1 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中

に試験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

中央制御室遮蔽及び中央制御室待避室遮蔽は，表 3.16－10 に示す

ように発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査が可能な設計と

する。 

中央制御室遮蔽及び中央制御室待避室遮蔽は，外観検査として，目

視により機能・性能に影響を与えうる傷，割れ等がないことについて

外観確認が可能な設計とする。 

 

表 3.16－10 中央制御室遮蔽及び中央制御室待避室遮蔽の検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は 

停止中 
外観検査 傷，割れ等の外観の確認 

 

中央制御室換気系は，表 3.16-11 に示すように発電用原子炉の運転

中又は停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設計とする。ま

た，中央制御室換気系の再循環用ファン，チャコール・フィルタ・ブ

ースタ・ファン及び非常用チャコール・フィルタ・ユニットは，発電

用原子炉の停止中に分解検査及び外観検査が可能な設計とする。 

中央制御室換気系の再循環用ファン及びチャコール・フィルタ・ブ

ースタ・ファンは，発電用原子炉の停止中にケーシングカバーを取り

外して，ファン部品（主軸，羽根車）の状態を確認する分解検査が可

能な設計とする。 

中央制御室換気系を運転するために必要な操作対象ダンパ（外気取

入量調整用ダンパ，制御室給気外側隔離ダンパ，制御室給気内側隔離

ダンパ，制御室排気外側隔離ダンパ，制御室排気内側隔離ダンパ）は，

発電用原子炉の停止中に開閉動作試験可能な構成とすることで，弁動

作試験が可能な設計とする。また，発電用原子炉の運転中及び停止中

に，中央制御室換気系の再循環用ファン及びチャコール・フィルタ・

ブースタ・ファンを起動させ，中央制御室を正圧化する試験を行うこ

とで，中央制御室換気系の機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能

な設計とする。 
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表 3.16－11 中央制御室換気系の試験及び検査 

原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 
機能・性能試験 

再循環用ファン及びチャコール・フィル

タ・ブースタ・ファンの運転性能の確認 

外観検査 中央制御室換気系の表面状態の外観確認 

停止中 

機能・性能試験 

再循環用ファン及びチャコール・フィル

タ・ブースタ・ファンの運転性能の確認 

中央制御室の正圧化試験 

分解検査 

再循環用ファン，チャコール・フィルタ・

ブースタ・ファン及び非常用チャコール・

フィルタ・ユニット部品の表面状態を試験

及び目視により確認 

外観確認 中央制御室換気系の表面状態の外観確認 

 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）は，表 3.16－12 に示

すように発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験及び外観

検査が可能な設計とする。 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）は，機能・性能試験と

して空気ボンベ残圧の確認により空気ボンベ容量確認を行えるとと

もに，外観検査として目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷，

割れ等がないことについて外観確認が可能な設計とする。 

 

表 3.16－12 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）の試験及び検査 

原子炉 

の状態 

項目 内容 

運転中 

機能・性能試験 空気ボンベ残圧の確認 

外観確認 
中央制御室待避室正圧化装置（空気

ボンベ）の表面状態の外観の確認 

停止中 

機能・性能試験 
空気ボンベ残圧の確認 

中央制御室待避室の正圧化試験 

外観確認 
中央制御室待避室正圧化装置（空気

ボンベ）の表面状態の外観の確認 
 

また，中央制御室及び中央制御室待避室は，発電用原子炉停止中に

機能・性能試験が可能な設計とする。 

中央制御室及び中央制御室待避室は，機能・性能試験として，中央

制御室バウンダリ及び中央制御室待避室内を正圧化した状態におい

て差圧測定を行うことにより，気密性能確認が可能な設計とする。 
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差圧計は，表 3.16－13 に示すように発電用原子炉の運転中又は停

止中において，機能・性能試験及び外観検査が可能な設計とする。 

差圧計は，機能・性能試験として計器単品での点検・校正が可能で

あり，また，中央制御室バウンダリ及び中央制御室待避室の正圧化機

能確認時に合わせて指示値の確認が可能な設計とする。また，外観検

査として，目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷，割れ等が

ないことについて外観確認を行うことが可能な設計とする。 

（59-5） 

 

表 3.16－13 差圧計の試験及び検査 

原子炉 

の状態 

項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試験 
差圧計単体の点検・校正 

正圧化機能確認時の性能検査 

外観確認 機器表面状態の外観の確認 

 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，表 3.16‐14 に示すように発

電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能

な設計とする。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，校正ガスによる指示値等の確

認により機能・性能試験を行える設計とする。また，外観検査として、

目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷，割れ等がないことに

ついて外観確認を行うことが可能な設計とする。 

（59-5） 

 

表 3.16－14 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計の試験及び検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試験 校正ガスによる性能試験 

外観検査 外観の確認 

 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，表 3.16－

15 に示すとおり，発電用原子炉の運転中又は停止中に，機能・性能

試験及び外観の確認が可能な設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，機能・性能

試験としてプラントパラメータの表示機能の確認が可能な設計とす

る。また，外観検査として，目視により性能に影響を及ぼすおそれの

ある傷，割れ等がないことについて外観確認が可能な設計とする。 
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表 3.16－15 プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）の試験 

及び検査 

原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試験 機能（プラントパラメータの表示）の 

確認 

外観点検 外観の確認 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項四） 

(ⅰ)要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用す

る設備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられ

る機能を備えるものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

中央制御室遮蔽は，制御室建物と一体のコンクリート構造とする。

本来の用途である遮蔽以外の用途として使用することはなく，中央制

御室の使用にあたり，重大事故等時において，切り替えることなく使

用できる設計とする。 

中央制御室待避室遮蔽は，本来の用途である遮蔽以外の用途として

使用することはなく，中央制御室待避室の使用にあたり重大事故等時

において切り替えることなく使用できる設計とする。 

中央制御室換気系は，想定される重大事故等時において，設計基準

事故対処設備として使用する場合の系統構成から重大事故等対処設

備としての系統構成に速やかに切替えて使用する。なお，当該系統の

使用にあたり切り替え操作が必要となることから，速やかに切り替え

操作が可能なように，系統に必要な弁等を設ける。中央制御室換気系

の起動のタイムチャートを，第 3.16－3 図に示す。 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，

二酸化炭素濃度計及びプラントパラメータ監視装置（中央制御室待避

室）は，通常時に使用する設備ではなく，重大事故等時において，他

の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）の空気を供給するため

に必要な操作対象弁（空気ボンベ操作弁，流量調節弁，空気供給出口

止め弁）は,重大事故等時において，現場及び中央制御室待避室での

弁操作により，通常時の隔離された系統構成から重大事故等対処設備

としての系統構成に速やかに切替えが可能な設計とする。 

中央制御室換気系ダンパ（制御室給気外側隔離ダンパ，制御室給気

内側隔離ダンパ，制御室排気内側隔離ダンパ，制御室排気外側隔離ダ

ンパ及び外気取入量調整用ダンパ）は，中央制御室でスイッチ操作又
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は現場での手動操作を行うことにより，重大事故等時において,速や

かな切替え操作が可能な設計とする。 
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図 3.16－3 「大 LOCA＋注水機能喪失＋全交流動力電源喪失」シーケンス 

居住性を確保するための設備及び運転員の被ばくを低減する

ための設備のタイムチャート＊ 

※：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」

への適合状況について（個別手順）の 1.16 で示すタイムチャート 

責任者 当直長 1人
中央制御室監視

緊急時対策本部連絡

指揮者 当直副長 1人 運転操作指揮

指示者 1人 初動での指揮

連絡責任者

連絡担当者
4人 発電所内外連絡

運転員

（中央制御室）
復旧班要員

・ 外部電源喪失確認

・ 給水流量の全喪失確認

・ 原子炉スクラム確認，タービントリップ確認

・ 非常用ディーゼル発電機等機能喪失確認

・ 再循環ポンプトリップ確認

・ 原子炉への注水機能喪失を確認

・ 主蒸気隔離弁全閉確認

・ 炉心損傷確認

・ 早期の電源回復不能確認

― ― ・ 非常用ディーゼル発電機等　機能回復

― ― ・ 外部電源　回復

高圧・低圧注水機能喪失

調査，復旧操作
― ―

・ 給水・復水系，高圧炉心スプレイ系，

　 残留熱除去系，低圧炉心スプレイ系　機能回復

解析上考慮せず

対応可能な要員により対応する

常設代替交流電源設備

起動操作

（1人）

A
― ・ 常設代替交流電源設備起動，受電操作

（1人）

A
― ・ Ｄ系非常用高圧母線受電準備（中央制御室）

― ― ・ 放射線防護具準備／装備

― ― ・ Ｄ系非常用高圧母線受電準備（現場）

（1人）

A
― ・ Ｄ系非常用高圧母線受電操作（中央制御室）

― ― ・ Ｄ系非常用高圧母線受電操作（現場）

（1人）

A
― ・ Ｃ系非常用高圧母線受電準備（中央制御室） 25分

― ― ・ Ｃ系非常用高圧母線受電準備（現場） 25分

（1人）

A
― ・ Ｃ系非常用高圧母線受電操作（中央制御室） 5分

― ― ・ Ｃ系非常用高圧母線受電操作（現場） 5分

非常用ガス処理系　運転確認
（1人）

A
―

・ 非常用ガス処理系　自動起動確認

・ 原子炉建物差圧監視

・ 原子炉建物差圧調整

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適宜実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適宜実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適宜実施

ほう酸水注入系による原子炉

圧力容器へのほう酸水注入

（1人）

A
― ・ ほう酸水注入系　起動 10分 解析上考慮せず

― ・ 格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）起動操作  5分

―
・ 格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）

　 システム起動，暖気
40分

― ・ 格納容器水素濃度及び酸素濃度の監視 適宜監視

（1人）

A
―

・ 系統構成

・ 中央制御室換気系起動操作
20分 　

― ― ・ 中央制御室換気系　系統構成

（1人）

A
― ・ 中央制御室換気系　加圧運転操作 10分

― ― ・ 中央制御室待避室系統構成 30分

（1人）

A
― ・ 中央制御室待避室加圧操作

中央制御室待避 ― ・ 中央制御室待避室内への待避

サプレッション・プール水

ｐＨ制御系起動操作

（1人）

A
― ・ サプレッション・プール水ｐＨ制御系起動 20分 解析上考慮せず

― ― ・ 放射線防護具準備／装備

― ― ・ 注水弁電源切替操作

（1人）

A
― ・ 低圧原子炉代替注水系（常設）起動/運転確認/系統構成/漏えい隔離操作

低圧原子炉代替注水系

（常設）注水操作

（1人）

A
― ・ 低圧原子炉代替注水系（常設）注水弁操作 10分

中央制御室待避室に退避する前に原子炉注水流量を崩

壊熱相当に調整する。

― ・ 放射線防護具準備／装備

―
・ 大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給準備

　（大量送水車配置，ホース展張・接続）

― ・ 大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給

格納容器ベント前に低圧原子炉代替注水槽を満水に

し，緊急時対策所へ待避。低圧原子代替注水槽を満水

にすることにより待避中も注水を維持できる。

待避解除は作業エリアの放射線量測定後となる。

原子炉ウェル代替注水系

注水操作
― ・ 大量送水車による原子炉ウェルへの注水 解析上考慮せず

格納容器代替スプレイ系

（可搬型）系統構成

（1人）

A
― ・ 格納容器代替スプレイ系（可搬型）系統構成 10分

―
（2人）

a,b
・ 格納容器代替スプレイ系（可搬型）スプレイ弁操作（現場）

（1人）

A
― ・ 格納容器代替スプレイ系（可搬型）スプレイ弁操作

―
（12人）

a～l
・ 資機材配置及びホース敷設，系統水張り，起動 解析上考慮せず

― ・ 放射線防護具準備／装備 10分 解析上考慮せず

― ・ 電源ケーブル接続 解析上考慮せず

― ― ・ 原子炉補機代替冷却系　系統構成 解析上考慮せず

―
（2人）

c,d
・ 原子炉補機代替冷却系　運転状態監視 解析上考慮せず

（1人）

A
― ・ 原子炉補機代替冷却系　冷却水流量調整 10分 解析上考慮せず

― ・ 格納容器内雰囲気計装起動 5分 解析上考慮せず

― ・ 格納容器内水素濃度及び酸素濃度の監視 解析上考慮せず

― ・ 放射線防護具準備／装備

― ・ ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給

燃料補給作業 ― ・ 大量送水車，大型送水ポンプ車への補給 　　　　　　　　　　　　　　　適宜実施

― ・ ドライウェルｐH制御　系統構成 20分 解析上考慮せず

― ・ ドライウェルｐH制御　起動 10分 解析上考慮せず

（1人）

A
― ・ 格納容器ベント準備（ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁操作） 10分

― ― ・ 格納容器ベント準備（ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁操作） 解析上考慮せず

―
（2人）

o,p
・ 水素濃度測定装置準備 解析上考慮せず

―
（2人）

e,f
・ 可搬式窒素供給装置準備 解析上考慮せず

― ― ・ 緊急時対策所への待避 25分 解析上考慮せず

（1人）

A
― ・ 格納容器ベント操作（ＮＧＣ　Ｎ２トーラス出口隔離弁操作） 10分

― ― ・ 格納容器ベント操作（ＮＧＣ　Ｎ２トーラス出口隔離弁操作） 解析上考慮せず

燃料プール冷却　再開
（1人）

A
― ・ 燃料プール冷却系再起動

解析上考慮せず

燃料プール水温66℃以下維持

必要人員数　合計
1人

A

19人

a～s

必要な要員と作業項目

経過時間（分） 経過時間（時間） 経過時間（日）

備考10 20 30 40 50 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 40 41 42 43 5 6 7

操作の内容

　事象発生

　

通報連絡等を行う

要員

運転員

（現場）

状況判断
1人

A
― ― 10分

操作項目

実施箇所・必要人員数

交流電源回復操作
― 解析上考慮せず

対応可能な要員により対応する―

Ｄ系非常用高圧母線受電準備

― 25分

2人

B,C

10分

35分

―

― 10分

Ｄ系非常用高圧母線受電操作

― 5分

（2人）

B,C
5分

Ｃ系非常用高圧母線受電準備

―

（2人）

B,C

Ｃ系非常用高圧母線受電操作

―

（2人）

B,C

―

―

水素濃度及び酸素濃度監視

設備の起動

（1人）

A

―

―

―

中央制御室換気系起動

―

―

（2人）

D,E
40分

中央制御室待避室準備

（2人）

D,E

― 5分

８時間
（５名）

当直長，当直副長，運転員A,D,E

―

低圧原子炉代替注水系

（常設）起動操作

2人

D,E

10分

20分

― 10分

― 　　　　　　注水開始30分は最大流量とし，その後は崩壊熱相当量で注水継続 　　　注水継続 適宜実施

輪谷貯水槽（西）から低圧原

子炉代替注水槽への補給

―
14人

a～n

10分

― 2時間10分

―

（2人）

a,b

　　　　　　　　　　　　　　適宜実施 適宜実施

―
　　　　　　　　　　上部ドライウェル内雰囲気温度低下を確認

　　　　　　　　　　蒸発による水位低下を考慮して定期的に注水

待

避

時

間

　現場作業中断

　（一時待避中）

移

動

時

間

適宜実施

待

避

時

間

―  適宜実施

待

避

時

間

　現場作業中断

　（一時待避中）

移

動

時

間

（2人）

B,C
1時間40分

―

格納容器代替スプレイ系

（可搬型）スプレイ操作

―  適宜実施

待

避

時

間

　現場確認中断

　（一時待避中）

移

動

時

間

原子炉補機代替冷却系準備

操作

― 7時間20分

―
3人

o,p,q
― 1時間30分

適宜実施

―

格納容器内雰囲気計装による

水素濃度及び酸素濃度監視

（1人）

A

―

― 　　　　　　　　　　　　　　　　　適宜実施

原子炉補機代替冷却系運転

― 　　　　　　　　　　　　　　　　　　適宜実施

燃料補給準備

―

2人

r,s

10分

― 1時間50分 タンクローリ残量に応じて適宜軽油タンクから補給

格納容器ベント前に可搬型設備へ燃料補給を実施し，

緊急時対策所へ待避。

待避解除は作業エリアの放射線量測定後となる。

なお，大型送水ポンプ車への燃料補給は，一時待避中

においても実施する。

―

待

避

時

間

　現場作業中断

　（一時待避中）

移

動

時

間

　適宜実施

ドライウェルｐH制御操作
（1人）

A

―

―

格納容器ベント準備操作

―

（2人）

D,E
1時間20分

― 1時間40分

― 1時間40分

（2人）

B,C

格納容器ベント操作

―

（2人）

D,E
1時間30分

― 10分
・燃料プール冷却水ポンプを再起動し燃料プールの冷却を再開する。

・必要に応じてスキマサージタンクへの補給を実施する。

4人

B,C,D,E

（）内の数字は他の作業終了後，移動して対応する人員数。

約27時間 格納容器圧力640kPa[gage]到達

10分 常設代替交流電源設備による給電

遠隔操作に失敗した場合は，現場操作にて格納容器フィルタベント系による格納容器除熱を行う。

操作は，現場への移動を含め，約14分後から開始可能である。（操作完了は約1時間30分後）

具体的な操作方法は，遠隔手動弁操作機構により，原子炉建物付属棟内から操作を行う。

約5分 炉心損傷

プラント状況判断

約10分 燃料被覆管温度1200℃到達

原子炉スクラム

30分 低圧原子炉代替注水系（常設）原子炉注水開始

約28分 燃料温度2500K（2227℃）到達

約１時間 非常用ガス処理系 運転開始

約32時間 サプレッション・プール水位

約１時間40分 中央制御室換気系 運転開始
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添 3.16-33 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第 1 項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

中央制御室遮蔽は，制御室建物と一体のコンクリート構造物とし，

倒壊等により他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

中央制御室待避室遮蔽は，制御室建物内に設置し，倒壊等により他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

中央制御室換気系，中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ），

差圧計，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，他の設備から独立して

使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

中央制御室換気系のファンは，運転中にインペラが破損したとして

も，飛散しない設計とする。 

中央制御室換気系は中央制御室換気系ダンパ（制御室排気内側隔離

ダンパ,制御室排気外側隔離ダンパ，制御室給気内側隔離ダンパ，制

御室給気外側隔離ダンパ）の開閉操作によって，通常時の系統構成か

ら重大事故等対処設備としての系統構成及び系統隔離が可能とする

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ），酸素濃度計及び二酸

化炭素濃度計は，固定することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

（59-2,59-3） 
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添 3.16-34 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 1 項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設

備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなる

おそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の

適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

重大事故等時に操作が必要な機器の設置場所，操作場所を表 3.16

－16 に示す。 

中央制御室遮蔽は，制御室建物と一体のコンクリート構造とし，操

作を必要としない設計とする。 

中央制御室待避室遮蔽は制御室建物内に設置し，操作を必要としな

い設計とする。 

再循環用ファン，チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン，中央

制御室換気系ダンパ（外気取入量調整用ダンパ，制御室排気内側隔離

ダンパ,制御室排気外側隔離ダンパ，制御室給気内側隔離ダンパ，制

御室給気外側隔離ダンパ），は，廃棄物処理建物２階に設置し，想定

される重大事故等時における環境条件及び荷重条件を考慮した設計

とする。 

非常用チャコール・フィルタ・ユニットは，廃棄物処理建物２階に

設置し，重大事故時に操作及び作業を必要としない設計とする。 

酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，差圧計，中央制御室待避室正圧化

装置（空気ボンベ）は，制御室建物内及び廃棄物処理建物内に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件及び荷重条件を考慮した

設計とする。 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ），中央制御室換気系ダ

ンパ（外気取入量調整用ダンパ，制御室排気内側隔離ダンパ,制御室

排気外側隔離ダンパ，制御室給気内側隔離ダンパ，制御室給気外側隔

離ダンパ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及びプラントパ

ラメータ監視装置（中央制御室待避室）の接続及び操作は，想定され

る重大事故等時において，設置場所で操作可能な設計とする。 

（59-3,59-8） 
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添 3.16-35 

表 3.16－16 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

再循環用ファン 廃棄物処理建物２階 
制御室建物４階 

中央制御室 

チャコール・フィルタ・ 

ブースタ・ファン 
廃棄物処理建物２階 

制御室建物４階 

中央制御室 

差圧計 
制御室建物４階 

中央制御室待避室 

制御室建物４階 

中央制御室待避室 

 

酸素濃度計 

 

制御室建物４階 

中央制御室及び 

中央制御室待避室 

制御室建物４階 

中央制御室及び中央

制御室待避室 

二酸化炭素濃度計 

制御室建物４階 

中央制御室及び 

中央制御室待避室 

制御室建物４階 

中央制御室及び中央

制御室待避室 

プラントパラメータ監視装

置（中央制御室待避室） 

制御室建物４階 

中央制御室待避室 

制御室建物４階 

中央制御室待避室 

外気取入量調整用ダンパ 廃棄物処理建物２階 
制御室建物４階 

中央制御室 

制御室給気内側隔離ダンパ 廃棄物処理建物２階 
制御室建物４階 

中央制御室 

制御室給気外側隔離ダンパ 廃棄物処理建物２階 
制御室建物４階 

中央制御室 

制御室排気内側隔離ダンパ 廃棄物処理建物２階 
制御室建物４階 

中央制御室 

制御室排気外側隔離ダンパ 廃棄物処理建物２階 
制御室建物４階 

中央制御室 

中央制御室待避室 

空気ボンベ操作弁 
廃棄物処理建物１階 廃棄物処理建物１階 

中央制御室待避室 

空気流量調節弁 

制御室建物４階 

中央制御室待避室 

制御室建物４階 

中央制御室待避室 

中央制御室待避室 

空気供給出口止め弁 

制御室建物４階 

中央制御室待避室 

制御室建物４階 

中央制御室待避室 
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添 3.16-36 

3.16.2.2.4 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合状況 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第 2 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであるこ

と。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

中央制御室遮蔽及び中央制御室待避室遮蔽は，中央制御室換気系及

び中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）の機能とあいまって，

運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収束に成功し

た事故シーケンスにおいても，運転員の実効線量が７日間で 100mSv

を超えないようにするために必要な遮蔽性を確保可能な設計とする。 

中央制御室換気系の再循環用ファン及びチャコール・フィルタ・ブ

ースタ・ファンは，中央制御室の居住性を確保することを目的として

使用するものであり，設計基準事故対処設備としての容量等の仕様が，

運転員の放射線被ばくを防止するとともに中央制御室内の換気をす

るために必要となる容量等の仕様に対して十分であることから，設計

基準事故対処設備の容量と同仕様の設計とする。 

非常用チャコール・フィルタ・ユニットは，中央制御室の居住性を

確保することを目的として使用するものであり，設計基準事故対処設

備としての放射性物質の除去効率及び吸着能力が，運転員を過度の放

射線被ばくから防護するために必要となる放射性物質の除去効率及

び吸着能力に対して十分であることから，設計基準事故対処設備と同

仕様の設計とする。 

差圧計は，中央制御室内と外気，中央制御室待避室内と中央制御室

内との差圧確保に必要な管理値を上回る範囲で測定可能な設計とす

る。 

(59-10) 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただ

し，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の

発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内

の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限

りでない。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 
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添 3.16-37 

中央制御室遮蔽については１号炉及び２号炉で共用する設計とす

る。 

中央制御室の居住性を確保するための設備である中央制御室待避

室遮蔽，中央制御室換気系，差圧計及びプラントパラメータ監視装置

（中央制御室待避室）は，二以上の発電用原子炉施設と共用しない設

計とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43条第 2項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備

の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な

措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

中央制御室遮蔽及び中央制御室待避室は，自然現象として考慮する

津波，風(台風)，竜巻，低温，積雪，降水，落雷，地滑り，火山の影

響，生物学的事象による影響及び外部人為事象として考慮する火災・

爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機墜落火災），有毒

ガス，船舶の衝突及び電磁的障害に対して，外部からの衝撃による損

傷の防止が図られた制御室建物内に設置する設計とする。 

中央制御室換気系は，自然現象として考慮する津波，風(台風)，竜

巻，低温，積雪，降水，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象に

よる影響及び外部人為事象として考慮する火災・爆発（森林火災，近

隣工場等の火災・爆発，航空機墜落火災），有毒ガス，船舶の衝突及

び電磁的障害に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた

制御室建物内及び廃棄物処理建物内に設置する設計とする。 

中央制御室換気系は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流動

力電源設備からの給電により駆動できることで，非常用交流電源設備

からの給電に対して多様性を有する設計とする。 

 

3.16.2.2.5 設置許可基準規則第 43 条第 3 項への適合状況 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第 3 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のあ

る容量を有するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）は，中央制御室待避室
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内の運転員の窒息を防止するとともに，中央制御室待避室を正圧化し，

給気ライン以外からの中央制御室待避室内への外気の流入を一定時

間遮断するために十分な空気ボンベ容量を確保する設計とする。 

空気ボンベの本数は，必要な空気ボンベ容量を有する本数に加え，

保守点検又は故障時の予備として自主的に十分に余裕のある容量を

有する設計とする。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，中央制御室内及び中央制御室

待避室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲で

あることの測定が可能なものを，各１個を１セットとし，中央制御室

及び中央制御室待避室において各１セット使用する。保管数は，故障

時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１セット

を加えた合計３セットを中央制御室内に保管する。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，重大事故等

発生時，中央制御室待避室に待避中に継続的にプラントパラメータを

監視するために必要なデータを表示が可能なものを１台使用する。保

管数は，１個に加えて故障時及び保守点検による待機除外時のバック

アップ用として１台を加えた合計２個を保管する。 

（59-6，59-8） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第 3 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発

電用原子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同

じ。）と接続するものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接

続することができ，かつ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互

に使用することができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措

置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）は，系統に接続した状

態で保管し，使用のための接続を伴わない設計とする。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，他の設備から独立して単独で

使用可能なことにより，使用のための接続を伴わない設計とする。 

（59-3） 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43 条第 3 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続するこ

とができなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備

（原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口

をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。 
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(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等

について」に示す。 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ），酸素濃度計，二酸化

炭素濃度計及びプラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，

可搬型重大事故等対処設備（原子炉建物の外から水又は電力を供給す

るものに限る。）に該当しないことから対象外とする。 

（59-3） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 3 項四） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等

対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができ

るよう，放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場

所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は放射線量の高くなるおそれの

少ない中央制御室内及び中央制御室待避室内に設置し，設置場所で操

作可能な設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は放射線量の高

くなるおそれの少ない中央制御室待避室内に設置し設置場所で操作

可能な設計とする。 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）は，系統に接続した状

態で保管し，使用のための接続を伴わない設計とし，放射線量の高く

なるおそれの少ない制御室建物内の操作弁設置場所で操作可能な設

計とする。 

（59-3） 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43 条第 3 項五） 

(ⅰ) 要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対

処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備

と異なる保管場所に保管すること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，プラントパラメータ監視装置（中

央制御室待避室）及び中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）は，

風（台風），竜巻，低温，降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，
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生物学的事象，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航

空機墜落火災），有毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障害に対して，外

部からの衝撃による損傷の防止が図られた制御室建物内に保管する

設計とする。 

（59-7） 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第 3 項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等

対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等

内の道路及び通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものである

こと。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，使用場所及び保管場所が中央

制御室及び中央制御室待避室のため，重大事故等が発生した場合にお

いて確実なアクセスが可能な設計とする。 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）は，自然現象として考

慮する津波，風（台風），竜巻，低温，積雪，降水，落雷，地滑り，

火山の影響，生物学的事象による影響及び外部人為事象として考慮す

る火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機墜落火災），

有毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障害に対して，外部からの衝撃によ

る損傷の防止が図られた制御室建物内及び廃棄物処理建物内に保管

し，地震時の迂回路も考慮して複数の屋内アクセスルートを確保する

設計とする。なお，アクセスルートでの被ばくを考慮した放射線防護

具を着用することとし，運用については，「技術的能力説明資料 1.0 重

大事故等対策における共通事項」に，火災防護については，「2.2 火

災による損傷の防止（設置許可基準規則第 41 条に対する設計方針を

示す章）」に示す。 

（59-3，59-8） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置

許可基準規則第 43 条第 3 項七） 

(ⅰ) 要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計

基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは

注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故等に至るおそれがあ

る事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれる

おそれがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性  

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

63



添 3.16-41 

に示す。 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ），プラントパラメータ

監視装置（中央制御室待避室），酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，

同一目的の重大事故対処設備又は代替する機能を有する設計基準対

象施設はない。 

なお，中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ），酸素濃度計，

二酸化炭素濃度計及びプラントパラメータ監視装置（中央制御室待避

室）は，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた中央制御室内及

び中央制御室待避室内に固縛して保管することで可能な限り頑健性

を有する設計とする。 

（59-3，59-4，59-7） 
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3.16.2.3 原子炉格納容器から漏えいする空気中の放射性物質の濃度を低減

するための設備 

3.16.2.3.1 設備概要 

原子炉格納容器から漏えいする空気中の放射性物質の濃度を低減する

ための設備は，炉心の著しい損傷が発生し，原子炉格納容器から原子炉棟

内に放射性物質を含む気体が漏えいした場合において，原子炉棟内を負圧

に維持するとともに，排気管を通して原子炉建物外に排気することで，運

転員の被ばくを低減することを目的として使用する。なお，本設備を用い

ることで，緊急時対策要員の現場作業における被ばくを低減することも可

能である。 

本設備は，非常用ガス処理系排気ファン，原子炉建物燃料取替階ブロー

アウトパネル閉止装置，電源設備（常設代替交流電源設備又は可搬型代替

交流動力電源設備），計測設備（非常用ガス処理系統流量，原子炉建物外

気差圧），流路である前置ガス処理装置及び後置ガス処理装置，非常用ガ

ス処理系配管及び弁並びに排気管から構成される。 

本設備の系統概要図を図3.16－4，重大事故等対処設備一覧を表3.16－

17に示す。 

非常用ガス処理系は，非常用ガス処理系排気ファン２台のうち１台によ

り原子炉棟内を水柱約6mmの負圧に保ち，原子炉棟内空気を100%／dayで処

理する能力をもっている。また，本系統により排気する気体は，排気管を

通して地上高さ約120mの排気口から放出する設計とする。 

非常用ガス処理系の操作に当たっては，自動起動インターロック条件成

立時における非常用Ｍ／Ｃ及び非常用Ｃ／Ｃの常設代替交流動力電源設備

又は可搬型代替交流動力電源設備からの受電操作による自動起動，もしく

は中央制御室からの非常用ガス処理系排気ファン操作スイッチの手動操作

により運転を行う。 

炉心の著しい損傷が発生した状態で非常用ガス処理系の機能を期待す

る場合には，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル開口部に設置する

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置により原子炉建物の気

密性を確保することが可能な設計とする。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，開閉状態を中央

制御室にて確認可能な設計とし，中央制御室から遠隔操作可能な設計とす

る。また，現場において人力による操作が可能な設計とする。 
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表 3.16－17 原子炉格納容器から漏えいする空気中の放射性物質の濃度を低

減するための設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

非常用ガス処理系排気ファン【常設】 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置

【常設】 

附属設備 ― 

水源 ― 

流路 

前置ガス処理装置【常設】 

後置ガス処理装置【常設】 

非常用ガス処理系 配管・弁【常設】 

排気管【常設】 

原子炉棟【常設】 

注水先 ― 

電源設備※１ 

（燃料補給設備

を含む） 

非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

常設代替交流電源設備 

ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

計装設備 
非常用ガス処理系統流量【常設】 

原子炉建物外気差圧【常設】 

※1：単線結線図を補足説明資料59-2 に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57 条に対

する設計方針を示す章）」で示す。  
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3.16.2.3.2 主要設備の仕様 

(1) 非常用ガス処理系排気ファン 

種類  ：遠心式 

容量  ：約4,400m3/h/台（原子炉棟内空気を１日１回換 

気できる量） 

最高使用圧力 ：0.02MPa 

最高使用温度 ：66℃ 

台数 ：１（予備１） 

取付箇所  ：原子炉建物 ３階 

原動機の出力  ：22kW 

(2) 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置 

個数 ：２ 

  

68



添 3.16-46 

3.16.2.3.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.16.2.3.3.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第 1 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重

その他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能

を有効に発揮するものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

非常用ガス処理系排気ファンは，原子炉棟内に設置する設備である

ことから，想定される重大事故等時における，原子炉棟内の環境条件

及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，

以下の表 3.16－18 に示す設計とする。なお，非常用ガス処理系に流

入する気体の水素濃度は，保守的な条件においても約 0.03%であるた

め，水素が燃焼する濃度である４%に到達することはなく水素爆発は

生じない。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，原子炉棟の

気密バウンダリの一部として原子炉棟内に設置する設備であること

から，想定される重大事故等時における原子炉棟内及び屋外の環境条

件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよ

う，表 3.16－18 に示す設計とする。 

非常用ガス処理系排気ファンの操作は，中央制御室の操作スイッチ

から遠隔操作可能な設計とする。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置の操作は，中央

制御室の操作スイッチから遠隔操作可能な設計とする。 

（59-3，59-12） 
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表 3.16－18 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・ 

湿度・放射線 

非常用ガス処理系排気ファンは，原子炉棟内で想定さ

れる温度，圧力，湿度及び放射線強度に耐えられる性

能を確認した機器を使用する。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置

は，原子炉棟内及び屋外で想定される温度，圧力，湿

度及び放射線強度に耐えられる性能を確認した機器

を使用する。 

屋外の天候による

影響 

非常用ガス処理系排気ファンは，屋外に設置するもの

ではないため，天候による影響は受けない。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置

は，降水及び凍結により機能を損なうことのない設計

とする。 

海水を通水する 

系統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損

傷しないことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震設計の

基本方針」に示す）。 

風（台風）・ 

積雪 

非常用ガス処理系排気ファンは，原子炉棟内に設置す

るため，風（台風）及び積雪の影響は受けない。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置

は，屋外で想定される風荷重及び積雪荷重を考慮し

て，その機能が損なわれない設計とする。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波により

その機能が損なわれない設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できる

ものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

非常用ガス処理系の起動操作は，自動起動インターロック条件成立

時における非常用Ｍ／Ｃ及び非常用Ｃ／Ｃの常設代替交流動力電源

設備又は可搬型代替交流動力電源設備からの受電操作による自動起

動，もしくは中央制御室からの非常用ガス処理系排気ファン操作スイ

ッチの手動操作により実施する。手動操作の場合には，Ｒ／Ｂ給排気

隔離弁の全閉操作及びＲ／Ｂ連絡弁の全開操作を実施し，非常用ガス

処理系排気ファン操作スイッチを「起動」にすることで，非常用ガス

処理系排気ファンが起動する。非常用ガス処理系排気ファンが起動す

ることによって，非常用ガス処理系排気ファン入口弁及び非常用ガス

処理系入口弁が「閉」から「全開」となり，非常用ガス処理系出口弁

が「閉」から「調整開」となる。自動起動の場合も起動シーケンスは

同一である。なお，系統流量低下による停止インターロックはない。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，中央制御室

から遠隔操作又は現場において人力による操作が可能な設計とする。 

中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転員の操作性を

考慮して十分な操作空間を確保する。また，操作対象については銘板

をつけることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確

実に操作できる設計とする。 

表 3.16－19 に操作対象機器を示す。 

 

（59-3） 
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表 3.16－19 操作対象機器 

機器名称 状況の変化 操作場所 操作方法 

非常用ガス処理系 

排気ファン（A） 
停止→起動 中央制御室 スイッチ操作 

非常用ガス処理系 

排気ファン（B） 
停止→起動 中央制御室 スイッチ操作 

非常用ガス処理系 

入口弁（A） 
弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

非常用ガス処理系 

入口弁（B） 
弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

非常用ガス処理系 

出口弁（A） 

弁閉→弁調

整開 
中央制御室 スイッチ操作 

非常用ガス処理系 

出口弁（B） 

弁閉→弁調

整開 
中央制御室 スイッチ操作 

非常用ガス処理系 

排気ファン入口弁（A） 
弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

非常用ガス処理系 

排気ファン入口弁（B） 
弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

R/B 連絡弁（A） 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

R/B 連絡弁（B） 弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

R/B 給排気隔離弁 弁開→弁閉 中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建物燃料取替階ブ

ローアウトパネル閉止装

置 

開→閉 

中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建物４階 人力操作 
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第 1 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中

に試験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

非常用ガス処理系は，表 3.16－20 に示すように発電用原子炉の運

転中又は停止中に機能・性能試験，及び弁動作試験が可能な設計とす

る。また，非常用ガス処理系排気ファンは，発電用原子炉の停止中に

分解検査，及び外観検査が可能な設計とする。 

非常用ガス処理系の非常用ガス処理系排気ファンは，発電用原子炉

の停止中にケーシングカバーを取り外して，排気ファン部品（主軸，

羽根車）の状態を確認する分解検査が可能な設計とする。 

非常用ガス処理系を運転するために必要な操作対象弁（非常用ガス

処理系入口弁，非常用ガス処理系出口弁，非常用ガス処理系排気ファ

ン入口弁，Ｒ／Ｂ連絡弁，Ｒ／Ｂ給排気隔離弁）は，発電用原子炉の

運転中又は停止中に開閉動作試験可能な構成とすることで，弁動作試

験が可能な設計とする。また，発電用原子炉の運転中及び停止中に，

非常用ガス処理系排気ファンを起動させ，排気管へ排気する試験を行

うことで，非常用ガス処理系の機能・性能及び漏えいの有無の確認が

可能な設計とする。 

運転性能の確認として，非常用ガス処理系排気ファンの流量，系統

（排気ファン廻り）の振動，異音，異臭及び漏えいの確認が可能な設

計とする。 

非常用ガス処理系排気ファン部品の表面状態の確認として，浸透探

傷検査により性能に影響を及ぼす指示模様がないこと，目視により性

能に影響を及ぼすおそれのある傷，割れなどがないことの確認が可能

な設計とする。 

前置ガス処理装置のうち加熱コイルは，機能・性能試験として，絶

縁抵抗及びエレメント抵抗について測定を行うことが可能な設計と

する。 

（59-5） 
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表 3.16－20 非常用ガス処理系の試験及び検査 

原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中 
機能・性能試験 運転性能，漏えいの確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

停止中 

機能・性能試験 運転性能，漏えいの確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

分解検査 

非常用ガス処理系排気ファン部品

の表面状態を試験及び目視により

確認 

外観検査 
非常用ガス処理系排気ファンの外

観の確認 

 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，表 3.16－

21 に示すように，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観検査を，

また，発電用原子炉の停止中に性能試験が可能な設計とする。 

 

表 3.16－21 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置の試験及

び検査 

原子 

炉の状態 
項目 内容 

運転中又は 

停止中 
外観検査 

原子炉建物燃料取替階ブローア

ウトパネル閉止装置の外観の確

認 

停止中 機能・性能試験 

原子炉建物燃料取替階ブローア

ウトパネル閉止装置の動作状態

の確認 

 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用す

る設備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられ

る機能を備えるものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

非常用ガス処理系は，想定される重大事故等時において，設計基準

事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処

設備として使用する。 
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なお，当該系統の使用にあたり切り替え操作が必要となることから，

速やかに切り替え操作が可能なように，系統に必要な弁等を設ける。 

非常用ガス処理系の起動のタイムチャートを図 3.16－3 に示す。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，本来の用途

以外の用途として使用しない設計とする。 

（59-4）   

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第 1 項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

非常用ガス処理系は，設計基準事故対処設備として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。なお，非常用ガス処理系に流

入する気体には水素が含まれるが，流入する気体の水素濃度は保守的

な条件においても約 0.03%であり水素が燃焼する濃度である 4%に到

達することはないこと，及び，非常用ガス処理系の運転中においては

強制的に水素を含む気体を屋外に排出すること等により水素爆発を

防止する機能を有していると評価できること，並びに，非常用ガス処

理系の停止中においては系統内に流入した水素は継続的に供給され

ず，また，拡散により局所的に滞留しないことから可燃限界以上の濃

度にならないため，非常用ガス処理系は水素爆発を生じる可能性はな

く，他の設備に対して悪影響を及ぼさない。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，他の設備か

ら独立して使用が可能なことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。また，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，

閉動作により，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（59-4,59-12,59-13） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 1 項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設

備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなる

おそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の

適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

非常用ガス処理系，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止

装置の操作が必要な機器の設置場所，操作場所を表 3.16－22 に示す。 
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非常用ガス処理系排気ファン，非常用ガス処理系排気ファン入口弁，

非常用ガス処理系入口弁，非常用ガス処理系出口弁，前置ガス処理装

置の加熱コイルは，原子炉棟内に設置されている設備であるが，操作

位置である中央制御室は放射線量が高くなるおそれが少ないため操

作が可能である。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，原子炉棟内

に設置し，放射線量が高くなるおそれの少ない中央制御室から操作が

可能な設計とする。 

（59-3） 

 

表 3.16－22 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

非常用ガス処理系排気ファン（A） 原子炉建物 3階 中央制御室 

非常用ガス処理系排気ファン（B） 原子炉建物 3階 中央制御室 

非常用ガス処理系入口弁（A） 原子炉建物 3階 中央制御室 

非常用ガス処理系入口弁（B） 原子炉建物 3階 中央制御室 

非常用ガス処理系出口弁（A） 原子炉建物 3階 中央制御室 

非常用ガス処理系出口弁（B） 原子炉建物 3階 中央制御室 

非常用ガス処理系排気ファン入口弁（A） 原子炉建物 3階 中央制御室 

非常用ガス処理系排気ファン入口弁（B） 原子炉建物 3階 中央制御室 

R/B 連絡弁（A） 原子炉建物 3階 中央制御室 

R/B 連絡弁（B） 原子炉建物 3階 中央制御室 

R/B 給排気隔離弁 原子炉建物 2階 中央制御室 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネ

ル閉止装置 
原子炉建物 4階 

中央制御室 

原子炉建物 

４階 
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3.16.2.3.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第 2 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであるこ

と。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

非常用ガス処理系の非常用ガス処理系排気ファンは，運転員の被ば

くを低減することを目的として使用するものであり，設計基準事故対

処設備としての容量等の仕様が，原子炉棟内を負圧に維持し，排気管

を通して原子炉建物外に排気するために必要となる容量等の仕様に

対して十分であることから，設計基準事故対処設備の容量と同仕様の

設計とする。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，重大事故等

時において，運転員を過度の被ばくから防護するために必要な容量を

有する設計とする。 

（59-6） 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただ

し，二以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の

発電用原子炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内

の他の発電用原子炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限

りでない。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

非常用ガス処理系の非常用ガス処理系排気ファン及び原子炉建物

燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，二以上の発電用原子炉施

設において共用しない設計とする。 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43条第 2項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備

の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な

措置を講じたものであること。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

非常用ガス処理系の非常用ガス処理系排気ファン及び原子炉建物
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燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，重大事故緩和設備であり，

同一目的の重大事故等対処設備はない。 

非常用ガス処理系は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流動

力電源設備からの給電により駆動できることで，非常用交流電源設備

からの給電に対して多様性を有する設計とする。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，重大事故緩

和設備であり，同一目的の設計基準事故対処設備はない。 
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3.17 監視測定設備【60条】 

【設置許可基準規則】 

（監視測定設備） 

第六十条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合に工場等及びその

周辺（工場等の周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放出される放

射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録す

ることができる設備を設けなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合に工場等において風向、

風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録することができる設備を

設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び

放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録することができる設

備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行

うための設備をいう。 

ａ）モニタリング設備は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損が発生し

た場合に放出されると想定される放射性物質の濃度及び放射線量を測定でき

るものであること。 

ｂ）常設モニタリング設備（モニタリングポスト等）が機能喪失しても代替し得

る十分な台数のモニタリングカー又は可搬型代替モニタリング設備を配備す

ること。 

ｃ）常設モニタリング設備は、代替交流電源設備からの給電を可能とすること。 

3.17-1
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3.17.1 適合方針 

  重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）

において発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視

し，及び測定し，並びにその結果を記録するために必要な重大事故等対処設備を

保管する。重大事故等が発生した場合に発電所において風向，風速その他の気象

条件を測定し，及びその結果を記録するために必要な重大事故等対処設備を保管

する。 

  放射線管理設備（重大事故等時）の保管，設置又は使用場所の概要図を第 3.17

－1図から第 3.17－4図に示す。 
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3.17.1.1 重大事故等対処設備 

(1) 放射性物質の濃度及び放射線量の測定に用いる設備

  ａ．可搬式モニタリング・ポストによる放射線量の測定及び代替測定 

モニタリング・ポストが機能喪失した場合にその機能を代替する重大事故

等対処設備として，可搬式モニタリング・ポストを使用する。 

可搬式モニタリング・ポストは，重大事故等が発生した場合に，発電所敷

地境界付近において，発電用原子炉施設から放出される放射線量を監視し，

及び測定し，並びにその結果を記録できる設計とし，モニタリング・ポスト

を代替し得る十分な個数を保管する。 

また，可搬式モニタリング・ポストは，重大事故等が発生した場合に，発

電所海側及び緊急時対策所付近において，発電用原子炉施設から放出される

放射線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録できる設計とする。 

可搬式モニタリング・ポストの指示値は，衛星回線により伝送し，緊急時

対策所で監視できる設計とする。可搬式モニタリング・ポストで測定した放

射線量は，電源喪失により保存した記録が失われないよう，電磁的に記録，

保存する設計とする。また，記録は必要な容量を保存できる設計とする。 

可搬式モニタリング・ポストの電源は，蓄電池を使用する設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬式モニタリング・ポスト

  ｂ．放射能測定装置による空気中の放射性物質の濃度の代替測定 

放射能観測車のダスト・よう素サンプラ，よう素モニタ又はダストモニタ

が機能喪失した場合にその機能を代替する重大事故等対処設備として，放射

能測定装置（ダスト・よう素サンプラの代替として可搬式ダスト・よう素サ

ンプラ，よう素モニタの代替としてＮａＩシンチレーション・サーベイ・メ

ータ，ダストモニタの代替としてＧＭ汚染サーベイ・メータ）を使用する。 

放射能測定装置は，重大事故等が発生した場合に，発電所及びその周辺に

おいて，発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度（空気中）を監

視し，及び測定し，並びにその結果を記録できるように測定値を表示する設

計とし，放射能観測車を代替し得る十分な個数を保管する。 

放射能測定装置のうちＮａＩシンチレーション・サーベイ・メータ及びＧ

Ｍ汚染サーベイ・メータの電源は，乾電池を使用する設計とし，可搬式ダス

ト・よう素サンプラの電源は，蓄電池を使用する設計とする。

主要な設備は，以下のとおりとする。

・放射能測定装置（可搬式ダスト・よう素サンプラ，ＮａＩシンチレーシ

ョン・サーベイ・メータ，ＧＭ汚染サーベイ・メータ）
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  ｃ．放射能測定装置等による放射性物質の濃度及び放射線量の測定 

重大事故等が発生した場合に，発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を

含む。）において，発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度（空気

中，水中，土壌中）及び放射線量を測定するための重大事故等対処設備とし

て，放射能測定装置及び小型船舶を使用する。 

放射能測定装置は，重大事故等が発生した場合に，発電所及びその周辺（発

電所の周辺海域を含む。）において，発電用原子炉施設から放出される放射性

物質の濃度（空気中，水中，土壌中）及び放射線量を監視し，及び測定し，

並びにその結果を記録できるように測定値を表示する設計とする。発電所の

周辺海域においては，小型船舶を用いる設計とする。 

放射能測定装置のうちＮａＩシンチレーション・サーベイ・メータ，ＧＭ

汚染サーベイ・メータ，α・β線サーベイ・メータ及び電離箱サーベイ・メ

ータの電源は，乾電池を使用する設計とし，可搬式ダスト・よう素サンプラ

の電源は，蓄電池を使用する設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・放射能測定装置（可搬式ダスト・よう素サンプラ，ＮａＩシンチレーシ

ョン・サーベイ・メータ，ＧＭ汚染サーベイ・メータ，α・β線サーベ

イ・メータ，電離箱サーベイ・メータ）

・小型船舶

これらの設備は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損が発生した場

合に放出されると想定される放射性物質の濃度及び放射線量を測定できる設計

とする。 

(2) 風向，風速その他の気象条件の測定に用いる設備

  ａ．可搬式気象観測装置による気象観測項目の代替測定 

気象観測設備が機能喪失した場合にその機能を代替する重大事故等対処設

備として，可搬式気象観測装置を使用する。 

可搬式気象観測装置は，重大事故等が発生した場合に，発電所において風

向，風速その他の気象条件を測定し，及びその結果を記録できる設計とし，

気象観測設備を代替し得る十分な個数を保管する。 

可搬式気象観測装置の指示値は，衛星回線により伝送し，緊急時対策所で

監視できる設計とする。 

可搬式気象観測装置で測定した風向，風速その他の気象条件は，電源喪失

により保存した記録が失われないよう，電磁的に記録，保存する設計とする。

また，記録は必要な容量を保存できる設計とする。 

可搬式気象観測装置の電源は，蓄電池を使用する設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬式気象観測装置
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(3) モニタリング・ポストの代替交流電源設備

モニタリング・ポストは，非常用所内電源に接続しており，非常用所内電源

が喪失した場合は，代替交流電源設備である常設代替交流電源設備から給電で

きる設計とし，モニタリング・ポストでの監視，及び測定，並びに記録を継続

できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備）

  放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様を第 3.17－1表に示す。 

  常設代替交流電源設備については，「3.14 電源設備」にて記載する。 

3.17.1.2 多様性，位置的分散 

  基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

  可搬式モニタリング・ポストは，屋外のモニタリング・ポストと離れた第１保

管エリア及び第４保管エリアに分散して保管することで，共通要因によって同時

に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

  放射能測定装置は，屋内に保管する放射能観測車と離れた緊急時対策所内に保

管することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 

  小型船舶は，予備と分散して第１保管エリア及び第４保管エリアに保管するこ

とで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とす

る。 

  可搬式気象観測装置は，屋外の気象観測設備と離れた第１保管エリア及び第４

保管エリアに分散して保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう位置的分散を図る設計とする。 

3.17.1.3 悪影響防止 

  基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

  可搬式モニタリング・ポスト，放射能測定装置，小型船舶及び可搬式気象観測

装置は，他の設備から独立して単独で使用可能とし，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

3.17.1.4 共用の禁止 

  基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 
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3.17.1.5 容量等 

  基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

  可搬式モニタリング・ポスト及び放射能測定装置は，炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損が発生した場合に放出されると予想される放射性物質の濃度

及び放射線量を測定できるよう，「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射

線計測に関する審査指針」に定める測定上限値を満足する設計とする。 

  可搬式モニタリング・ポストの保有数は，モニタリング・ポストの機能喪失時

の代替としての６台，発電所海側での監視・測定のための３台，緊急時対策所の

正圧化判断用としての１台と故障時及び保守点検による待機除外時のバックアッ

プ用として２台を保管する。 

  放射能測定装置のうち可搬式ダスト・よう素サンプラ，ＮａＩシンチレーショ

ン・サーベイ・メータ，ＧＭ汚染サーベイ・メータ及び電離箱サーベイ・メータ

の保有数は，放射能観測車の代替並びに発電所及びその周辺（発電所の周辺海域

を含む。）において発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線

量を測定し得る十分な個数として２台と故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップ用として１台を保管する。放射能測定装置のうちα・β線サーベイ・

メータの保有数は，発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）において発

電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度を測定し得る十分な個数として

１台と故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台を保管

する。 

  小型船舶は，発電所の周辺海域において，発電用原子炉施設から放出される放

射性物質の濃度及び放射線量の測定を行うために必要な設備及び要員を積載し得

る十分な個数として１台と故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ

用として１台を保管する。 

  可搬式気象観測装置は，「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に定

める観測項目を測定できる設計とする。 

 可搬式気象観測装置の保有数は，気象観測設備が機能喪失しても代替し得る十

分な個数として１台と故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用と

して１台を保管する。 

  可搬式モニタリング・ポスト，可搬式ダスト・よう素サンプラ，ＮａＩシンチ

レーション・サーベイ・メータ，ＧＭ汚染サーベイ・メータ，α・β線サーベイ・

メータ，電離箱サーベイ・メータ及び可搬式気象観測装置の電源は，蓄電池又は

乾電池を使用し，予備品と交換することで，重大事故等時の必要な期間測定でき

る設計とする。 
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3.17.1.6 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

  可搬式モニタリング・ポストは，第１保管エリア及び第４保管エリアに保管し，

並びに屋外に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計

とする。可搬式モニタリング・ポストの操作は，重大事故等時において設置場所

で可能な設計とする。 

  放射能測定装置は，緊急時対策所内に保管し，並びに屋内又は屋外で使用し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。放射能測定装

置の操作は，重大事故等時において使用場所で可能な設計とする。 

  小型船舶は，第１保管エリア及び第４保管エリアに保管し，並びに屋外で使用

し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。また，小

型船舶は，海で使用するため，耐腐食性材料を使用する設計とする。小型船舶の

操作は，重大事故等時において使用場所で可能な設計とする。 

  可搬式気象観測装置は，第１保管エリア及び第４保管エリアに保管し，並びに

屋外に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。

可搬式気象観測装置の操作は，重大事故等時において設置場所で可能な設計とす

る。 

3.17.1.7 操作性の確保 

  基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

  可搬式モニタリング・ポスト及び可搬式気象観測装置は，屋外のアクセスルー

トを通行し，車両等により運搬することができるとともに，設置場所において，

固縛等の転倒防止措置が可能な設計とする。可搬式モニタリング・ポスト及び可

搬式気象観測装置は，測定器と蓄電池を簡便な接続方式により確実に接続できる

とともに，設置場所において，操作スイッチにより操作ができる設計とする。 

  放射能測定装置は，屋内及び屋外のアクセスルートを通行し，人が携行して使

用可能な設計とする。放射能測定装置は，使用場所において，操作スイッチによ

り操作ができる設計とする。 

  小型船舶は，屋外のアクセスルートを通行し，車両等により運搬することがで

きる設計とする。小型船舶は，使用場所において，操作スイッチにより起動し，

容易に操縦ができる設計とする。 
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3.17.1.8 試験検査 

  基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

  可搬式モニタリング・ポスト，放射能測定装置のうちＮａＩシンチレーション・

サーベイ・メータ，ＧＭ汚染サーベイ・メータ，α・β線サーベイ・メータ及び

電離箱サーベイ・メータ並びに可搬式気象観測装置は，発電用原子炉の運転中又

は停止中に，模擬入力による機能・性能の確認（特性確認）及び校正ができる設

計とする。 

  放射能測定装置のうち可搬式ダスト・よう素サンプラ及び小型船舶は，発電用

原子炉の運転中又は停止中に，機能・性能の確認（特性確認）及び外観の確認が

できる設計とする。 
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第 3.17－1表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様 

(1) 環境モニタリング設備

  ａ．移動式モニタリング設備 

(a) 可搬式モニタリング・ポスト

種  類 ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション 

半導体 

計測範囲 10～10９nGy/h 

個  数 10（予備２） 

伝送方法 衛星回線 

(b) 放射能測定装置

 (b-1) 可搬式ダスト・よう素サンプラ 

 個  数    ２（予備１） 

 (b-2) ＮａＩシンチレーション・サーベイ・メータ 

  種  類 ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション 

計測範囲 0.1～30μGy/h 

個  数 ２（予備１） 

 (b-3) ＧＭ汚染サーベイ・メータ 

種  類 ＧＭ管 

計測範囲 0～100kmin－１ 

個  数 ２（予備１） 

 (b-4) α・β線サーベイ・メータ 

種  類    ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーション 

プラスチックシンチレーション 

計測範囲 0～100kmin－１ 

個  数    １（予備１） 

 (b-5) 電離箱サーベイ・メータ 

種  類 電離箱 

計測範囲 0.001～300mSv/h 

個  数 ２（予備１） 

  ｂ．小型船舶 

 個  数 １（予備１） 

  ｃ．可搬式気象観測装置 

観測項目 風向，風速，日射量，放射収支量，雨量 

個  数 １（予備１） 

伝送方法 衛星回線 
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3.17 監視測定設備【60条】 

【設置許可基準規則】 

（監視測定設備） 

第六十条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合に工場等及びその

周辺（工場等の周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放出される放

射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録す

ることができる設備を設けなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合に工場等において風向、

風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録することができる設備を

設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び

放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録することができる設

備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行

うための設備をいう。 

ａ）モニタリング設備は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損が発生し

た場合に放出されると想定される放射性物質の濃度及び放射線量を測定でき

るものであること。 

ｂ）常設モニタリング設備（モニタリングポスト等）が機能喪失しても代替し得

る十分な台数のモニタリングカー又は可搬型代替モニタリング設備を配備す

ること。 

ｃ）常設モニタリング設備は、代替交流電源設備からの給電を可能とすること。 
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3.17.1 設置許可基準規則第60条への適合方針 

重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含

む。）において発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線

量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録するための設備として，可

搬式モニタリング・ポスト，放射能測定装置及び小型船舶を設ける。 

重大事故等が発生した場合に発電所において風向，風速その他の気象条件

を測定し，及びその結果を記録するための設備として，可搬式気象観測装置

を設ける。 

(1) 放射性物質の濃度及び放射線量の測定に用いる設備（設置許可基準規則解釈の

第１項 ａ）,ｂ）） 

 (ⅰ) 可搬式モニタリング・ポストによる放射線量の測定及び代替測定 

モニタリング・ポストが機能喪失した場合にその機能を代替する重大事故等

対処設備（放射線量の測定）として，可搬式モニタリング・ポストを設ける。 

 可搬式モニタリング・ポストは，重大事故等が発生した場合に，発電所敷地

境界付近において，発電用原子炉施設から放出される放射線量を監視し，及び

測定し，並びにその結果を記録できる設計とし，モニタリング・ポストを代替

し得る十分な個数を保管する。 

 また，可搬式モニタリング・ポストは，重大事故等が発生した場合に，発電

所海側において，発電用原子炉施設から放出される放射線量を監視し，及び測

定し，並びにその結果を記録できる設計とする。 

 さらに，可搬式モニタリング・ポストは，重大事故等が発生した場合に，緊

急時対策所付近において，発電用原子炉施設から放出される放射線量を監視し，

及び測定し，並びにその結果を記録できる設計とし，緊急時対策所の正圧化の

判断として使用する。 

 可搬式モニタリング・ポストの指示値は，衛星回線により伝送し，緊急時対

策所で監視できる設計とする。可搬式モニタリング・ポストで測定した放射線

量は，電磁的に記録，保存し，電源喪失により保存した記録が失われない設計

とする。 

 また，記録は必要な容量を保存できる設計とする。可搬式モニタリング・ポ

ストの電源は，蓄電池を使用する設計とする。

 (ⅱ) 放射能測定装置による空気中の放射性物質の濃度の代替測定 

 放射能観測車のダスト・よう素サンプラ，よう素モニタ又はダストモニタが

機能喪失した場合にその機能を代替する重大事故等対処設備（空気中の放射性

物質の濃度の代替測定）として，放射能測定装置（ダスト・よう素サンプラの

代替として可搬式ダスト・よう素サンプラ，よう素モニタの代替としてＮａＩ
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シンチレーション・サーベイ・メータ，ダストモニタの代替としてＧＭ汚染サ

ーベイ・メータ）を設ける。 

 放射能測定装置（可搬式ダスト・よう素サンプラ，ＮａＩシンチレーション・

サーベイ・メータ及びＧＭ汚染サーベイ・メータ）は，重大事故等が発生した

場合に，発電所及びその周辺において，発電用原子炉施設から放出される放射

性物質の濃度（空気中）を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録できる

ように測定値を表示する設計とし，放射能観測車を代替し得る十分な個数を保

管する。放射能測定装置（ＮａＩシンチレーション・サーベイ・メータ及びＧ

Ｍ汚染サーベイ・メータ）の電源は，乾電池を使用する設計とし，放射能測定

装置（可搬式ダスト・よう素サンプラ）の電源は，蓄電池を使用する設計とす

る。 

 (ⅲ) 放射能測定装置による空気中の放射性物質の濃度の測定，放射能測定装置に

よる水中の放射性物質の濃度の測定，放射能測定装置による土壌中の放射性物

質の濃度の測定及び海上モニタリング 

 重大事故等対処設備（放射性物質の濃度及び放射線量の測定）として，重大

事故等が発生した場合に，発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）

において，発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度（空気中，水中，

土壌中）及び放射線量を測定するために，放射能測定装置（可搬式ダスト・よ

う素サンプラ，ＮａＩシンチレーション・サーベイ・メータ，ＧＭ汚染サーベ

イ・メータ，α・β線サーベイ・メータ及び電離箱サーベイ・メータ）及び小

型船舶を設ける。 

 放射能測定装置は，重大事故等が発生した場合に，発電所及びその周辺（発

電所の周辺海域を含む。）において，発電用原子炉施設から放出される放射性

物質の濃度（空気中，水中，土壌中）及び放射線量を監視し，及び測定し，並

びにその結果を記録できるように測定値を表示する設計とし，発電所の周辺海

域においては，小型船舶を用いる設計とする。 

 放射能測定装置（ＮａＩシンチレーション・サーベイ・メータ，ＧＭ汚染サ

ーベイ・メータ，α・β線サーベイ・メータ及び電離箱サーベイ・メータ）の

電源は，乾電池を使用する設計とし，放射能測定装置（可搬式ダスト・よう素

サンプラ）の電源は，蓄電池を使用する設計とする。

  「(1) 放射性物質の濃度及び放射線量の測定に用いる設備」は，炉心の著しい

損傷及び原子炉格納容器の破損が発生した場合に放出されると想定される放射性

物質の濃度及び放射線量を測定できる設計とする。 
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(2) 風向，風速その他の気象条件の測定に用いる設備（設置許可基準規則の第２項） 

 (ⅰ) 可搬式気象観測装置による気象観測項目の代替測定 

 気象観測設備が機能喪失した場合にその機能を代替する重大事故等対処設

備（風向，風速その他の気象条件の測定）として，可搬式気象観測装置を設け

る。 

 可搬式気象観測装置は，重大事故等が発生した場合に，発電所において風向，

風速その他の気象条件を測定し，及びその結果を記録できる設計とし，気象観

測設備を代替し得る十分な個数を保管する。 

 可搬式気象観測装置の指示値は，衛星回線により伝送し，緊急時対策所で監

視できる設計とする。可搬式気象観測装置で測定した風向，風速その他の気象

条件は，電磁的に記録，保存し，電源喪失により保存した記録が失われない設

計とする。また，記録は必要な容量を保存できる設計とする。可搬式気象観測

装置の電源は，蓄電池を使用する設計とする。 

(3) モニタリング・ポストの代替交流電源設備（設置許可基準規則解釈の第１項

ｃ）） 

モニタリング・ポストは，非常用所内電源に接続しており，非常用所内電源が

喪失した場合は，代替交流電源設備である常設代替交流電源設備から給電できる

設計とする。 

 常設代替交流電源設備については，「3.14 電源設備」に記載する。 

 なお，重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を

含む。）において発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線

量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録するための自主対策設備として，

以下を整備する。 

 また，重大事故等が発生した場合に発電所において風向，風速その他の気象条

件を測定し，及びその結果を記録するための自主対策設備として，以下を整備す

る。 

(4) 自主対策設備

自主対策設備（放射線量の測定）として，発電所及びその周辺において，発電

用原子炉施設から放出される放射線量を測定するために，モニタリング・ポスト

を設ける。 

モニタリング・ポストは，重大事故等時に機能喪失していない場合は，発電所

及びその周辺において，発電用原子炉施設から放出される放射線量を監視し，及

び測定し，並びにその結果を記録できる設計とする。 

 自主対策設備（放射性物質の濃度の測定）として，発電所及びその周辺（発電
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所の周辺海域を含む。）において，発電用原子炉施設から放出される放射性物質

の濃度（空気中，水中，土壌中）を測定するために，放射能観測車，Ｇｅ核種分

析装置，ＧＭ計数装置，ＺｎＳシンチレーション計数装置を設ける。 

 放射能観測車，Ｇｅ核種分析装置，ＧＭ計数装置，ＺｎＳシンチレーション計

数装置は，重大事故等時に機能喪失していない場合は，発電所及びその周辺（発

電所の周辺海域を含む。）において，発電用原子炉施設から放出される放射性物

質の濃度（空気中，水中，土壌中）を監視し，及び測定し，並びにその結果を記

録できるように測定値を表示する設計とする。 

 Ｇｅ核種分析装置，ＧＭ計数装置，ＺｎＳシンチレーション計数装置を使用す

る場合は，必要に応じて試料の前処理を行い，測定する。 

 自主対策設備（風向，風速その他の気象条件の測定）として，気象観測設備を

設ける。 

 気象観測設備は，重大事故等時に機能喪失していない場合は，発電所において

風向，風速その他の気象条件を測定し，及びその結果を記録できる設計とする。 

 自主対策設備（モニタリング・ポストの電源）として，モニタリング・ポスト

専用の無停電電源装置及び非常用発電機を設ける。 

モニタリング・ポスト専用の無停電電源装置及び非常用発電機は，重大事故等

時に機能喪失していない場合は，非常用所内電源喪失時に自動起動し，モニタリ

ング・ポストに約24時間給電できる設計とする。
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3.17.2 重大事故等対処設備 

3.17.2.1 監視測定設備 

3.17.2.1.1 設備概要 

  放射性物質の濃度及び放射線量の測定に用いる設備は，重大事故等が発生した

場合に発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）において発電用原子炉施

設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し，及び測定し，並びに

その結果を記録することを目的として設置するものである。 

  放射性物質の濃度及び放射線量の測定に用いる設備は，可搬式モニタリング・

ポスト，放射能測定装置及び小型船舶を使用する。 

  風向，風速その他の気象条件の測定に用いる設備は，重大事故等が発生した場

合に発電所において風向，風速その他の気象条件を測定し，及びその結果を記録

することを目的として設置するものである。 

  風向，風速その他の気象条件の測定に用いる設備は，可搬式気象観測装置を使

用する。 

モニタリング・ポストの代替交流電源設備は，非常用所内電源喪失時において，

モニタリング・ポストに給電できることを目的として設置するものである。

モニタリング・ポストの代替交流電源設備は，常設代替交流電源設備を使用す

る。 

  ただし，モニタリング・ポストが地盤の変形及び変位又は地震等により機能喪

失した場合は，可搬式モニタリング・ポストによりモニタリング・ポストの機能

を代替する設計とする。 

  監視測定設備に関する重大事故等対処設備一覧を第3.17－1表に示す。 

  可搬型設備である可搬式モニタリング・ポスト，放射能測定装置，小型船舶及

び可搬式気象観測装置は，保管場所から運搬し，人が携行して使用又は設置する

設備であり，簡易な接続及び操作スイッチにより，確実に操作できるものである。 
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第 3.17－1表 監視測定設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備※ 

①可搬式モニタリング・ポスト【可搬】 

②放射能測定装置【可搬】 

③小型船舶【可搬】 

④可搬式気象観測装置【可搬】 

⑤常設代替交流電源設備 

付属設備 ― 

水源（水源に関

する流路，電源

設備を含む） 

― 

流路（伝送路） データ表示装置【可搬】：①，④ 

注水先 ― 

電源設備（燃料

補給設備を含

む） 

蓄電池【可搬】：①，②の可搬式ダスト・よう素サンプラ，④ 

乾電池【可搬】：②の可搬式ダスト・よう素サンプラ以外 

計装設備 ― 

※単線結線図を補足説明資料 60-2に示す。 

 主要設備のうち，常設代替交流電源設備については「3.14 電源設備（設置許可

基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 
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3.17.2.1.2 主要設備の仕様 

 

(1) 可搬式モニタリング・ポスト 

   検出器の種類      ：ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション，半導体 

   計 測 範 囲     ：10 ～ 10９ nGy/h 

   個     数     ：10台（予備２台） 

   伝 送 方 法     ：衛星回線 

   使 用 場 所     ：屋外 

   保 管 場 所     ：第１保管エリア，第４保管エリア 

 

(2) 放射能測定装置 

  ａ．可搬式ダスト・よう素サンプラ 

   個     数     ：２台（予備１台） 

   流 量 範 囲     ：０ ～ 50 L/min 

   使 用 場 所     ：屋内及び屋外 

   保 管 場 所     ：緊急時対策所 

 

  ｂ．ＮａＩシンチレーション・サーベイ・メータ 

   検出器の種類      ：ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション 

   計 測 範 囲     ：0.1 ～ 30 μGy/h 

   個     数     ：２台（予備１台） 

   使 用 場 所     ：屋内及び屋外 

   保 管 場 所     ：緊急時対策所 

 

  ｃ．ＧＭ汚染サーベイ・メータ 

   検出器の種類      ：ＧＭ管 

   計 測 範 囲     ：０ ～ 100k min－１ 

   個     数     ：２台（予備１台） 

   使 用 場 所     ：屋内及び屋外 

   保 管 場 所     ：緊急時対策所 

 

  ｄ．α・β線サーベイ・メータ 

   検出器の種類      ：ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーション， 

                プラスチックシンチレーション 

   計 測 範 囲     ：０ ～ 100k min－１ 

   個     数     ：１台（予備１台） 

   使 用 場 所     ：屋内及び屋外 

   保 管 場 所     ：緊急時対策所 

  

添付3.17-8

99



 

  ｅ．電離箱サーベイ・メータ 

検出器の種類 ：電離箱 

計 測 範 囲 ：0.001 ～ 300 mSv/h 

個 数 ：２台（予備１台） 

使 用 場 所 ：屋内及び屋外 

保 管 場 所 ：緊急時対策所 

(3) 小型船舶

個 数 ：１台（予備１台）※ 

最 大 積 載 量 ：500 kg 

使 用 場 所 ：屋外 

保 管 場 所 ：第１保管エリア，第４保管エリア 

※海洋への放射性物質の拡散抑制（シルトフェ

ンスの設置）の小型船舶と兼用する。

(4) 可搬式気象観測装置

観 測 項 目 ：風向，風速，日射量，放射収支量，雨量 

個 数 ：１台（予備１台） 

伝 送 方 法 ：衛星回線 

使 用 場 所 ：屋外 

保 管 場 所 ：第１保管エリア，第４保管エリア 
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3.17.2.1.3 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重その他の

使用条件において、重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮する

ものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

    可搬式モニタリング・ポスト及び可搬式気象観測装置は，可搬型であり，屋

外に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生し

た場合における屋外の環境条件を考慮した設計とする。第3.17－2表に想定す

る環境条件及び荷重条件（可搬型）と対応を示す。 

（60-3-1，60-3-4） 

    可搬式ダスト・よう素サンプラ，ＮａＩシンチレーション・サーベイ・メー

タ，ＧＭ汚染サーベイ・メータ，α・β線サーベイ・メータ及び電離箱サーベ

イ・メータは，可搬型であり，屋内又は屋外で使用する設備であることから，

その機能を期待される重大事故等が発生した場合における屋外の環境条件を

考慮した設計とする。第3.17－2表に想定する環境条件及び荷重条件（可搬型）

と対応を示す。 

（60-3-2） 

    小型船舶は，可搬型であり，屋外で使用する設備であることから，その機能

を期待される重大事故等が発生した場合における屋外の環境条件を考慮した

設計とする。第3.17－2表に想定する環境条件及び荷重条件（可搬型）と対応

を示す。また，海で使用するため，耐腐食性材料を使用する設計とする。 

（60-3-3） 
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第 3.17－2表 想定する環境条件及び荷重条件（可搬型） 

考慮する外的事象 対応 

温度・圧力・湿度・ 

放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を

確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結防止対

策を行える設計とする。 

海水を通水する系統 

への影響 
小型船舶は海上で使用するため，耐腐食性材料を使用する設計とする。 

地震 
適切な地震荷重との組合わせを考慮した上で機器が損傷しないことを確認

し，治具により転倒防止措置を行う，又は人が携行し使用する。 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを応力評価に

より確認する。 

電磁的影響 
重大事故等が発生した場合においても電磁波によりその機能が損なわれな

い設計とする。 
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(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであ

ること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

    監視測定設備における操作が必要な対象機器について，第3.17－3表に示す。 

 

    可搬式モニタリング・ポスト及び可搬式気象観測装置は，測定器本体と蓄電

池の接続をコネクタ接続とし，接続規格を統一することにより，確実に接続で

きる設計とする。操作スイッチにより現場での起動・停止及び測定が可能な設

計とする。また，車両等による運搬，移動ができ，人力による車両への積み込

み等ができるとともに，設置場所において転倒防止措置が可能な設計とする。 

（60-3-1，60-3-4） 

    可搬式ダスト・よう素サンプラ，ＮａＩシンチレーション・サーベイ・メー

タ，ＧＭ汚染サーベイ・メータ，α・β線サーベイ・メータ及び電離箱サーベ

イ・メータは，接続がなく単体で使用し，操作スイッチにより現場での起動・

停止及び測定が可能な設計とする。また，人力により運搬，移動ができ，使用

場所において人が携行し使用できる設計とする。 

（60-3-2） 

    小型船舶は，操作スイッチにより現場での起動・停止が可能な設計とする。

また，車両により運搬，移動が可能で，使用場所である海上で航行できる設計

とする。 

（60-3-3） 
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第 3.17－3表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

可搬式モニタリング・ポスト 

― 屋外 運搬・設置 

ケーブル接続 屋外 コネクタ接続

起動・停止及び測定 屋外 スイッチ操作

可搬式ダスト・よう素サンプラ 
― 屋内及び屋外 運搬・設置 

起動・停止 屋内及び屋外 スイッチ操作

ＮａＩシンチレーション・サーベ

イ・メータ

― 屋内及び屋外 運搬・設置 

起動・停止及び測定 屋内及び屋外 スイッチ操作

ＧＭ汚染サーベイ・メータ 
― 屋内及び屋外 運搬・設置 

起動・停止及び測定 屋内及び屋外 スイッチ操作

α・β線サーベイ・メータ 
― 屋内及び屋外 運搬・設置 

起動・停止及び測定 屋内及び屋外 スイッチ操作

電離箱サーベイ・メータ 
― 屋内及び屋外 運搬・設置 

起動・停止及び測定 屋内及び屋外 スイッチ操作

小型船舶 
― 屋外 運搬・設置 

起動・停止 屋外 スイッチ操作

可搬式気象観測装置 

― 屋外 運搬・設置 

ケーブル接続 屋外 コネクタ接続

起動・停止及び測定 屋外 スイッチ操作
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(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

    健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又

は検査ができるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

    監視測定設備における試験及び検査について，第3.17－4表に示す。 

 

    放射線量の測定に使用する可搬式モニタリング・ポストは，発電用原子炉の

運転中又は停止中，機能・性能試験として，機能の確認（模擬入力による特性

確認）及び校正ができる設計とする。 

（60-4-1） 

    試料採取に使用する可搬式ダスト・よう素サンプラは，発電用原子炉の運転

中又は停止中，機能・性能試験として，機能の確認（流量の確認）及び外観の

確認ができる設計とする。 

（60-4-2） 

    放射性物質の濃度の測定に使用するＮａＩシンチレーション・サーベイ・メ

ータ，ＧＭ汚染サーベイ・メータ，α・β線サーベイ・メータ，放射線量の測

定に使用する電離箱サーベイ・メータは，発電用原子炉の運転中又は停止中，

機能・性能試験として，校正ができる設計とする。 

（60-4-3，60-4-4，60-4-5，60-4-6） 

    海上モニタリングに使用する小型船舶は，発電用原子炉の運転中又は停止中，

機能・性能試験として，機能の確認（動作の確認）及び外観の確認ができる設

計とする。 

（60-4-7） 

    風向，風速その他の気象条件の測定に使用する可搬式気象観測装置は，発電

用原子炉の運転中又は停止中，機能・性能試験として，機能の確認（模擬入力

による特性確認）及び校正ができる設計とする。 

（60-4-8） 
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第 3.17－4表 監視測定設備の試験及び検査 

発電用原子炉の 

状態 
主要設備 項目 内容 

運転中又は 

停止中 
可搬式モニタリング・ポスト 機能・性能試験 

模擬入力による特性

の確認 

線源による校正 

運転中又は 

停止中 
可搬式ダスト・よう素サンプラ 機能・性能試験 

流量の確認 

外観の確認 

運転中又は 

停止中 

ＮａＩシンチレーション・サーベイ・

メータ 
機能・性能試験 線源による校正 

運転中又は 

停止中 
ＧＭ汚染サーベイ・メータ 機能・性能試験 線源による校正 

運転中又は 

停止中 
α・β線サーベイ・メータ 機能・性能試験 線源による校正 

運転中又は 

停止中 
電離箱サーベイ・メータ 機能・性能試験 線源による校正 

運転中又は 

停止中 
小型船舶 機能・性能試験 

動作の確認 

外観の確認 

運転中又は 

停止中 
可搬式気象観測装置 機能・性能試験 

模擬入力による特性

の確認 

測定器の校正 
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(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四）

 (ⅰ) 要求事項 

 本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備に

あっては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるも

のであること。 

 (ⅱ) 適合性 

 基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 監視測定設備は，本来の用途以外の用途として使用しない。 

（60-3-1，60-3-2，60-3-3，60-3-4） 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五）

 (ⅰ) 要求事項 

 工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

 基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 重大事故等対処設備として使用する可搬型の監視測定設備は，他の設備から

独立して単独で使用可能とし，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（60-3-1，60-3-2，60-3-3，60-3-4） 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六）

 (ⅰ) 要求事項 

 想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作

及び復旧作業を行うことができるよう、放射線量が高くなるおそれが少ない設

置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 (ⅱ) 適合性 

 基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 重大事故等対処設備として使用する監視測定設備の設置・操作場所を第3.17

－5表に示す。屋内，屋外及びモニタリング・ポスト局舎内は，放射線量が高

くなるおそれが少ないため，設置及び操作が可能である。 

（60-3-1，60-3-2，60-3-3，60-3-4） 
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第 3.17－5表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

可搬式モニタリング・ポスト 屋外 屋外 

可搬式ダスト・よう素サンプラ 屋内及び屋外 屋外 

ＮａＩシンチレーション・サーベイ・メータ 屋内及び屋外 屋外 

ＧＭ汚染サーベイ・メータ 屋内及び屋外 屋外 

α・β線サーベイ・メータ 屋内及び屋外 屋外 

電離箱サーベイ・メータ 屋内及び屋外 屋外 

小型船舶 屋外 屋外 

可搬式気象観測装置 屋外 屋外 
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3.17.2.1.4 設置許可基準規則第43条第3項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第43条第3項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え、十分に余裕のある容量を

有するものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

    可搬式モニタリング・ポストは，「発電用軽水型原子炉施設における事故時

の放射線計測に関する審査指針」に定める測定上限値を満足する設計とする。 

    可搬式モニタリング・ポストは，モニタリング・ポストの代替測定並びに発

電所及びその周辺（周辺海域を含む。）において原子炉施設から放出される放

射線量を測定し得る十分な台数として10台（モニタリング・ポストの代替とし

て６台，海側に３台及び緊急時対策所の正圧化判断に１台），故障時及び保守

点検による待機除外時のバックアップ用として２台の合計12台を第１保管エ

リア及び第４保管エリアに保管する設計とする。可搬式モニタリング・ポスト

の電源は，蓄電池を使用し，予備品と交換することで，必要な期間測定できる

設計とする。 

（60-5-1） 

    可搬式ダスト・よう素サンプラは，「発電用軽水型原子炉施設における事故

時の放射線計測に関する審査指針」に定める測定上限値を満足する設計とする。 

    可搬式ダスト・よう素サンプラは，放射能観測車の代替測定並びに発電所及

びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）において，発電用原子炉施設から放

出される放射性物質の濃度を測定し得る十分な個数として２台，故障時及び保

守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計３台を，緊急時対

策所に保管する設計とする。 

    可搬式ダスト・よう素サンプラの電源は，蓄電池を使用し，予備品と交換す

ることで，必要な期間測定できる設計とする。 

（60-5-2） 

    ＮａＩシンチレーション・サーベイ・メータ，ＧＭ汚染サーベイ・メータ及

び電離箱サーベイ・メータは，「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放

射線計測に関する審査指針」に定める測定上限値を満足する設計とする。 

    ＮａＩシンチレーション・サーベイ・メータ，ＧＭ汚染サーベイ・メータ及

び電離箱サーベイ・メータは，放射能観測車の代替測定並びに発電所及びその

周辺（発電所の周辺海域を含む。）において，発電用原子炉施設から放出され

る放射性物質の濃度及び放射線量を測定し得る十分な個数として２台，故障時

及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計３台を，緊

急時対策所に保管する設計とする。 

    ＮａＩシンチレーション・サーベイ・メータ，ＧＭ汚染サーベイ・メータ及
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び電離箱サーベイ・メータの電源は，乾電池を使用し，予備品と交換すること

で，必要な期間測定できる設計とする。 

（60-5-3，60-5-4，60-5-6） 

 α・β線サーベイ・メータは，「発電用軽水型原子炉施設における事故時の

放射線計測に関する審査指針」に定める測定上限値を満足する設計とする。 

 α・β線サーベイ・メータは，発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含

む。）において，発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度を測定し

得る十分な個数として１台，故障時及び保守点検による待機除外時のバックア

ップ用として１台の合計２台を，緊急時対策所に保管する設計とする。 

 α・β線サーベイ・メータの電源は，乾電池を使用し，予備品と交換するこ

とで，必要な期間測定できる設計とする。 

（60-5-5） 

 小型船舶は，発電所の周辺海域において，発電用原子炉施設から放出される

放射性物質の濃度及び放射線量を測定し得る十分な個数として１台，故障時及

び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計２台を，第１

保管エリア及び第４保管エリアに保管する設計とする。また，小型船舶は，発

電所の周辺海域において，発電用原子炉施設から放出される放射線量及び放射

性物質の濃度の測定を行うために必要な測定装置及び要員を積載できる設計

とする。 

（60-5-7） 

 可搬式気象観測装置は，「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」

に定める観測項目等を測定できる設計とする。 

 可搬式気象観測装置は，気象観測設備が機能喪失しても代替し得る十分な個

数として１台，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として

１台の合計２台を，第１保管エリア及び第４保管エリアに保管する設計とする。 

 可搬式気象観測装置の電源は，蓄電池を使用し，予備品と交換することで，

必要な期間測定できる設計とする。 

（60-5-8） 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第43条第3項二）

 (ⅰ) 要求事項 

 常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原子

炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続するも

のにあっては、当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ、かつ、二

以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう、接続部

の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

 基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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    可搬型重大事故等対処設備として使用する監視測定設備は，常設設備と接続

しない。 

（60-3-1，60-3-2，60-3-3，60-3-4） 

 

(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第43条第3項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設設備と接続するものにあっては、共通要因によって接続することができ

なくなることを防止するため、可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外か

ら水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数

の場所に設けるものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

    可搬型重大事故等対処設備として使用する監視測定設備は，常設設備と接続

しない。 

（60-3-1，60-3-2，60-3-3，60-3-4） 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第43条第3項四） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備

を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続することができるよう、放射線量

が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他

の適切な措置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

    可搬型重大事故等対処設備として使用する監視測定設備は，屋内及び屋外で

設置及び操作する。屋内及び屋外は，放射線量が高くなるおそれが少ないため，

設置及び操作が可能である。 

（60-3-1，60-3-2，60-3-3，60-3-4） 

 

(5) 保管場所（設置許可基準規則第43条第3項五） 

 (ⅰ) 要求事項 

    地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる影響、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その

他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

ること。 
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 (ⅱ) 適合性 

   基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

    可搬型重大事故等対処設備として使用する監視測定設備は，共通要因を考慮

する常設重大事故等対処設備はないが，以下について考慮した設計とする。 

 

    可搬式モニタリング・ポストは，地震，津波その他の自然現象又は故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及

び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し，対応する設計基準事故対

処設備であるモニタリング・ポストと異なる場所の第１保管エリア及び第４保

管エリアに保管することで，位置的分散を図る設計とする。 

（60-6-1） 

    可搬式ダスト・よう素サンプラ，ＮａＩシンチレーション・サーベイ・メー

タ及びＧＭ汚染サーベイ・メータは，地震，津波その他の自然現象又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備

及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し，対応する設計基準事故

対処設備である放射能観測車と異なる場所の緊急時対策所内に保管すること

で，位置的分散を図る設計とする。 

（60-6-2） 

    α・β線サーベイ・メータ及び電離箱サーベイ・メータは，地震，津波その

他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影

響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮

し，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた緊急時対策所内に保管する設

計とする。 

（60-6-3） 

    小型船舶は，地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設

備の配置その他の条件を考慮し，第１保管エリア及び第４保管エリアに保管す

ることで位置的分散を図る設計とする。 

（60-6-3） 

    可搬式気象観測装置は，地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事

故等対処設備の配置その他の条件を考慮し，対応する設計基準事故対処設備で

ある気象観測設備と異なる場所の第１保管エリア及び第４保管エリアに保管

することで，位置的分散を図る設計とする。 

（60-6-4） 
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(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第43条第3項六） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処設備

を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工場等内の道路及び通路

が確保できるよう、適切な措置を講じたものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

    可搬型重大事故等対処設備として使用する監視測定設備は，保管場所から設

置・使用場所まで，車両等によりアクセスルートを通行し，運搬できる設計と

する。 

    可搬式モニタリング・ポスト及び可搬式気象観測装置の設置位置については，

原則モニタリング・ポスト及び気象観測設備位置とするが，モニタリング・ポ

スト及び気象観測設備への移動ルートが通行できない場合は，アクセスルート

上に設置する。その後，移動ルートが通行できる状況になった場合は，順次モ

ニタリング・ポスト及び気象観測設備位置に配備していくこととする。 

（60-7-1，60-7-2，60-7-3） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（設置許可基準規

則第43条第3項七） 

 (ⅰ) 要求事項 

    重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によって、設計基準事故

対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設

重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じた

ものであること。 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

 

    可搬式モニタリング・ポストは，地震，津波その他の自然現象又は故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及

び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し，対応する設計基準事故対

処設備であるモニタリング・ポストと異なる場所の第１保管エリア及び第４保

管エリアに保管することで，位置的分散を図る設計とする。 

（60-6-1） 

    可搬式ダスト・よう素サンプラ，ＮａＩシンチレーション・サーベイ・メー

タ及びＧＭ汚染サーベイ・メータは，地震，津波その他の自然現象又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備

及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し，対応する設計基準事故
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対処設備である放射能観測車と異なる場所の緊急時対策所内に保管すること

で，位置的分散を図る設計とする。 

（60-6-2） 

 α・β線サーベイ・メータ及び電離箱サーベイ・メータは，地震，津波その

他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影

響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮

し，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた緊急時対策所内に保管する設

計とする。 

（60-6-3） 

 小型船舶は，地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設

備の配置その他の条件を考慮し，第１保管エリア及び第４保管エリアに保管す

ることで位置的分散を図る設計とする。 

（60-6-3） 

 可搬式気象観測装置は，地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事

故等対処設備の配置その他の条件を考慮し，対応する設計基準事故対処設備で

ある気象観測設備と異なる場所の第１保管エリア及び第４保管エリアに保管

することで，位置的分散を図る設計とする。 

（60-6-4） 
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3.18 緊急時対策所【61条】 

【設置許可基準規則】 

（緊急時対策所） 

第六十一条 第三十四条の規定により設置される緊急時対策所は、重大事故等が

発生した場合においても当該重大事故等に対処するための適切な措置が講じ

られるよう、次に掲げるものでなければならない。 

一 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることがで

きるよう、適切な措置を講じたものであること。 

二 重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事故等に対処

するために必要な情報を把握できる設備を設けたものであること。 

三 発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を

行うために必要な設備を設けたものであること。 

２ 緊急時対策所は、重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容する 

ことができるものでなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項及び第２項の要件を満たす緊急時対策所とは、以下に掲げる措置又 

はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備を備えたものをい

う。 

ａ）基準地震動による地震力に対し、免震機能等により、緊急時対策所の機  

能を喪失しないようにするとともに、基準津波の影響を受けないこと。 

ｂ）緊急時対策所と原子炉制御室は共通要因により同時に機能喪失しないこと。 

ｃ）緊急時対策所は、代替交流電源からの給電を可能とすること。また、当該

代替電源設備を含めて緊急時対策所の電源設備は、多重性又は多様性を有す

ること。 

ｄ）緊急時対策所の居住性が確保されるように、適切な遮蔽設計及び換気設計

を行うこと。 

ｅ）緊急時対策所の居住性については、次の要件を満たすものであること。 

① 想定する放射性物質の放出量等は東京電力株式会社福島第一原子力発

電所事故と同等とすること。

② プルーム通過時等に特別な防護措置を講じる場合を除き、対策要員は緊

急時対策所内でのマスクの着用なしとして評価すること。

③ 交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備等を考慮してもよい。た

だし、その場合は、実施のための体制を整備すること。

④ 判断基準は、対策要員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えないこと。

ｆ）緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状況下において，

緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止するため，モニタリング及び作業服

の着替え等を行うための区画を設けること。 
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２ 第２項に規定する「重大事故等に対処するために必要な数の要員」とは、  

第１項第１号に規定する「重大事故等に対処するために必要な指示を行う要

員」に加え、少なくとも原子炉格納容器の破損等による工場等外への放射性物

質の拡散を抑制するための対策に対処するために必要な数の要員を含むもの

とする。 
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3.18.1 適合方針 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，当該重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう，適切な措置を

講じた設計とするとともに，重大事故等に対処するために必要な情報を把握でき

る設備及び発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために

必要な設備を設置又は保管する。また，重大事故等に対処するために必要な数の

要員を収容できる設計とする。 

緊急時対策所の系統概要図を第 3.18－1図及び第 3.18－2図に示す。 
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3.18.1.1 重大事故等対処設備 

緊急時対策所を，敷地高さ EL50mの高台に設置する。 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，当該事故等に対処す

るための適切な措置が講じることができるよう，その機能に係る設備を含め，基

準地震動Ｓｓによる地震力に対し，機能を損なわない設計とするとともに，基準

津波の影響を受けない設計とする。地震及び津波に対しては，「2.1.2 重大事故

等対処施設の耐震設計」及び「2.1.3 重大事故等対処施設の耐津波設計」に基づ

く設計とする。 

また，緊急時対策所の機能に係る設備は，中央制御室との共通要因により同時

に機能喪失しないよう，中央制御室に対して独立性を有する設計とするとともに，

中央制御室とは離れた位置に設置又は保管する。 

緊急時対策所は，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に加え，

原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための

対策に対処するために必要な数の要員を含め，重大事故等に対処するために必要

な数の要員を収容することができる設計とする。 

重大事故等が発生し，緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような

状況下において，緊急時対策要員が緊急時対策所内に放射性物質による汚染を持

ち込むことを防止するため，身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うための区

画を設置する設計とする。身体サーベイの結果，緊急時対策要員の汚染が確認さ

れた場合は，緊急時対策要員の除染を行うことができる区画を，身体サーベイを

行う区画に隣接して設置することができるよう考慮する。 

 

(1) 居住性を確保するための設備 

重大事故等が発生した場合においても，当該事故等に対処するために必要

な指示を行う要員がとどまることができるよう，緊急時対策所の居住性を確

保するための設備として，緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所換気空調設備，

差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，可搬式モニタリング・ポスト及び

可搬式エリア放射線モニタを設ける。 

緊急時対策所の居住性については，想定する放射性物質の放出量等を東京

電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所事故と同等とし，かつ，

緊急時対策所内でのマスクの着用，交替要員体制，安定ヨウ素剤の服用及び

仮設設備を考慮しない条件においても，緊急時対策所にとどまる要員の実効

線量が事故後７日間で 100mSvを超えない設計とする。 

 

ａ．緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所換気空調設備 

緊急時対策所遮蔽は，重大事故等が発生した場合において，緊急時対 

策所の気密性及び緊急時対策所換気空調設備の機能とあいまって，緊急時

対策所にとどまる要員の実効線量が７日間で 100mSv を超えない設計とす

る。 
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緊急時対策所換気空調設備として，緊急時対策所空気浄化送風機，緊 

急時対策所空気浄化フィルタユニット，緊急時対策所正圧化装置（空気ボ

ンベ）及び差圧計を設ける。 

緊急時対策所の緊急時対策所空気浄化送風機及び緊急時対策所空気浄

化フィルタユニットは，可搬型ダクトを用いて緊急時対策所を正圧化し，

放射性物質の侵入を低減できる設計とする。また，緊急時対策所正圧化装

置（空気ボンベ）は，プルーム通過時において，緊急時対策所を正圧化し，

希ガスを含む放射性物質の侵入を防止できる設計とする。差圧計は，緊急

時対策所が正圧化された状態であることを監視できる設計とする。 

緊急時対策所空気浄化送風機及び緊急時対策所空気浄化フィルタユニ

ットは，プルーム通過後の緊急時対策所内を正圧化できる設計とする。 

主要な設備は以下のとおりとする。 

・緊急時対策所遮蔽 

・緊急時対策所空気浄化送風機 

・緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 

・緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ） 

・差圧計 

本系統の流路として，緊急時対策所空気浄化装置用可搬型ダクト，緊 

急時対策所空気浄化装置（配管・弁），緊急時対策所正圧化装置可搬型配

管・弁及び緊急時対策所正圧化装置（配管・弁）を重大事故等対処設備と

して使用する。 

 

ｂ．酸素及び二酸化炭素濃度の測定設備  

緊急時対策所には，酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範

囲にあることを把握できるよう酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を保管

する設計とする。 

主要な設備は以下のとおりとする。 

・酸素濃度計 

・二酸化炭素濃度計 

 

ｃ．放射線量の測定設備 

緊急時対策所には，室内への希ガス等の放射性物質の侵入を低減又は 

防止するための確実な判断ができるよう放射線量を監視，測定するため，

さらに緊急時対策所正圧化装置による正圧化判断のために使用する可搬

式エリア放射線モニタ及び可搬式モニタリング・ポストを保管する設計と

する。 

具体的な設備は以下のとおりとする。 

・可搬式エリア放射線モニタ 

・可搬式モニタリング・ポスト（8.1 放射線管理設備） 
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 (2) 重大事故等に対処するために必要な指示及び通信連絡に関わる設備 

ａ．必要な情報を把握できる設備 

緊急時対策所には，重大事故等が発生した場合においても当該事故等に

対処するために必要な指示ができるよう，重大事故等に対処するために必

要な情報を把握できる設備として，ＳＰＤＳデータ収集サーバ，ＳＰＤＳ

伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置で構成する安全パラメータ表示

システム（ＳＰＤＳ）を設置する。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，重大事故等に対処するた

めに必要な情報を中央制御室内の運転員を介さずに緊急時対策所におい

て把握できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（ＳＰＤＳデータ収集サー

バ，ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置）（10.11 通信

連絡設備） 

 

ｂ．通信連絡設備 

緊急時対策所には，重大事故等が発生した場合においても発電所の内外

の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための設備として，無

線通信設備，衛星電話設備及び統合原子力防災ネットワークに接続する通

信連絡設備を設置又は保管する。 

主要な設備は以下のとおりとする。 

・衛星電話設備（10.11 通信連絡設備） 

・無線通信設備（10.11 通信連絡設備） 

・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（10.11 通信 

連絡設備） 

 

(3) 代替交流電源設備からの給電 

緊急時対策所は，全交流動力電源が喪失した場合に，代替交流電源設備で

ある緊急時対策所用発電機からの給電が可能な設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，１台で緊急時対策所に給電するために必要な容

量を有するものを，燃料給油時の切替えを考慮して，２台を１セットとして

使用することに加え，予備機を２台保管することで，多重性を有する設計と

する。 

緊急時対策所用発電機の燃料は，燃料補給設備である緊急時対策所用燃料

地下タンク及びタンクローリにより給油できる設計とする。なお，緊急時対

策所用発電機は，プルーム通過時において，燃料を給油せずに運転できる設

計とする。 

タンクローリは，燃料を給油できる容量を有するものを１台使用する。保

有数は 1台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ
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用として１台の合計２台を保管する。 

緊急時対策所用燃料地下タンクからタンクローリへの燃料の補給は，ホー

スを用いる設計とする。 

主要な設備は以下のとおりとする。 

・緊急時対策所用発電機 

・可搬ケーブル 

・緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 

・緊急時対策所 低圧母線盤 

・緊急時対策所用燃料地下タンク 

・タンクローリ 

可搬式モニタリング・ポストについては，「8.1 放射線管理設備」に記

載する。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ），衛星電話設備，無線通信設備

及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備については，

「10.11 通信連絡設備」に記載する。 

 

緊急時対策所の重大事故等対処設備の主要仕様を第 3.18－1表に示す。 
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3.18.1.1.1 多様性，多重性，独立性及び位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

緊急時対策所は，中央制御室から独立した建物と一体の遮蔽及び換気空調設備

として，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット，

緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度

計及び可搬式エリア放射線モニタを有し，換気空調設備の電源を緊急時対策所用

発電機から給電できる設計とする。 

これらは中央制御室に対して独立性を有した設備により居住性を確保できる設

計とする。 

緊急時対策所，緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策

所空気浄化フィルタユニット，緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ），差圧計，

酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モニタは，中央制御室と

は離れた建物に保管又は設置することで，共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう位置的分散を図る設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，２号炉原子炉建物内の非常用ディーゼル発電機とは

離れた建物の屋外に保管することで共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，位置的分散を図る設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，中央制御室の電源である非常用交流電源設備と共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，電源の冷却方式を空冷式とすること

で多様性を有する設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，１台で緊急時対策所に給電するために必要な容量を

有するものを，燃料給油時の切替えを考慮して，２台を１セットとして使用する

ことに加え，予備機を２台保管することで，多重性を有する設計とする。 

燃料補給設備のタンクローリは，原子炉建物のディーゼル燃料デイタンク並び

に原子炉建物及びタービン建物近傍のディーゼル燃料移送ポンプから離れた屋外

に分散して保管することで，ディーゼル燃料デイタンク及びディーゼル燃料移送

ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計

とする。 

燃料補給設備の緊急時対策所用燃料地下タンクは原子炉建物及びタービン建物

近傍のディーゼル燃料貯蔵タンクから離れた場所に設置することで，ディーゼル

燃料貯蔵タンクと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を

図る設計とする。 

 

3.18.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

緊急時対策所遮蔽は，緊急時対策所の建物と一体のコンクリート構造物とし，

倒壊等により他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット及び緊

急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）は，通常時に接続先の系統と分離された状
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態であること及び重大事故等時は重大事故等対処設備として系統構成ができるこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

緊急時対策所の差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射

線モニタは，他の設備から独立して使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

また，緊急時対策所の緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フ

ィルタユニット及び緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）は，固縛等実施する

ことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

緊急時対策所空気浄化送風機は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

緊急時対策所用発電機，可搬ケーブル及び緊急時対策所 発電機接続プラグ盤

は，通常時は遮断器により他の設備から切り離すことで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，輪留めによる固定等を行い保管し，可搬ケーブルは

固縛等を実施して屋外（緊急時対策所南側）に保管し，緊急時対策所 発電機接

続プラグ盤は屋外（緊急時対策所北側）に設置することで他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

燃料補給設備のタンクローリは，接続先の系統と分離して保管し，重大事故等

時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすることで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

緊急時対策所用燃料地下タンクは，重大事故等時に重大事故等対処設備として

の系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

タンクローリは輪留め等による固定をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

 

3.18.1.1.3 共用の禁止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。 

事故収束に必要な緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所換気空調設備，重大事故等

に対処するために必要な情報を把握できる設備等は，二以上の発電用原子炉施設

において共用しない設計とする。 

 

3.18.1.1.4 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

緊急時対策所は，想定される重大事故等時において，重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員に加え，原子炉格納容器の破損等による発電所外への

放射性物質の拡散を抑制するために必要な対策を行う要員として，最大 150 名を

収容できる設計とする。また，緊急時対策要員等が緊急時対策所に７日間とどま

り，重大事故等に対処するために必要な数量の放射線管理用資機材や食料等を配

備できる設計とする。 
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緊急時対策所空気浄化送風機及び緊急時対策所空気浄化フィルタユニットは，

緊急時対策要員の放射線被ばくを低減及び防止するとともに，緊急時対策所内の

酸素濃度及び二酸化炭素濃度を活動に支障がない範囲に維持するために必要な換

気容量を有する設計とする。保有数は，緊急時対策所空気浄化送風機及び緊急時

対策所空気浄化フィルタユニットそれぞれで１セット１台に加えて，故障時及び

保守点検による待機除外時のバックアップ用として２台を保管する設計とする。 

緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）は，重大事故等時において緊急時対策

所の居住性を確保するため，緊急時対策所を正圧化し，緊急時対策所内へ希ガス

を含む放射性物質の侵入を防止するとともに，酸素濃度及び二酸化炭素濃度を活

動に支障がない範囲に維持するために必要な容量に加え，故障時及び保守点検に

よる待機除外時のバックアップを考慮し，540本を保管する。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭

素濃度が活動に支障がない範囲であることの測定が可能なものを，それぞれ１個

使用する。保有数は，それぞれ１個に加え，故障時及び保守点検による待機除外

時のバックアップ用として１個のそれぞれ合計２個を保管する。差圧計は，緊急

時対策所の正圧化された室内と周辺エリアとの差圧範囲を監視できるものを 1 台

設置する。 

可搬式エリア放射線モニタは，重大事故等時において，緊急時対策所内の放射

線量の監視に必要な測定範囲を有するものを１個使用する。保有数は，１個に加

え，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１個の合計２

個を保管する。 

緊急時対策所用発電機は，１台で緊急時対策所に給電するために必要な容量を

有するものを，燃料給油時の切替えを考慮して，２台を１セットとして使用する。

保有数は，１セット２台に加え，故障対応時及び保守点検時のバックアップ用と

して２台の合計４台を保管する。 

タンクローリは，想定される重大事故等時において，その機能を発揮すること

が必要な重大事故等対処設備に，燃料を給油できる容量を有するものを１台使用

する。保有数は，１台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバック

アップ用として１台の合計２台を保管する。 

緊急時対策所用燃料地下タンクは，想定される重大事故等時において，その機

能を発揮することが必要な重大事故等対処設備が，７日間連続運転するために必

要となる燃料を供給できる容量を有する設計とする。 

 

3.18.1.1.5 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

緊急時対策所遮蔽は，緊急時対策所の建物と一体設置した屋外設備であり，重

大事故等時の環境条件を考慮した設計とする。 

緊急時対策所空気浄化送風機及び緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）は，

屋外に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とし，
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緊急時対策所内で操作可能な設計とする。 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニットは，屋外に設置し，想定される重大事

故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，屋外に設置し，想定される重大事故等

時における環境条件を考慮した設計とする。設置場所で操作可能な設計とする。 

差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，可搬式エリア放射線モニタ及び緊急

時対策所 低圧母線盤は，緊急時対策所内に設置又は保管し，想定される重大事

故等時における環境条件を考慮した設計とする。緊急時対策所内で操作可能な設

計とする。 

可搬ケーブルは，屋外に保管し，想定される重大事故等時における環境条件を

考慮した設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時に

おける環境条件を考慮した設計とする。操作は，設置場所及び緊急時対策所内で

可能な設計とする。 

緊急時対策所用燃料地下タンクは，屋外に設置し，想定される重大事故等時に

おける環境条件を考慮した設計とする。 

緊急時対策所用燃料地下タンクの系統構成に必要な操作は，想定される重大事

故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

タンクローリは，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故等時における環

境条件等を考慮した設計とする。 

タンクローリの操作は，想定される重大事故等時において，設置場所で可能な

設計とする。 

 

3.18.1.1.6 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。 

緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット，緊急

時対策所正圧化装置（空気ボンベ）及び差圧計は，設計基準対象施設と兼用せず，

他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

緊急時対策所空気浄化送風機は，緊急時対策所内の操作スイッチにより，緊急

時対策所内で操作が可能な設計とする。 

緊急時対策所空気浄化送風機及び緊急時対策所空気浄化フィルタユニットは，

緊急時対策所近傍に保管することで，速やかに緊急時対策所を正圧化できる設計

とする。緊急時対策所空気浄化送風機及び緊急時対策所空気浄化フィルタユニッ

トと接続口との接続は簡便な接続とし，容易かつ確実に接続できる設計とする。 

緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）は，緊急時対策所近傍に保管し，設置

場所及び緊急時対策所内での弁の手動操作により，速やかに緊急時対策所を正圧

化できる設計とする。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，想定される重大事故等時において，設計

基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使
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用する設計とする。酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，人力により容易に持ち

運びが可能な設計とするとともに，付属の操作スイッチにより，使用場所で操作

が可能な設計とする。 

可搬式エリア放射線モニタは，設計基準対象施設と兼用せず，他の系統と切り

替えることなく使用できる設計とする。可搬式エリア放射線モニタは，人力によ

り容易に持ち運びが可能な設計とするとともに，設置場所にて固定等が可能な設

計とする。可搬式エリア放射線モニタは，付属の操作スイッチにより，設置場所

で操作が可能な設計とする。 

緊急時対策所用発電機，可搬ケーブル，緊急時対策所 発電機接続プラグ盤及

びタンクローリは，設計基準対象施設と兼用せず，他の系統と切り替えることな

く使用できる設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，付属の操作スイッチ及び遠隔スイッチにより，設置

場所で使用するための操作が可能な設計とする。 

緊急時対策所 低圧母線盤は，遮断器を切替えることにより，給電の切替えが

可能な設計とする。 

可搬ケーブルは，人力による持ち運びが可能な設計とする。 

緊急時対策所用燃料地下タンクは，タンクローリへの燃料補給のための系統構

成を行う際に，設置場所での必要な手動操作が可能な設計とする。 

タンクローリは，付属の操作スイッチにより，設置場所で操作が可能な設計と

する。 

タンクローリは，車両として屋外のアクセスルートを通行してアクセス可能な

設計とするとともに，設置場所にて輪留め等による固定が可能な設計とする。 

 

3.18.1.1.7 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」に示す。 

緊急時対策所遮蔽は，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観の確認が可能な

設計とする。 

緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット及び緊

急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機

能・性能検査及び外観の確認が可能な設計とする。 

差圧計，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，機能・性能の確認（特性の確認）

及び校正が可能なように，標準器等による模擬入力ができる設計とする。 

可搬式エリア放射線モニタは，校正用線源による機能・性能の確認（特性の確

認）及び校正ができる設計とする。 

緊急時対策所用発電機，可搬ケーブル，緊急時対策所 発電機接続プラグ盤及

び緊急時対策所 低圧母線盤は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能

検査及び外観の確認が可能な設計とする。 

緊急時対策所用燃料地下タンクは，発電用原子炉の運転中又は停止中に漏えい

の有無の確認並びに停止中に内部の確認が可能な設計とする。また，発電用原子
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炉の停止中に内部確認が可能なよう，マンホールを設ける設計とする。 

タンクローリは，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観確認及び機能試験，

漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，分解又は取替えが可能な設計

とする。また，タンクローリは，車両として運転状態の確認及び外観の確認が可

能な設計とする。 
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第 3.18－1表 緊急時対策所（重大事故等時）の主要機器仕様 

(1) 緊急時対策所

個数 １ 

(2) 緊急時対策所遮蔽

厚さ mm 

材質 コンクリート

(3) 緊急時対策所空気浄化送風機

台数 １（予備２） 

容量 1,500m3／h／台

(4) 緊急時対策所空気浄化フィルタユニット

型式 横型 

基数 １（予備２） 

容量 1,500m3／h／基 

効率 単体除去効率 99.97％以上（0.15μm粒子）／ 

 95％以上（有機よう素）， 

99％以上（無機よう素） 

総合除去効率 99.99％以上（0.7μm粒子）／ 

99.75％以上（有機よう素）， 

99.99％以上（無機よう素） 

(5) 緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）

本数 454本（予備 86本） 

容量 50L／本 

充填圧力 約 20MPa 

(6) 差圧計

個数 １ 

(7) 酸素濃度計

個数 １（予備１） 

測定範囲 0.0～25.0vol％ 

(8) 二酸化炭素濃度計

個数 １（予備１） 

測定範囲 0～10,000ppm 

(9) 可搬式エリア放射線モニタ

種類 半導体 

計測範囲 0.001～999.9mSv／h 

個数 １（予備１） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(10) 緊急時対策所用発電機

機関 

個数 ２（予備２） 

使用燃料 軽油 

発電機 

個数 ２（予備２） 

種類 横軸回転界磁三相同期発電機 

容量 220kVA/台 

力率 0.8 

電圧 210V 

周波数 60Hz 

(11) タンクローリ

個数 １（予備１） 

容量 3.0m3／台 

(12) 緊急時対策所用燃料地下タンク

個数 １ 

容量 約 45m3 
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3.18 緊急時対策所【61条】 

【設置許可基準規則】 

（緊急時対策所） 

第六十一条 第三十四条の規定により設置される緊急時対策所は、重大事故等が

発生した場合においても当該重大事故等に対処するための適切な措置が講じ

られるよう、次に掲げるものでなければならない。 

一 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることがで

きるよう、適切な措置を講じたものであること。 

二 重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事故等に対処

するために必要な情報を把握できる設備を設けたものであること。 

三 発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を

行うために必要な設備を設けたものであること。 

２ 緊急時対策所は、重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容する 

ことができるものでなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項及び第２項の要件を満たす緊急時対策所とは、以下に掲げる措置又 

はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備を備えたものをい

う。 

ａ）基準地震動による地震力に対し、免震機能等により、緊急時対策所の機  

能を喪失しないようにするとともに、基準津波の影響を受けないこと。 

ｂ）緊急時対策所と原子炉制御室は共通要因により同時に機能喪失しないこと。 

ｃ）緊急時対策所は、代替交流電源からの給電を可能とすること。また、当該

代替電源設備を含めて緊急時対策所の電源設備は、多重性又は多様性を有す

ること。 

ｄ）緊急時対策所の居住性が確保されるように、適切な遮蔽設計及び換気設計

を行うこと。 

ｅ）緊急時対策所の居住性については、次の要件を満たすものであること。 

① 想定する放射性物質の放出量等は東京電力株式会社福島第一原子力発

電所事故と同等とすること。

② プルーム通過時等に特別な防護措置を講じる場合を除き、対策要員は緊

急時対策所内でのマスクの着用なしとして評価すること。

③ 交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備等を考慮してもよい。た

だし、その場合は、実施のための体制を整備すること。

④ 判断基準は、対策要員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えないこと。

ｆ）緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、緊急時対

策所への汚染の持ち込みを防止するため、モニタリング及び作業服の着替え等を行う

ための区画を設けること。 
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２ 第２項に規定する「重大事故等に対処するために必要な数の要員」とは、  

第１項第１号に規定する「重大事故等に対処するために必要な指示を行う要

員」に加え、少なくとも原子炉格納容器の破損等による工場等外への放射性物

質の拡散を抑制するための対策に対処するために必要な数の要員を含むもの

とする。 
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3.18 緊急時対策所 

3.18.1 設置許可基準規則第 61 条への適合方針 

島根原子力発電所の緊急時対策所を，敷地高さ EL50mの高台に設置する。 

 

緊急時対策所は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して機能喪失しない設計

とするとともに，基準津波を受けない方針とする。 

 

緊急時対策所は，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に加え，

原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制するた

めの対策に対処するために必要な数の要員を含め，重大事故等に対処するため

に必要な数の緊急時対策要員を収容することができる設計とする。 

 

また，重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備，発電所内

外との通信連絡設備，代替交流電源からの給電設備，居住性を確保するための

設備，汚染の持ち込みを防止するための設備を設置又は保管する設計とする。 

 

3.18.1.1 緊急時対策所の適合方針 

(1) 必要な情報を把握できる設備，発電所内外との通信連絡設備 (設置許可基準

規則の第 1 項の二，三) 

緊急時対策所には，重大事故等時においても，重大事故等に対処するため

に必要な指示ができるよう，必要な情報を把握できる設備として，以下の重

大事故等対処設備(情報の把握)を設ける設計とする。 

緊急時対策所には必要な情報を把握できる設備として，事故状態等の必要

な情報を把握するために必要なパラメータ等を収集し，緊急時対策所で表示

できるよう，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）を設置する設計とす

る。 

 

また，緊急時対策所には，重大事故等時において，発電所の内外の通信連

絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための設備として，以下の重大事

故等対処設備(通信連絡設備)を設ける設計とする。 

対策本部には，重大事故等時において，緊急時対策所から発電所内の必要

な通信連絡を行うことができる通信連絡設備(発電所内)として，無線通信設

備，衛星電話設備を設置又は保管する設計とする。 

対策本部には，重大事故等時において，発電所外の本社，国，自治体，そ

の他関係機関等の必要箇所と通信連絡ができる通信連絡設備(発電所外)と

して，衛星電話設備及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設

備等を設置する設計とする。 
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(2) 代替交流電源設備からの給電(設置許可基準規則解釈の第 1項 c)) 

全交流動力電源喪失時の重大事故等対処設備(可搬型代替交流電源設備)

として，緊急時対策所用発電機を設ける設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，１台で必要な負荷に給電可能な設計とする。ま

た，燃料給油時に運転を停止する必要があることから，１台追加配備し，２

台を１セットとすることにより，速やかに切り替えることができる設計とす

る。 

また，緊急時対策所用発電機は，屋外（第４保管エリア）に予備機２台を

配備し，多重性及び位置的分散を確保するとともに，故障時及び保守点検に

よる待機除外時のバックアップとして配備する設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，緊急時対策所用燃料地下タンクより，タンクロ

ーリを用いて，燃料を補給できる設計とする。 

緊急時対策所用燃料地下タンクからタンクローリへの軽油の補給は，ホー

スを用いる設計とする。 

なお，非常用交流電源設備であるロードセンタ復旧後は，緊急時対策所用

発電機から切り替えることができる設計とする。 

 

(3) 居住性を確保するための設備(設置許可基準規則解釈の第１項ｄ)，ｅ）） 

重大事故等が発生した場合においても，当該事故等に対処するために必 

要な対策要員がとどまることができるよう，緊急時対策所の居住性を確保す

るための設備として，以下の重大事故等対処設備(居住性の確保)を設ける設

計とする。 

 

緊急時対策所遮蔽は，重大事故等時において，緊急時対策要員の被ばく線

量を低減するために必要な遮蔽厚さを有する設計とする。 

緊急時対策所換気空調設備は，重大事故等時において，緊急時対策所内へ

の放射性物質の侵入を低減又は防止するため，緊急時対策所空気浄化送風機

及び緊急時対策所空気浄化フィルタユニット又は緊急時対策所正圧化装置

を用いて緊急時対策所内を正圧化する設計とする。なお，換気設計にあたっ

て気密性に対して十分な余裕を考慮した設計とする。 

緊急時対策所には差圧計を設置することで，緊急時対策所の緊急時対策所

空気浄化送風機及び緊急時対策所空気浄化フィルタユニット又は緊急時対

策所正圧化装置を使用する場合，外気と緊急時対策所との間が正圧化に必要

な差圧を確保できていることを把握できる設計とする。 

緊急時対策所換気空調設備は，緊急時対策所の気密性及び遮蔽の機能とあ

いまって，重大事故等に対処するために必要な居住性を有する設計とする。 

また，想定する放射性物質の放出量等を東京電力ホールディングス株式会

社福島第一原子力発電所事故と同等とし，かつ，緊急時対策所内でのマスク

の着用，交替要員体制，安定ヨウ素剤の服用及び仮設設備を考慮しない条件
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においても，緊急時対策所にとどまる緊急時対策要員の実効線量が事故後 7 

日間で 100mSv を超えない設計とする。 

緊急時対策所には，室内への希ガス等の放射性物質の侵入を低減又は防止

するための確実な判断ができるよう，緊急時対策所内外の放射線量を監視，

測定するために，可搬式エリア放射線モニタ及び可搬式モニタリング・ポス

トを保管する設計とする。 

 

(4) 汚染の持ち込みを防止するための設備(設置許可基準規則解釈の第１項ｆ）） 

重大事故等時，緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような 

状況下において，緊急時対策要員が緊急時対策所の外側から緊急時対策所内

に放射性物質による汚染を持ち込むことを防止するため，身体サーベイ及び

作業服の着替え等を行うための区画を設置する設計とする。 

 

また，緊急時対策所においては，炉心の著しい損傷が発生した場合におい

ても緊急時対策要員がとどまるための自主対策設備として，以下を整備する。 

 

(5) 通信連絡設備（自主対策設備） 

緊急時対策所においては，炉心の著しい損傷が発生した場合においても 

発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行

うための自主対策設備として，所内通信連絡設備（警報装置を含む。），電

力保安通信用電話設備，局線加入電話設備，テレビ会議システム，専用電話

設備，衛星電話設備（社内向）を整備する。 
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3.18.2 重大事故等対処設備 

3.18.2.1 必要な情報を把握できる設備，発電所内外との通信連絡設備 

3.18.2.1.1 設備概要 

緊急時対策所には，重大事故等時において重大事故等に対処するために必要

な指示ができるよう，必要な情報を把握できる設備として，以下の重大事故等

対処設備（情報の把握）を設ける設計とする。 

緊急時対策所の必要な情報を把握できる設備として，事故状態等の必要な情

報を把握するために必要なパラメータ等を収集し，緊急時対策所で表示できる

よう，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）を設置する設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）については，全交流動力電源喪失

時においても，可搬型代替交流電源設備である緊急時対策所用発電機から給電

できる設計とする。 

 

また，緊急時対策所には，重大事故等時において，発電所の内外の通信連絡

をする必要のある場所と通信連絡を行うための設備として，以下の重大事故等

対処設備（通信連絡）を設ける設計とする。 

緊急時対策所には，重大事故等時において，緊急時対策所から発電所内の必

要な通信連絡を行うことができる設備として，通信連絡設備（発電所内）の無

線通信設備，衛星電話設備を設置又は保管する設計とする。 

緊急時対策所には，重大事故等時において，発電所外の本社，国，自治体，

その他関係機関等の必要箇所と通信連絡ができるよう通信連絡設備（発電所

外）として，衛星電話設備及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連

絡設備を設置する設計とする。 

 

緊急時対策所における必要な情報を把握できる設備及び通信連絡設備の概

略系統図を第 3.18－1図に，重大事故等対処設備一覧を第 3.18－1 表に示す。 
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第 3.18－1表 緊急時対策所における必要な情報を把握できる設備及び 

通信連絡設備に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

①安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）【常設】 

②無線通信設備（固定型）【常設】 

③無線通信設備（携帯型）【可搬型】 

④衛星電話設備（固定型）【常設】 

⑤衛星電話設備（携帯型）【可搬型】 

⑥統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備【常設】 

附属設備 － 

水源 － 

流路（伝送路） 

無線通信装置【常設】① 

無線通信設備（屋外アンテナ）【常設】② 

衛星電話設備（屋外アンテナ）【常設】④ 

衛星通信装置【常設】⑥ 

有線（建物内）（無線通信設備（固定型），衛星電話設備（固定

型）に係るもの）【常設】②④ 

有線（建物内）（安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）に係

るもの）【常設】① 

有線（建物内）（統合原子力防災ネットワークに接続する通信連

絡設備に係るもの）【常設】 

注水先 － 

電源設備※ 

（燃料補給設

備を含む） 

緊急時対策所用発電機【可搬型】①～⑥ 

可搬ケーブル【可搬型】①～⑥ 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤【常設】①～⑥ 

緊急時対策所 低圧母線盤【常設】①～⑥ 

緊急時対策所用燃料地下タンク【常設】①～⑥ 

タンクローリ【可搬型】①～⑥ 

計装設備 － 

※：単線結線図を補足説明資料 61-2に示す。 

電源設備のうち，緊急時対策所用発電機，緊急時対策所 発電機接続プラグ

盤，緊急時対策所 低圧母線盤，緊急時対策所用燃料地下タンク及びタンク

ローリについては「3.18.2.2 代替交流電源設備からの給電」で示す。 
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3.18.2.1.2 主要設備の仕様 

(1) 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等時） 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

・通信連絡設備（重大事故等時） 

設備名  ：ＳＰＤＳデータ収集サーバ 

使用回線 ：有線系回線，無線系回線 

個数   ：１式 

取付箇所 ：廃棄物処理建物地上１階 

 

設備名  ：ＳＰＤＳ伝送サーバ 

使用回線 ：有線系回線，無線系回線，衛星系回線 

個数   ：１式 

取付箇所 ：緊急時対策所（通信・電気室） 

 

設備名  ：ＳＰＤＳデータ表示装置 

個数   ：１式 

取付箇所 ：緊急時対策所（緊急時対策本部） 

 

(2) 無線通信設備 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・中央制御室（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

・通信連絡設備（重大事故等時） 

設備名  ：無線通信設備（固定型） 

使用回線 ：無線系回線 

個数   ：１式 

取付箇所 ：緊急時対策所（緊急時対策本部） 

 

設備名  ：無線通信設備（携帯型） 

使用回線 ：無線系回線 

個数   ：１式 

使用場所 ：屋外 

保管場所 ：緊急時対策所（緊急時対策本部） 

 

添3.18-9

140



 

(3) 衛星電話設備 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・中央制御室（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

・通信連絡設備（重大事故等時） 

設備名  ：衛星電話設備（固定型） 

使用回線 ：衛星系回線 

個 数  ：１式 

取付箇所 ：緊急時対策所（緊急時対策本部） 

 

設備名  ：衛星電話設備（携帯型） 

使用回線 ：衛星系回線 

個 数  ：１式 

使用場所 ：屋外 

保管場所 ：緊急時対策所（緊急時対策本部） 

 

(4) 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

・通信連絡設備（重大事故等時） 

設備名  ：テレビ会議システム 

使用回線 ：有線系回線，衛星系回線 

個 数  ：１式 

取付箇所 ：緊急時対策所（緊急時対策本部） 

 

設備名  ：ＩＰ－電話機 

使用回線 ：有線系回線，衛星系回線 

個 数  ：１式 

取付箇所 ：緊急時対策所（緊急時対策本部） 

 

設備名  ：ＩＰ－ＦＡＸ 

使用回線 ：有線系回線，衛星系回線 

個 数  ：１式 

取付箇所 ：緊急時対策所（緊急時対策本部） 
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3.18.2.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合状況 

（常設並びに可搬型重大事故等対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

 

緊急時対策所における安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）及び通信連

絡設備の適合性については「3.19 通信連絡を行うために必要な設備（設置許

可基準規則第 62条に対する設計方針を示す章）」にて示す。 
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3.18.2.2 代替交流電源設備からの給電 

3.18.2.2.1 設備概要 

全交流動力電源喪失時の重大事故等対処設備として，緊急時対策所用可搬型

電源設備を設ける設計とする。 

緊急時対策所用代替交流電源設備の電気系統は，「緊急時対策所用発電機」，

電路を構成する「緊急時対策所 発電機接続プラグ盤」，給電先である「緊急

時対策所 低圧母線盤」，緊急時対策所用発電機を接続する「可搬ケーブル」

で構成する。 

また，緊急時対策所用発電機が使用不能の場合，屋外（第４保管エリア）に

配備する予備機を屋外（緊急時対策所北側）へ移動させ，可搬ケーブルにより，

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤に接続し，緊急時対策所 低圧母線盤へ給

電できる設計とする。 

緊急時対策所用発電機の燃料系統は，緊急時対策所用発電機の内蔵燃料タン

ク，燃料を保管する「緊急時対策所用燃料地下タンク」，及び緊急時対策所用

燃料地下タンクから緊急時対策所用発電機まで燃料を運搬する「タンクロー

リ」で構成する設計とする。 

本系統に属する重大事故等対処設備を第 3.18－2表に，緊急時対策所の代替

交流電源設備系統図を第 3.18－2，3図に示す。 

緊急時対策所用発電機は，１台で緊急時対策所に給電するために必要な容量

を有するものを，１台故障による機能喪失を防止するため及び燃料給油のため

に停止する際にも給電を継続するため，２台を１セットとして配備する設計と

する。 

また，予備機を屋外（第４保管エリア）に２台１セットを故障時のバックア

ップ及び保守点検による待機除外時のバックアップとして配備する設計とす

ることで，多重性を有する設計とする。 

緊急時対策所用発電機は内蔵燃料タンク（990L）を有しており，必要負荷に

対して 42時間以上連続給電が可能であり，18時間毎に待機予備に切り替えて

運転を行う設計とする。また，プルーム通過前に予め給油を行うことにより，

プルーム通過中に給油を必要としない設計とする。 

なお，緊急時対策所用発電機が停止した場合，待機しているもう一方の緊急

時対策所用発電機に切り替え操作を実施することにより，速やかに給電を再開

させて 18時間以上給電可能な設計とする。  

本系統は，緊急時対策所立ち上げ時に，緊急時対策所用発電機をあらかじめ

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤に接続し使用する設計とする。全交流動力

電源喪失時には緊急時対策所用発電機を操作ボタンにより起動することで必

要な負荷へ給電することができる。 

また，緊急時対策所用発電機の運転中は，燃料をもう一方の緊急時対策所用

発電機に燃料を給油することで運転を継続する設計とする。 

代替交流電源設備からの給電に対する多重性又は多様性については，
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3.18.2.2.3 項に詳細を示す。 
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第 3.18－2表 緊急時対策所用代替交流電源設備の重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

緊急時対策所用発電機【可搬型】 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤【常設】 

緊急時対策所 低圧母線盤【常設】 

可搬ケーブル【可搬型】 

緊急時対策所用燃料地下タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

附属設備 － 

燃料源 
燃料補給設備 

緊急時対策所用燃料地下タンク【常設】 

流路 ホース【可搬型】 

燃料供給先 緊急時対策所用発電機【可搬型】 

交流電路 
緊急時対策所用発電機【可搬型】～緊急時対策所 低圧母線盤

【常設】 

直流電路 － 
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第 3.18－2図 緊急時対策所用代替交流電源設備系統図（電気系統） 

添3.18-15

146



 

 

 

第 3.18－3図 緊急時対策所用代替交流電源設備系統図（燃料系統） 
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3.18.2.2.2 主要設備の仕様 

主要設備の仕様を以下に示す。 

(1) 緊急時対策所用発電機 

機関 

個数    ：２（予備２） 

使用燃料  ：軽油 

発電機 

個数    ：２（予備２） 

種類    ：横軸回転界磁三相同期発電機 

容量    ：約 220kVA/台 

力率    ：0.8 

電圧    ：210V 

周波数   ：60Hz 

使用場所  ：屋外（緊急時対策所北側） 

保管場所  ：屋外（緊急時対策所北側）（２台） 

屋外（第４保管エリア）（２台） 

 

(2) 緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 

個数    ：１ 

定格電流  ：約 1200A 

取付箇所  ：屋外（緊急時対策所北側） 

 

(3) 緊急時対策所 低圧母線盤 

電圧    ：210V 

定格電流  ：約 800A 

個数    ：１ 

取付箇所  ：緊急時対策所（通信・電気室） 

 

(4) 可搬ケーブル 

個数    ：２（予備２） 

種類    ：600V 難燃性架橋ポリエチレン絶縁難燃性特殊耐熱ビニル

シース電力ケーブル 

サイズ   ：100mm2 

全長    ：約 120m 

使用場所  ：屋外（緊急時対策所北側） 

保管場所  ：屋外（緊急時対策所南側） 
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(5) 緊急時対策所用燃料地下タンク 

    種類    ：漏れ防止構造の地下タンク貯蔵所 

容量    ：約 45m3/基 

最高使用圧力：静水頭 

最高使用温度：40℃ 

個数    ：１ 

取付箇所  ：屋外（緊急時対策所南西側） 

 

(6) タンクローリ 

容量    ：約 3.0m3/台 

最高使用圧力：24kPa[gage] 

最高使用温度：40℃ 

個数    ：１（予備１） 

設置場所  ：屋外（緊急時対策所南西側，緊急時対策所北側） 

保管箇所  ：屋外（第１保管エリア及び第４保管エリア） 
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3.18.2.2.3 緊急時対策所の電源設備の多重性又は多様性について 

緊急時対策所の電源設備は，非常用所内電源設備からの給電が可能な設計 

とするとともに，全交流動力電源喪失時に緊急時対策所の代替交流電源設備で

ある緊急時対策所用発電機からの給電が可能な設計とする。 

緊急時対策所用発電機が使用不能の場合,屋外（第４保管エリア）に配備し

た緊急時対策所用発電機から緊急時対策所 低圧母線盤へ給電できるよう，多

重性を確保した設計とする。 

上記電源設備は，保管場所から屋外（緊急時対策所北側）へ移動させ，可搬

ケーブルにより，緊急時対策所 発電機接続プラグ盤へ接続し，緊急時対策所 

低圧母線盤へ給電できる設計とする。 

緊急時対策所用発電機から緊急時対策所 発電機接続プラグ盤へ給電する

ための可搬ケーブルを用いた電路は，独立した電路で系統構成することにより

多重性を確保する設計とする。 

 

緊急時対策所の電源設備の多重性又は多様性を第 3.18－3表 に示す。 

 

第 3.18‐3表 緊急時対策所の電源設備の多重性又は多様性 

 可搬型重大事故等対処設備 可搬型重大事故等対処設備 

電源 
緊急時対策所用発電機 

（屋外（緊急時対策所北側）） 

緊急時対策所用発電機 

（屋外（第４保管エリア）から屋

外（緊急時対策所北側）へ移動） 

電路 
緊急時対策所用発電機～緊急時

対策所 低圧母線盤 

緊急時対策所用発電機～緊急時

対策所 低圧母線盤 

給電先 緊急時対策所 低圧母線盤 緊急時対策所 低圧母線盤 

電源の 

冷却方式 
空冷式 空冷式 

燃料源 

緊急時対策所用燃料地下タンク 

＜屋外（緊急時対策所南西側）＞ 

緊急時対策所用発電機内蔵燃料 

＜屋外（緊急時対策所北側）＞ 

緊急時対策所用燃料地下タンク 

＜屋外（緊急時対策所南西側）＞ 

内蔵燃料タンク 

＜屋外（緊急時対策所北側）＞ 

燃料流路 

タンクローリ 

＜屋外（第１保管エリア）から屋

外（緊急時対策所南西側，緊急時

対策所北側）へ移動＞ 

タンクローリ 

＜屋外（第１保管エリア）から屋

外（緊急時対策所南西側，緊急時

対策所北側）へ移動＞ 
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3.18.2.2.4 設置許可基準規則第 43条への適合状況 

3.18.2.2.4.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

 

(1) 環境条件および荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一） 

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その 

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発

揮するものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

ａ）緊急時対策所用発電機，緊急時対策所 発電機接続プラグ盤，可搬ケー

ブル，タンクローリ 

緊急時対策所用発電機，緊急時対策所 発電機接続プラグ盤，可搬ケー

ブル及びタンクローリは，屋外に設置する設備であることから，その機能

を期待される重大事故等が発生した場合における，屋外の環境条件及び荷

重条件を考慮し，以下の第 3.18－4表に示す設計とする。 

（61-3） 

 

第 3.18－4表 緊急時対策所用発電機，緊急時対策所 発電機接続プラグ盤， 

可搬ケーブル，タンクローリの想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿

度・放射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線強度に耐えられ

る性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候によ

る影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及

び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する

系統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 
適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しない

ことを確認し，治具や輪留め等により転倒防止対策を行う。 

風（台風）・積雪 
屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しないことを

応力評価により確認する。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能

が損なわれない設計とする。 
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ｂ）緊急時対策所 低圧母線盤 

緊急時対策所 低圧母線盤は，緊急時対策所内に設置する設備であるこ

とから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合における，緊急

時対策所の環境条件を考慮し，以下の第 3.18－5表に示す設計とする。 

（61-3） 

 

第 3.18－5表 緊急時対策所 低圧母線盤の想定する 

環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

緊急時対策所内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

強度に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す） 

風（台風）・積雪 
緊急時対策所内に設置するため，風（台風）及び積雪の影

響は受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 

 

ｃ）緊急時対策所用燃料地下タンク 

緊急時対策所用燃料地下タンクは，緊急時対策所近傍の屋外地下に設置

する設備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場

合における，環境条件を考慮し，以下の第 3.18－6 表に示す設計とする。 

（61-3） 
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第 3.18－6表 緊急時対策所用燃料地下タンクの想定する 

環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

屋外地下で想定される温度，圧力，湿度及び放射線強度に

耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受け

ない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷しな

いことを確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す） 

風（台風）・積雪 
屋外地下に設置するため，風（台風）及び積雪の影響は受

けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその

機能が損なわれない設計とする。 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本設計方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

緊急時対策所用の代替交流電源設備で，操作が必要な緊急時対策所用燃料

地下タンク，タンクローリ付ポンプ，緊急時対策所用発電機，緊急時対策所 

発電機接続プラグ盤，緊急時対策所 低圧母線盤の各遮断器及び可搬ケーブ

ルについては，現場で容易に操作可能な設計とする。第 3.18－7～9 表に操

作対象機器の操作場所を示す。 

（61-3） 
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第 3.18－7表 緊急時対策所用燃料地下タンク～緊急時対策所用発電機 

流路の操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

緊急時対策所用燃

料地下タンクマン

ホール 

閉→開 

屋外（緊急時対策所南西側緊急

時対策所用燃料地下タンク設

置エリア） 

手動操作 

タンクローリ付ポ

ンプ 
停止→運転 

屋外（緊急時対策所南西側緊急

時対策所用燃料地下タンク設

置エリア） 

スイッチ

操作 

タンクローリ付ポ

ンプ 
停止→運転 

屋外（緊急時対策所北側緊急時

対策所用発電機設置エリア） 

スイッチ

操作 

 

第 3.18－8表 緊急時対策所用発電機～緊急時対策所 低圧母線盤電路の

操作対象機器リスト 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

緊急時対策所用発電機 停止→運転 

屋外 

（緊急時対策所北側） 

緊急時対策所 

（通信・電気室） 

ボタン 

操作 

緊急時対策所 発電機接続プ

ラグ盤 

未接続 

→接続 

屋外 

（緊急時対策所北側） 

コネクタ 

接続操作 

緊急時対策所 発電機接続プ

ラグ盤 
切→入 

屋外 

（緊急時対策所北側） 

遮断器 

操作 

緊急時対策所 低圧母線盤 

（非常用所内電源設備側） 
入→切 

緊急時対策所 

（通信・電気室） 

遮断器 

操作 

緊急時対策所 低圧母線盤 

（緊急時対策所用発電機側） 
切→入 

緊急時対策所 

（通信・電気室） 

遮断器 

操作 

 

第 3.18－9表 可搬ケーブルの操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

可搬ケーブル 未接続→接続 屋外（緊急時対策所南側） コネクタ 

接続操作 

 

 

以下に，緊急時対策所の代替交流電源設備を構成する主要設備の操作性を示

す。 
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ａ）緊急時対策所用発電機 

緊急時対策所用可搬型電源設備である緊急時対策所用発電機は，屋外

（緊急時対策所北側）に配備する設計とする。また，緊急時対策所用発電

機が使用不能な場合，屋外（第４保管エリア）に配備する予備の緊急時対

策所用発電機を屋外（緊急時対策所北側）へ移動させ使用可能な設計とす

る。 

緊急時対策所用発電機付属の現場操作パネルは，誤操作防止のために名

称を明記することで操作者の操作，監視性を考慮しており，かつ十分な操

作空間を確保し，容易に操作可能な設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，起動停止によって運転号機を切り替えること

により，給電の切替えが可能な設計とする。 

（61-3） 

 

ｂ）緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，現場盤での配線用遮断器の手動

操作のため確実な操作が可能な設計とする。 

また，緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，十分な操作空間を確保し，

容易に操作可能な設計とする。 

（61-3） 

 

ｃ）可搬ケーブル 

可搬ケーブルは，緊急時対策所用発電機及び緊急時対策所 発電機接続

プラグ盤でのコネクタによる手動接続操作により，確実な操作が可能な設

計とする。また，可搬ケーブルは，十分な操作空間を確保し，容易に操作

可能な設計とする。 

（61-3） 

 

ｄ）緊急時対策所用燃料地下タンク 

緊急時対策所用燃料地下タンクは，屋外の設置場所において，手動操作

で燃料補給用のマンホールを開閉することが可能な設計とする。 

（61-3） 

 

ｅ）タンクローリ 

タンクローリには，付属の操作スイッチによる操作で起動する設計とす

る。タンクローリは，付属の操作スイッチを操作するにあたり，操作者の

アクセス性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，それぞれの操作

対象については銘板をつけることで識別可能とし，操作者の操作・監視性

を考慮して確実に操作できる設計とする。 

タンクローリは，接続口まで屋外のアクセスルートを通行してアクセス
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可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留め等による固定が可能な設

計とする。 

（61-3） 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

（ⅰ）要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験

又は検査ができるものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

ａ）緊急時対策所用発電機 

緊急時対策所用発電機は，第 3.18－10 表に示すように発電用原子炉の

運転中又は停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設計とする。 

緊急時対策所用発電機の運転状態の確認として，発電機電圧，電流，周

波数を確認可能な設計とし，模擬負荷を接続することにより出力性能の確

認を行う設計とする。 

緊急時対策所用発電機の外観検査として，目視により性能に影響を及ぼ

すおそれある傷，割れ等がないことの確認を行う。また，緊急時対策所用

発電機及び緊急時対策所用発電機に接続される可搬ケーブルの絶縁抵抗

の測定が可能な設計とする。 

（61-5） 

 

第 3.18－10表 緊急時対策所用発電機の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試験 

模擬負荷による緊急時対策所用発電機の

出力性能（発電機電圧，電流，周波数）の

確認 

緊急時対策所用発電機の運転状態の確認 

緊急時対策所用発電機の絶縁抵抗の測定 

ケーブルの絶縁抵抗の測定 

外観確認 緊急時対策所用発電機の外観の確認 

 

ｂ）緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，第 3.18－11 表に示すように発

電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設

計とする。 

機能・性能試験として，絶縁抵抗の測定が可能な設計とする。 
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外観検査として，目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷，割れ

等がないことの確認が可能な設計とする。 

 

第 3.18－11表 緊急時対策所 発電機接続プラグ盤の試験及び検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停止中 

機能・性能試験 絶縁抵抗の測定 

外観確認 
外観の確認 

盤内部状態の確認 

 

ｃ）緊急時対策所 低圧母線盤 

緊急時対策所 低圧母線盤は，第 3.18－12 表に示すように発電用原子

炉の運転中又は停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設計とする。 

機能・性能試験として絶縁抵抗の測定，受電状態の確認が可能な設計と

する。 

外観検査として，目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷，割れ

等がないことの確認が可能な設計とする。 

（61-5） 

 

 

第 3.18－12表 緊急時対策所 低圧母線盤の試験及び検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試験 
絶縁抵抗の測定 

受電状態の確認 

外観確認 
外観の確認 

盤内部状態の確認 

 

ｄ）可搬ケーブル 

可搬ケーブルは，第 3.18－13 表に示すように発電用原子炉の運転中又

は停止中に機能・性能試験及び外観検査が可能な設計とする。 

機能・性能試験として絶縁抵抗の測定が可能な設計とする。 

（61-5） 

 

第 3.18－13表 可搬ケーブルの試験及び検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は 

停止中 

機能・性能試験 絶縁抵抗の測定 

外観確認 外観の確認 
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ｅ）緊急時対策所用燃料地下タンク 

緊急時対策所用燃料地下タンクは，第 3.18－14 表に示すように発電用

原子炉の運転中又は停止中に漏えいの有無の確認並びに停止中に内部の

確認が可能な設計とする。また，発電用原子炉の停止中に内部確認が可能

なよう，マンホールを設ける設計とする。 

緊急時対策所用燃料地下タンク内面の確認として，目視により性能に影

響を及ぼすおそれのある損傷及び腐食等がないことが確認可能な設計と

する。具体的にはタンク上部のマンホールが開放可能であり，内面の点検

が可能な設計とする。 

緊急時対策所用燃料地下タンクの漏えい試験が実施可能な設計とする。

具体的には漏えい試験が可能な隔離弁を設ける設計とする。 

緊急時対策所用燃料地下タンクの油面レベルの確認が可能となるよう

に計器を設ける設計とする。 

（61-5） 

 

第 3.18－14表 緊急時対策所用燃料地下タンクの試験及び検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中 

又は 

停止中 

外観確認 

緊急時対策所用燃料地下タンクの油面レ

ベルの確認 

漏えいの有無の確認 

停止中 

開放点検 
緊急時対策所用燃料地下タンク内面の状

態を目視等により確認 

漏えい試験 

緊急時対策所用燃料地下タンクの油面レ

ベルの確認 

漏えいの有無の確認 

 

ｆ）タンクローリ 

タンクローリは，第 3.18－15 表に示すように発電用原子炉の運転中又

は停止中に外観確認及び機能・性能の確認が可能な設計とする。 

タンクローリは，油量，漏えいの確認が可能なように検尺口を設け，か

つ，内部の確認が可能なようにマンホールを設ける設計とする。さらに，

タンクローリは，車両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計

とする。タンクローリ付ポンプは，通常系統にて機能・性能確認が出来る

設計とし，分解が可能な設計とする。 

ホースは，外観確認として機能・性能に影響を及ぼすおそれのある亀裂，

腐食等がないことの確認を行うことが可能な設計とする。 

（61-5） 
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第 3.18－15表 タンクローリの試験及び検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は 

停止中 

外観確認 

タンク，ホース外観の確認及びタンク内面

の状態を目視により確認 

漏えいの有無の確認 

機能・性能試

験 
タンクの漏えい確認 

車両検査 タンクローリの車両としての運転状態の

確認 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

（ⅰ）要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備え

るものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

緊急時対策所用発電機，緊急時対策所用燃料地下タンク及びタンクローリ

は，本来の用途以外の用途には使用しない。なお，緊急時対策所用発電機の

操作の対象機器は「(2)操作性」の第 3.18－7～9表と同様である。 

緊急時対策所用発電機から緊急時対策所 低圧母線盤に電源供給する系

統において，非常用交流電源設備から緊急時対策所用発電機へ切り替えるた

めに必要な電源系統の操作は，非常用交流電源設備の隔離及び緊急時対策所

用発電機の接続として，緊急時対策所 低圧母線盤に遮断器を設けることに

より速やかな切替えが可能な設計とする。 

緊急時対策所用発電機による給電手順のタイムチャートを第3.18－4図に

示す。 

（61-3） 
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第 3.18－4図 緊急時対策所用発電機準備及び起動のタイムチャート＊ 

 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適

合状況について（個別手順）の 1.18で示すタイムチャート 

 

緊急時対策所用発電機（屋外（緊急時対策所北側）配備）から屋外（第

４保管エリア）に配備する緊急時対策所用発電機へ切り替えるために必要

な電気系統の操作は，緊急時対策所用発電機の隔離，及び緊急時対策所用

発電機（屋外（第４保管エリア）から屋外（緊急時対策所北側）への移動，

可搬ケーブルの接続）の接続として，緊急時対策所 発電機接続プラグ盤

に遮断器を設けることにより速やかな切り替えが可能な設計とする。 

緊急時対策所用発電機（屋外（緊急時対策所北側）配備）から屋外（第

４保管エリア）に配備する緊急時対策所用発電機へ切り替え手順のタイム

チャートを第 3.18－5図に示す。 

（61-3） 

 

 

第 3.18－5図 緊急時対策所用発電機の切り替えタイムチャート＊ 
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＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適

合状況について（個別手順）の 1.18で示すタイムチャート 

 

燃料補給設備のタンクローリ及び緊急時対策所用燃料地下タンクは， 

本来の用途以外の用途には使用しない。 

これにより第 3.18－6図で示すタイムチャートのとおり燃料補給が可能

である。 

 

 

第 3.18－6図 燃料補給のタイムチャート＊ 

 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適

合状況について（個別手順）の 1.18で示すタイムチャート 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

（ⅰ）要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

緊急時対策所用発電機及び可搬ケーブルは，第3.18－16表に示すように，

通常時は接続先の系統と分離し，また緊急時対策所 発電機接続プラグ盤で

切離すことにより非常用交流電源設備と切り離す系統構成としており，非常

用交流電源設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，車両に搭載すること等で転倒防止措置等を図る

ことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬ケーブルは，固縛等により他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料補給設備のタンクローリは，通常時は接続先の系統と分離して保管す

ることで，他の設備に悪影響を及ぼさない運用とする。 

タンクローリは，輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

タンクローリは，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす
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る。  

燃料補給設備の緊急時対策所用燃料地下タンクは，非常用交流電源設備と

隔離した系統構成にすることにより，非常用交流電源設備に対して悪影響を

及ぼさない設計とする。 

（61-3） 

 

第 3.18－16表 他系統との隔離 

取合系統 系統隔離 駆動方式 動作 

非常用交流電

源設備 

緊急時対策所 発電機接続プラ

グ盤（屋外（緊急時対策所北側）） 
手動 通常時切り離し 

非常用交流電

源設備 

緊急時対策所用燃料地下タンク

マンホール（屋外（緊急時対策所

南西側）） 

手動 閉止 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少な

い設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

緊急時対策所用発電機及び可搬ケーブルの系統構成に操作が必要な機器

の設置場所，操作場所を第 3.18－17表に示す。 

緊急時対策所用発電機，可搬ケーブル，緊急時対策所 発電機接続プラグ

盤及びタンクローリは屋外に設置し重大事故等における環境条件を考慮し

た設計とする。緊急時対策所 低圧母線盤は緊急時対策所の屋内に設置し，

重大事故等における環境条件を考慮した設計とする。緊急時対策所用燃料地

下タンクは屋外地下に設置し重大事故等における環境条件を考慮した設計

とする。 

（61-3） 
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第 3.18－17表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

緊急時対策所用 

発電機 

屋外（緊急時対策所北

側） 

屋外（緊急時対策所北側） 

緊急時対策所（通信・電気室） 

可搬ケーブル 
屋外（緊急時対策所南

側） 
屋外（緊急時対策所北側） 

緊急時対策所用燃料地

下タンク 

屋外（緊急時対策所南

西側） 
屋外（緊急時対策所南西側） 

タンクローリ 

屋外（緊急時対策所北

側） 
屋外（緊急時対策所北側） 

屋外（緊急時対策所南

西側） 
屋外（緊急時対策所南西側） 

緊急時対策所 発電機

接続プラグ盤 

屋外（緊急時対策所北

側） 
屋外（緊急時対策所北側） 

緊急時対策所 低圧母

線盤 

緊急時対策所（通信・

電気室） 
緊急時対策所（通信・電気室） 
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3.18.2.2.4.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合状況 

 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項一） 

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

ａ）緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，全交流動力電源喪失時の重大事

故等対処設備（電源の確保）として，緊急時対策所換気空調設備，照明設

備（コンセント負荷含む），必要な情報を把握できる設備，通信連絡設備

及び放射線管理設備の電源に必要な電流容量約 353A に余裕を考慮し母線

定格電流約 1200Aを有する設計とする。 

（61-6） 

 

ｂ）緊急時対策所 低圧母線盤 

緊急時対策所 低圧母線盤は，全交流動力電源喪失時の重大事故等対処

設備（電源の確保）として，緊急時対策所換気空調設備，照明設備（コン

セント負荷含む），必要な情報を把握できる設備，通信連絡設備及び放射

線管理設備の電源に必要な電流容量約 353A に余裕を考慮し母線定格電流

約 800Aを有する設計とする。 

（61-6） 

 

ｃ）緊急時対策所用燃料地下タンク 

緊急時対策所用燃料地下タンクは，緊急時対策所用発電機が定格出力に

て 7 日間連続運転する場合に必要となる燃料量約 3.6m3を上回る，容量約

45m3を有する設計とする。 

（61-6） 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第２項二） 

（ⅰ）要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，二

以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子

炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子

炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 
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（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤，緊急時対策所 低圧母線盤及び緊急

時対策所用燃料地下タンクは，二以上の発電用原子炉施設において共用する

ものでないことから対象外とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43条第２項三） 

（ⅰ）要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安全

機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じた

ものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤及び緊急時対策所 低圧母線盤は，共

通要因によって，設計基準対象施設の安全機能と同時に機能が損なわれるお

それが無いよう，設計基準対象施設である非常用交流電源設備と緊急時対策

所用発電機とは緊急時対策所 発電機接続プラグ盤及び緊急時対策所 低

圧母線盤の遮断器にて電気的分離を図る設計とする。 

燃料補給設備の緊急時対策所用燃料地下タンクは，原子炉建物及びタービ

ン建物近傍のディーゼル燃料貯蔵タンクから離れた場所に設置することで，

ディーゼル燃料貯蔵タンクと共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，位置的分散を図る設計とする。 

非常用交流電源設備と緊急時対策所用発電機の多様性等状況は第 3.18－

18表のとおりである。 

（61-2） 
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第 3.18－18表 電源設備の多重性又は多様性，位置的分散 

 設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

電源 

非常用所内電源設備（非常用ディー

ゼル発電機） 

＜原子炉建物付属棟（地下２階）＞ 

緊急時対策所用発電機 

＜屋外（緊急時対策所北側）＞ 

電路 
非常用所内電源設備～緊急時対策

所 低圧母線盤 

緊急時対策所用発電機～緊急時対

策所 低圧母線盤 

給電先 緊急時対策所 低圧母線盤 緊急時対策所 低圧母線盤 

電源の 

冷却方式 

水冷式 空冷式 

燃料源 

ディーゼル燃料貯蔵タンク 

＜屋外（＜原子炉建物南側及びター

ビン建物西側ディーゼル燃料貯蔵

タンク設置場所）＞ 

ディーゼル燃料デイタンク  

＜原子炉建物付属棟（地下１階）＞ 

緊急時対策所用燃料地下タンク 

＜屋外（緊急時対策所南西側）＞ 

内蔵燃料タンク 

＜屋外（緊急時対策所北側）＞ 

燃料流路 

ディーゼル燃料移送ポンプ 

＜屋外（原子炉建物南側及びタービ

ン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タ

ンク設置場所）＞ 

タンクローリ 

＜屋外（緊急時対策所北側）＞ 
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3.18.2.2.4.3 設置許可基準規則第 43条第３項への適合状況 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第３項一） 

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容量

を有するものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

ａ）緊急時対策所用発電機 

緊急時対策所用発電機は，全交流動力電源喪失時の重大事故等対処設備

（電源の確保）として，緊急時対策所換気空調設備，照明設備（コンセン

ト負荷含む），必要な情報を把握できる設備，通信連絡設備及び放射線管

理設備の電源に必要な容量約 74kVA に余裕を考慮し 220kVA １台により給

電可能な設計とする。 

また，緊急時対策所用発電機は２台を１セットとすることにより，燃料

給油時に緊急時対策所用発電機を速やかに切替えることができる設計と

する。 

緊急時対策所用発電機は，屋外（緊急時対策所北側）に２台１セット，

屋外（第４保管エリア）に多重性，故障時の保守点検による待機除外時の

バックアップとしてさらに２台配備し，通常２台と予備２台を配備する設

計とする。 

（61-6） 

 

ｂ）タンクローリ 

燃料補給設備のタンクローリは，想定される重大事故等時において，そ

の機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備に，燃料を補給できる

容量を有する設計とする。 

容量としては重大事故等時において，その機能を発揮することを要求さ

れる緊急時対策所用発電機の連続運転が可能な燃料量について，緊急時対

策所用発電機に供給できる容量を有するものを 1 台使用する。保有数は 1

台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用とし

て 1台の合計 2台を分散して保管する。 

（61-6） 

 

(2) 確実な接続（設置許可基準規則第 43条第３項二） 

（ⅰ）要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原

子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続す
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るものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，か

つ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう，

接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

緊急時対策所用発電機，緊急時対策所 発電機接続プラグ盤及び緊急時対

策所用発電機と可搬ケーブルとは，コネクタ接続とすること，及び接続状態

を目視で確認できることから，確実な接続が可能な設計とする。 

なお，屋外（緊急時対策所北側）に配備する緊急時対策所用発電機から緊

急時対策所 発電機接続プラグ盤へ接続する可搬ケーブルについては，必要

時に敷設する設計とする。 

燃料補給設備のタンクローリのホースは，緊急時対策所用燃料地下タンク

のマンホール開放時の開口部への挿入及び燃料の抜き取りが可能な設計と

する。タンクローリのホースは緊急時対策所用燃料地下タンクと接続しない

ことから，接続対象機器の対象外とする。 

第 3.18－19表に対象機器の接続場所を示す。 
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第 3.18－19表 接続対象機器設置場所 

接続元機器名称 接続先機器名称 接続場所 接続方法 

緊急時対策所用 

発電機 
可搬ケーブル 

屋外 

（緊急時対策所北側） 
コネクタ接続 

緊急時対策所  

発電機接続プラグ盤 
可搬ケーブル 

屋外 

（緊急時対策所北側） 
コネクタ接続 
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(3) 複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項三） 

（ⅰ）要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することがで

きなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の

外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異な

る複数の場所に設けるものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

緊急時対策所用発電機，可搬ケーブル及びタンクローリは可搬型重大事故

等対処設備（原子炉建物の外から水又は電力を供給するものに限る。）では
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ないことから，対象外である。 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第３項四） 

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設

備を設置場所に据え付け，及び常設と接続することができるよう，放射線量

が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その

他の適切な措置を講じたものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

緊急時対策所用発電機の系統構成において操作が必要な可搬型設備の接

続場所は，「(2)確実な接続」の表 3.18.2.2.5-1 と同様である。これらの操

作場所は，想定される重大事故等時においても重大事故等時における放射線

量が高くなるおそれが少ない設置場所で操作可能な設計とする。 
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(5) 保管場所（設置許可基準規則第 43条第３項五） 

（ⅰ）要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置

その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に

保管すること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

緊急時対策所用発電機及び可搬ケーブルの保管は，地震，津波その他自然

現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計

基準対象施設及び重大事故等対処施設の配置その他の条件を考慮し，非常用

ディーゼル発電機と位置的分散を図る設計とする。また，緊急時対策所用発

電機は予備機を緊急時対策所とは位置的分散した発電所敷地内の屋外（第４

保管エリア）に保管する設計とする。 

（61-3） 

 

(6) アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43条第３項六） 

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路及び
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通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

緊急時対策所用発電機，可搬ケーブル及びタンクローリは，想定される重

大事故等時においても，可搬型重大事故等対処設備の運搬，移動に支障をき

たすことのないよう，複数のアクセスルートを確保する設計とする。 

（61-8） 

 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性（設置許可基

準規則第 43条第３項七） 

（ⅰ）要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準事

故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は

常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するため

に必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置

を講じたものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

緊急時対策所用発電機及び可搬ケーブルは，共通要因によって，設計基準

対象施設の安全機能と同時に機能が損なわれるおそれが無いよう，設計基準

対象施設である非常用所内電源設備は緊急時対策所 発電機接続プラグ盤

及び緊急時対策所 低圧母線盤の遮断器にて電気的分離を図る設計とする。 

また，緊急時対策所用発電機は,原子炉建物内に設置する非常用交流電源

設備とは離れた建物の屋外（緊急時対策所北側）に保管することで，共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，中央制御室の電源設備である非常用交流電源設

備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電源の冷却方式を空冷

とすることで多様性を有する設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，１台で緊急時対策所に給電するために必要な容

量を有するものを燃料給油時の切替えを考慮して，２台１セットに加え予備

機を２台保管することで，多重性を有する設計とする。 

燃料補給設備のタンクローリは，原子炉建物及びタービン建物近傍のディ

ーゼル燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管することで，ディーゼ

ル燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的

分散を図る設計とする。 

多重性等については，第 3.18－20表のとおり。       （61-2） 
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第 3.18－20表 多重性又は多様性，位置的分散 

 設計基準対象施設 可搬型重大事故等対処設備 

電源 非常用所内電源設備（非常用ディー

ゼル発電機） 

＜原子炉建物付属棟（地下２階）＞ 

緊急時対策所用発電機 

＜屋外（緊急時対策所北側）＞ 

電路 非常用所内電源設備～緊急時対策

所 低圧母線盤 

緊急時対策所用発電機～緊急時対

策所 低圧母線盤 

給電先 緊急時対策所 低圧母線盤 緊急時対策所 低圧母線盤 

電源の 

冷却方式 

水冷式 空冷式 

燃料源 ディーゼル燃料貯蔵タンク 

＜屋外（＜原子炉建物南側及びター

ビン建物西側ディーゼル燃料貯蔵

タンク設置場所）＞ 

ディーゼル燃料デイタンク  

＜原子炉建物付属棟（地下１階）＞ 

緊急時対策所用燃料地下タンク 

＜屋外（緊急時対策所南西側）＞ 

内蔵燃料タンク 

＜屋外（緊急時対策所北側）＞ 

燃料流路 ディーゼル燃料移送ポンプ 

＜屋外（原子炉建物南側及びタービ

ン建物西側ディーゼル燃料貯蔵タ

ンク設置場所）＞ 

タンクローリ 

＜屋外（緊急時対策所北側）＞ 
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3.18.2.3 居住性を確保するための設備 

3.18.2.3.1 設備概要 

居住性を確保するための設備は，重大事故等が発生した場合においても緊 

急時対策要員が緊急時対策所にとどまることを目的として設置するものであ

る。 

 

緊急時対策所の居住性を確保するための設備は，「緊急時対策所遮蔽」，「緊

急時対策所空気浄化送風機」，「緊急時対策所空気浄化フィルタユニット」，「緊

急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）」，「差圧計」，「酸素濃度計」，「二酸化炭

素濃度計」，「可搬式エリア放射線モニタ」及び「可搬式モニタリング・ポスト」

等から構成する設計とする。 

緊急時対策所遮蔽は，重大事故等が発生した場合において，緊急時対策所の

気密性及び緊急時対策所換気空調設備の機能とあいまって，緊急時対策所にと

どまる要員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えない設計とする。 

本設備の重大事故等対処設備一覧を第 3.18－21 表に，重大事故等時の系統

全体の概要図を第 3.18－7～8図に示す。 

 

緊急時対策所の居住性を確保するための設備として緊急時対策所空気浄化

送風機及び緊急時対策所空気浄化フィルタユニットは，可搬型ダクトを用いて

緊急時対策所を正圧化することにより，フィルタを介さない外気の流入を防止

できる設計とする。さらに，プルーム通過中においては，緊急時対策所正圧化

装置（空気ボンベ）を用いて緊急時対策所を正圧化することにより，希ガスを

含む放射性物質の流入を防止できる設計とする。 

緊急時対策所遮蔽は，緊急時対策所の建物のコンクリート躯体と一体となっ

た構造を有しており，緊急時対策所内にとどまる緊急時対策要員の被ばく低減

のために必要な遮蔽厚さを確保する設計とする。 

また，緊急時対策所の居住性を確保するための設備は，代替交流電源設備で

ある緊急時対策所用発電機からの給電を可能な設計とする。 

緊急時対策所の緊急時対策所正圧化装置は，緊急時対策所正圧化装置（空気

ボンベ），緊急時対策所正圧化装置可搬型配管・弁及び緊急時対策所正圧化装

置（配管・弁）から構成する設計とする。ボンベ内の圧縮空気を減圧して供給

することにより，緊急時対策所を正圧化可能な設計とする。 

緊急時対策所内・外の差圧を把握できるよう，差圧計を設置する設計とする。

緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあ

ることを把握できるよう，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を保管する設計と

する。 

緊急時対策所の緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）により正圧化する場

合，外気の流入を遮断した状態においても二酸化炭素増加による緊急時対策要

員の窒息を防止可能な設計とする。 
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緊急時対策所内への放射性物質の侵入を低減又は防止するための判断がで

きるよう，放射線量を把握できるよう，可搬式モニタリング・ポスト及び可搬

式エリア放射線モニタを保管する設計とする。 
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第 3.18－21表 居住性を確保するための設備に関する 

重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備  

緊急時対策所遮蔽【常設】 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニット【可搬型】 

緊急時対策所空気浄化送風機【可搬型】 

緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）【可搬型】 

 

差圧計【常設】 

酸素濃度計【可搬型】 

二酸化炭素濃度計【可搬型】 

可搬式エリア放射線モニタ【可搬型】 

可搬式モニタリング・ポスト※2【可搬型】 

 

 

附属設備 ― 

水源 ― 

流路  

緊急時対策所空気浄化装置用可搬型ダクト【可搬型】 

緊急時対策所空気浄化装置（配管・弁）【常設】 

緊急時対策所空気正圧化装置可搬型配管・弁【可搬型】 

緊急時対策所空気正圧化装置（配管・弁）【常設】 

 

 

注水先 ― 

電源設備※1 緊急時対策所用発電機【可搬型】 

可搬ケーブル【可搬型】 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤【常設】 

緊急時対策所 低圧母線盤【常設】 

緊急時対策所用燃料地下タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

計装設備 ― 

※１：単線結線図を補足説明資料 61-2に示す。 

電源設備については，「3.18.2.2 代替交流電源設備からの給電」で示す。 

※２：可搬式モニタリング・ポストについては「3.17 監視測定設備(設置許可基

準規則第 60 条に対する設計方針を示す章)」で示す。
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3.18.2.3.2 主要設備及び計装設備の仕様 

(1) 緊急時対策所

材料 ：コンクリート 

許容漏えい量 ：330m3/h（大気圧＋100Pa以上正圧化時において） 

取付箇所 ：屋外（EL.50m） 

(2) 緊急時対策所遮蔽

材質 ：コンクリート 

遮蔽厚 ： mm 

取付箇所 ：屋外（緊急時対策所地上１階，緊急時対策所屋根） 

(3) 緊急時対策所空気浄化送風機

型式 ：遠心式 

個数 ：１（予備２） 

風量 ：約 1,500m3/h/個 

使用場所 ：屋外（緊急時対策所南側） 

保管場所 ：屋外（緊急時対策所南側），屋外（第４保管エリア） 

(4) 緊急時対策所空気浄化フィルタユニット

型式 ：横型 

個数 ：１（予備２） 

容量 ：約 1,500m3/h/個 

捕集効率 ：単体除去効率 99.99%以上（0.15μm粒子）/ 

95%以上（有機よう素）， 

99％以上（無機よう素） 

総合除去効率 99.99%以上（0.7μm粒子）/ 

99.75%以上（有機よう素）， 

99.99％以上（無機よう素） 

使用場所 ：屋外（緊急時対策所南側） 

保管場所 ：屋外（緊急時対策所南側），屋外（第４保管エリア） 

(5) 緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）

個数 ：454（予備 86本） 

容量 ：約 50L／個 

充填圧力 ：約 20MPa[gage] 

使用場所 ：屋外（緊急時対策所南側） 

保管場所 ：屋外（緊急時対策所南側），屋外（第４保管エリア） 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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(6) 差圧計 

個数     ：１ 

取付箇所   ：緊急時対策所（緊急時対策本部） 

 

(7) 酸素濃度計 

個数     ：１（予備１） 

測定範囲   ：0.0～25.0vol％ 

使用場所   ：緊急時対策所（緊急時対策本部） 

保管場所   ：緊急時対策所（緊急時対策本部） 

 

(8) 二酸化炭素濃度計 

個数     ：１（予備１） 

測定範囲   ：0～10,000ppm 

使用場所   ：緊急時対策所（緊急時対策本部） 

保管場所   ：緊急時対策所（緊急時対策本部） 

 

(9) 可搬式エリア放射線モニタ 

検出器の種類 ：半導体 

計測範囲   ：0.001～999.9mSv／h 

個数     ：１（予備１） 

使用場所   ：緊急時対策所（緊急時対策本部） 

保管場所   ：緊急時対策所（資機材室） 
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3.18.2.3.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.18.2.3.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件等(設置許可基準規則第 43条第１項一) 

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射線，荷重その 

他の使用条件において，重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発

揮するものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モニタは，

緊急時対策所に設置又は保管される設備であることから，想定される重大事

故等時における緊急時対策所の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を

有効に発揮することができる設計とする。環境条件及び荷重条件を，第 3.18

－22表に示す。 

 

緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット，

緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）は，屋外に設置又は保管される設備

であることから，その機能を期待される重大事故等時における，屋外の環境

条件及び荷重条件を考慮し，以下の第 3.18－23表に示す設計とする。 

 

緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット及

び緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）は，緊急時対策所内から操作可能

である。 

（61-3） 

 

緊急時対策所遮蔽は，緊急時対策所の建物と一体の屋外設備であることか

ら，その機能を期待される重大事故等時における，屋外の環境条件及び荷重

条件を考慮し，以下の第 3.18－24表に示す設計とする。 

（61-3） 
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第 3.18－22表 差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア

放射線モニタの想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件 対応 

温度・圧力・湿度・放 

射線 

想定される温度，圧力，湿度及び放射線強度に耐えら

れる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影響 屋外に設置するものではないため，天候による影響は

受けない。 

海水を通水する系統へ

の影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重と組合せを考慮した上で機器が損傷し

ないことを確認し，治具や輪留め等を用いることによ

り転倒防止対策を行う。 

風(台風)・積雪 緊急時対策所に設置するため，風(台風)及び積雪の影

響は受けない。 

電磁的影響 重大事故等が発生した場合においても，電磁波により

その機能が損なわれない設計とする。 

 

第3.18－23表 緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィル

タユニット，緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）の想定する環境条件及

び荷重条件 

環境条件 対応 

温度・圧力・湿度・放 

射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線強度に

耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影響 降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水

対策及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系統へ 

の影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重と組合せを考慮した上で機器が損傷し

ないことを確認し，治具や輪留め等を用いることによ

り転倒防止対策を行う。 

風(台風)・積雪 屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しな

いことを応力評価により確認する。 

電磁的影響 重大事故等が発生した場合においても，電磁波により

その機能が損なわれない設計とする。 
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第3.18－24表 緊急時対策所遮蔽の想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件 対応 

温度・圧力・湿度・放 

射線 

屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放射線強度に

耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影響 降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水

対策及び凍結対策を行える設計とする。 

海水を通水する系統へ 

の影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷

しないことを確認する。(詳細は「2.1.2 耐震設計の基

本方針」に示す) 

風(台風)・積雪 屋外で風荷重，積雪荷重を考慮しても機器が損傷しな

いことを応力評価により確認する。 

電磁的影響 重大事故等が発生した場合においても，電磁波により

その機能が損なわれない設計とする。 

 

(2) 操作性(設置許可基準規則第 43条第１項二) 

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるもので

あること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

ａ）緊急時対策所 

緊急時対策所遮蔽は，緊急時対策所の建物と一体で構成されており，重 

大事故等時においても特段の操作を必要とせず直ちに使用できる設計と

する。 

 

緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット

及び緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）は，緊急時対策所内で操作可

能である。 

 

緊急時対策所の緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フ

ィルタユニットは，可搬型ダクトを緊急時対策所との接続口に接続し,緊

急時対策所へ緊急時対策所空気浄化フィルタユニットにより浄化した外

気を供給することで，正圧化が可能な設計とする。本体の起動は,緊急時

対策所内に設置する操作盤による起動操作により,「起動」可能な設計と

する。 
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緊急時対策所の緊急対策所正圧化装置（空気ボンベ）はフランジ接続に

より,一般的に用いられる工具(スパナ等)を用いて,容易かつ確実に作業

ができる設計とする。空気供給は，緊急時対策所内にて緊急時対策所空気

ボンベ給気弁を開操作することにより供給可能な設計とする。 

差圧計の指示の確認においては，操作不要な設計とする。 

酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モニタは，人力

による持ち運びができるとともに，保管場所である緊急時対策所内にて保

管ケースによる固縛等により，転倒対策が可能な設計とする。酸素濃度計，

二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モニタは，付属の操作スイッチ

により，設置場所で操作が可能な設計とする。 

第 3.18－25表に操作対象機器を示す。 

（61-3） 

 

第 3.18－25表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

緊急時対策所空気

浄化送風機 

起動・停止 緊急時対策所内 スイッチ操作 

緊急時対策所常用

給気隔離ダンパ 

開⇒閉 緊急時対策所内 手動操作 

緊急時対策所空気

浄化装置用給気隔

離ダンパ 

開・閉 緊急時対策所内 手動操作 

緊急時対策所空気

ボンベ給気弁 

閉・開 緊急時対策所内 手動操作 

排気隔離弁 閉・開 緊急時対策所内 手動操作 

 

(3) 試験及び検査(設置許可基準規則第 43条第１項三) 

（ⅰ）要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験

又は検査ができるものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

緊急時対策所遮蔽は，第 3.18－26 表に示すように発電用原子炉の運転中

又は停止中において，外観検査が可能な設計とする。 

緊急時対策所遮蔽は，外観検査として，機能・性能に影響を与えうる傷，

割れ等の外観確認が可能な設計とする。 
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第 3.18－26表 緊急時対策所遮蔽の検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中又は 

停止中 
外観確認 遮蔽の傷，割れ等の外観の確認 

 

緊急時対策所は，第 3.18－27 表に示すように発電用原子炉の運転中又は

停止中において，機能・性能試験及び外観検査が可能な設計とする。 

緊急時対策所は，機能・性能試験として緊急時対策所の緊急時対策所空気

浄化送風機及び緊急時対策所空気浄化フィルタユニット又は緊急時対策所

正圧化装置（空気ボンベ）の機能・性能試験と併せて，気密性の確認が可能

な設計とする。 

また，外観検査として，性能に影響を及ぼすおそれのある傷，割れ等がな

いことについて外観確認を行うことが可能な設計とする。 

 

第3.18－27表 緊急時対策所の試験及び検査 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

運転中又は停止中 

機能・性能試験 気密性の確認 

外観確認 
構造部材，気密部材状態の外観の

確認 

 

緊急時対策所の緊急時対策所空気浄化送風機及び緊急時対策所空気浄化

フィルタユニットは，第 3.18-28～29表に示すように発電用原子炉の運転中

又は停止中において，機能・性能試験及び外観検査が可能な設計とする。 

緊急時対策所の緊急時対策所空気浄化送風機は，機能・性能試験として，

試運転による機能確認を行うことが可能な設計とする。緊急時対策所の緊急

時対策所空気浄化フィルタユニットは，機能・性能試験として，フィルタ性

能確認を行うことが可能な設計とする。緊急時対策所の緊急時対策所空気浄

化送風機及び緊急時対策所空気浄化フィルタユニットを緊急時対策所に接

続し，正圧化した状態において緊急時対策所内・外の差圧測定を行うことに

より，気密性能の確認が可能な設計とする。 

また，外観検査として，送風機及びダクトの外観に性能に影響を及ぼすお

それのある傷，割れ等が無いこと，及びフィルタユニットの保管状態につい

て外観確認を行える設計とする。 

（61-5） 
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第 3.18－28表 緊急時対策所空気浄化送風機の試験及び検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停止中 
機能・性能試験 

試運転による機能確認 

気密性，正圧化機能確認 

外観確認 送風機及びダクトの外観の確認 

 

第 3.18－29表 緊急時対策所空気浄化フィルタユニットの試験及び検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停止中 

開放点検 点検口による内部確認 

機能・性能試験 

運転性能の確認 

フィルタ性能確認（総合除去効率） 

フィルタを取り出しての性能確認

（単体除去効率） 

外観確認 
フィルタユニットの保管状態及び 

ダクトの外観の確認 

 

緊急時対策所の緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）は，第 3.18－30

表に示すように発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験及び外観

検査が可能な設計とする。 

緊急時対策所の緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）は，性能・機能試

験として，空気ボンベ残圧の確認可能な設計とする。 

また，緊急時対策所の緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）を接続し，

緊急時対策所を正圧化した状態において緊急時対策所内・外の差圧測定を行

うことにより，気密性能の確認が可能な設計とする。 

 

第 3.18－30表 緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）の試験及び検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停止中 
機能・性能試験 空気ボンベ残圧の確認 

外観確認 機器表面状態の外観の確認 

 

緊急時対策所の差圧計は，第 3.18－31 表に示すように発電用原子炉の運

転中又は停止中において，機能・性能試験及び外観検査が可能な設計とする。 

緊急時対策所の差圧計は，機能・性能試験として，計器単品での点検・構

成が可能であり，正圧化機能確認時に合せて指示値の確認を行うことが可能

な設計とする。 

また，外観検査として，目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷，

割れ等が無いことについて外観確認を行うことが可能な設計とする。 
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第 3.18－31表 差圧計の試験及び検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停止中 
機能・性能試験 正圧化機能確認時の性能検査 

外観確認 機器表面状態の外観の確認 

 

 

緊急時対策所の酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，第 3.18－32 表に示

すように発電用原子炉の運転中又は停止中において，機能・性能試験及び外

観検査が可能な設計とする。 

緊急時対策所の酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，機能・性能試験とし

て校正ガスによる指示値の確認を行うことが可能な設計とする。 

また，外観検査として，目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷，

割れ等が無いことについて外観確認が可能な設計とする。 

（61-5） 

 

第3.18－32表 酸素濃度計，二酸化炭素濃度計の試験及び検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停止中 
機能・性能試験 校正ガスによる性能検査 

外観確認 機器表面状態の外観の確認 

 

緊急時対策所の可搬式エリア放射線モニタは，第 3.18－33 表に示すよう

に発電用原子炉の運転中又は停止中において，機能・性能試験及び外観検査

が可能な設計とする。 

緊急時対策所の可搬式エリア放射線モニタは，機能・性能試験として，線

源による校正が可能な設計とする。 

また，外観検査として，目視により性能に影響を及ぼすおそれのある傷，

割れ等が無いことについて外観確認が可能な設計とする。 

（61-5） 

 

第3.18－33表 可搬式エリア放射線モニタの試験及び検査 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

運転中又は停止中 
機能・性能試験 線源による校正 

外観確認 機器表面状態の外観の確認 

 

(4) 切替の容易性(設置許可基準規則第 43条第１項四) 

（ⅰ）要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備

にあっては，通常時に使用する系統から速やかに切替えられる機能を備える

ものであること。 
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（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

緊急時対策所遮蔽は，遮断以外の用途として使用することはなく，緊急時

対策所の使用にあたり切り替えせずに使用できる設計とする。 

緊急時対策所の緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィ

ルタユニット，緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ），酸素濃度計，二酸

化炭素濃度計，差圧計及び可搬式エリア放射線モニタは，本来の用途以外に

は使用しない設計とし，緊急時対策所の使用にあたり切替えせずに使用でき

る設計とする。 

また，緊急時対策所の緊急時対策所空気浄化送風機から，緊急時対策所正

圧化装置（空気ボンベ）による正圧化への切替えは，緊急時対策所内の操作

盤での空気浄化送風機の停止操作，緊急時対策所給気隔離ダンパの閉操作及

び緊急時対策所内の空気ボンベ空気流量調整弁の開操作により容易かつ確

実に実施できる設計とする。 

本切替えは，緊急時対策所内で全て操作可能な設計とすることにより，可

搬式エリア放射線モニタの警報発生後速やかに実施可能な設計とする。 

緊急時対策所の可搬式エリア放射線モニタの警報発生から切替え操作完

了までの所要時間は，空気浄化送風機の停止操作及び緊急時対策所正圧化装

置による緊急時対策所内の正圧化開始から正圧化状態の確認完了（緊急時対

策所内・外差圧確認）を約５分で実施可能な設計とする。 

（61-4） 

 

緊急時対策所の緊急時対策所空気浄化装置運転のタイムチャートを第

3.18－9図に，緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）への切替えのタイム

チャートを第 3.18－10図に示す。 
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手順の項目

　使用側可搬ダクト・電源ケーブル接続

　給気隔離ダンパ・放管エリア排気隔離ダンパ・排気隔離ダンパ操作

　空気浄化送風機起動，給気流量調整，本部・放管エリア圧力調整

　待機側可搬ダクト運搬接続・電源ケーブル接続

要員(数)

必要な要員と作業項目
経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

緊急時対策所空気浄化送風機運転 緊急時対策要員 ２

使用側空気浄化装置起動完了（約45分） 待機側接続完了（約90分）

 

第 3.18－9図 緊急時対策所空気浄化送風機運転 タイムチャート＊ 

 

 

第 3.18－10図 緊急時対策所空気浄化送風機停止，及び， 

緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）空気供給手順 タイムチャート＊ 

             

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適

合状況について（個別手順）の 1.18で示すタイムチャート 

 

(5) 悪影響の防止(設置許可基準規則第 43条第１項五) 

（ⅰ）要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

緊急時対策所遮蔽は，緊急時対策所の建物と一体のコンクリート構造物と

し，倒壊等により他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

緊急時対策所の緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィ

ルタユニット，緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ），差圧計，酸素濃度

計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モニタは，他の設備から独立

して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 
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また，緊急時対策所の緊急時対策所空気浄化送風機は，運転中にインペラ

が破損し，飛散しない設計とする。 

緊急時対策所の緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィ

ルタユニット，緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ），差圧計，酸素濃度

計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モニタは，固定することによ

り他の設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

（61-3） 

 

(6) 設置場所(設置許可基準規則第 43条第１項六) 

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操

作及び復旧作業を行うことができるよう，放射線量が高くなるおそれが少な

い設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じた

ものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

緊急時対策所遮蔽は，緊急時対策所の建物と一体のコンクリート構造物で

あり，重大事故等時に操作及び作業を必要としない設計とする。 

緊急時対策所の緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィ

ルタユニット，緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ），酸素濃度計，二酸

化炭素濃度計，差圧計及び可搬式エリア放射線モニタは，放射線量が高くな

るおそれが少ない屋外（緊急時対策所南側）又は緊急時対策所内に設置又は

保管し，設置又は保管場所及び緊急時対策所で操作可能な設計とする。第

3.18－34表に操作対象機器を示す。 

（61-3） 
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第 3.18－34表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

緊急時対策所遮蔽 屋外（緊急時対策所１階，

緊急時対策所屋上） 

（操作不要） 

緊急時対策所空気浄化送

風機 

屋外（緊急時対策所南側） 緊急時対策所 

緊急時対策所空気浄化フ

ィルタユニット 

屋外（緊急時対策所南側） （操作不要） 

緊急時対策所正圧化装置

（空気ボンベ） 

屋外（緊急時対策所南側） 緊急時対策所 

差圧計 緊急時対策所（緊急時対

策本部） 

（操作不要） 

酸素濃度計 緊急時対策所（緊急時対

策本部） 

緊急時対策所（緊急時対

策本部） 

二酸化炭素濃度計 緊急時対策所（緊急時対

策本部） 

緊急時対策所（緊急時対

策本部） 

可搬式エリア放射線モニ

タ 

緊急時対策所（緊急時対

策本部） 

緊急時対策所（緊急時対

策本部） 
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3.18.2.3.3.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量(設置許可基準規則第 43条第２項一) 

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

緊急時対策所遮蔽は，重大事故等が発生した場合において，緊急時対策所

の気密性とあいまって，緊急時対策要員の実効線量が７日間で 100mSv を超

えない設計とする。 

 （61-6） 

 

差圧計は，緊急時対策所の正圧化された室内と周辺エリアとの差圧範囲を

監視できる設計とする。 

 

(2) 共用の禁止(設置許可基準規則第 43条第２項二) 

（ⅰ）要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこと。ただし，二

以上の発電用原子炉施設と共用することによって当該二以上の発電用原子

炉施設の安全性が向上する場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子

炉施設に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

緊急時対策所遮蔽及び差圧計は，二以上の発電用原子炉施設において共用

するものでないことから対象外とする。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性(設置許可基準規則第 43 条第２項三) 

（ⅰ）要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対処設備の安 

全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置を講じ

たものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 
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緊急時対策所遮蔽及び差圧計は，設計基準事故対処設備である中央制御室

遮蔽と 100m 以上の離隔距離を確保した位置的分散を図り，共通要因により

同時に機能が損なわれることのない設計とする。 

(61-3) 
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3.18.2.3.3.3 設置許可基準規則第 43条第３項への適合方針 

(1) 容量(設置許可基準規則第 43条第３項一)

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分に余裕のある容量

を有するものであること。 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

緊急時対策所の緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィ

ルタユニット及び緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）は，重大事故等が

発生した場合において，緊急時対策要員の放射線被ばくを低減及び防止する

とともに緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度を活動に支障がな

い範囲に維持するために必要な換気容量を有する設計とする。緊急時対策所

空気浄化送風機及び緊急時対策所空気浄化フィルタユニットの保有数は１

台保管することに加え，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアッ

プとして２台保有する設計とする。また，緊急時対策所正圧化装置（空気ボ

ンベ）の保有数は 454 本保管することに加え，必要な余裕を考慮した設計と

する。 

緊急時対策所の酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，緊急時対策所内の居

住環境の基準値を上回る範囲を測定できるものを１個使用する。保有数は，

故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１個を加え

た合計２個を保管する設計とする。 

可搬式エリア放射線モニタは，緊急時対策所内の放射線量の測定が可能な

測定範囲を持つものを１個使用する。保有数は，故障時及び保守点検による

待機除外時のバックアップ用として１個を加えた合計２個を保管する設計

とする。 

（61-6） 

(2) 確実な接続(設置許可基準規則第 43 条第３項二)

（ⅰ）要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は短時間に発電用原

子炉施設と接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。）と接続す

るものにあっては，当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，か

つ，二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用することができるよう，

接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。 
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（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

緊急時対策所の緊急時対策所空気浄化送風機及び緊急時対策所空気浄化

フィルタユニットとの接続口は，簡便な接続とし容易かつ確実に接続できる

設計とする。 

緊急時対策所の緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）との接続口は，フ

ランジ接続とし容易かつ確実に接続できる設計とする。 

酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モニタは，他の設

備から独立して単独で使用可能なことにより，使用のための接続を伴わない

設計とする。 

緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）は，設置場所及び緊急時対策所で

の弁の手動操作により速やかに緊急時対策所を正圧化できる設計とする。 

（61-4） 

 

(3) 複数の接続口(設置許可基準規則第 43 条第３項三) 

（ⅰ）要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって接続することがで

きなくなることを防止するため，可搬型重大事故等対処設備(原子炉建屋の

外から水又は電力を供給するものに限る。)の接続口をそれぞれ互いに異な

る複数の場所に設けるものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

緊急時対策所の緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィ

ルタユニット，緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ），酸素濃度計，二酸

化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モニタは，可搬型重大事故等対処設備

(原子炉建物の外から水又は電力を供給するものに限る。)に該当しないこと

から，対象外とする。 

 

(4) 設置場所(設置許可基準規則第 43 条第３項四) 

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設

備を設置場所に据え付け，及び常設設備と接続することができるよう，放射

線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置

その他の適切な措置を講じたものであること。 
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（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

緊急時対策所の緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィ

ルタユニット及び緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）は，炉心損傷前の

状況で屋外に設置する設備であり,想定される重大事故等が発生した場合に

おける放射線を考慮しても，２号炉からの離隔距離により放射線量が高くな

るおそれの少ない屋外（緊急時対策所南側）に設置し，常設設備との接続が

可能である。また，現場での接続作業に当たっては，簡便な結合金具による

接続方式及びフランジ接続方式により,確実に速やかに接続可能な設計とす

る。  

酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モニタは，緊急時

対策所（緊急時対策本部）に設置し，設置場所での操作可能な設計とする。 

（61-3） 

 

(5) 保管場所(設置許可基準規則第 43 条第３項五) 

（ⅰ）要求事項 

地震，津波その他の自然現象及び外部人為事象，又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処設備及び重大事

故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備

と異なる保管場所に保管すること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

 

緊急時対策所の緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィ

ルタユニット及び緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）は，地震，津波そ

の他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによ

る影響，設計基準対象設備の配置その他の条件を考慮し，屋外（緊急時対策

所南側）に保管する設計とする。 

酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モニタは，風(台

風)，竜巻，低温（凍結），降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学

的事象，火災・爆発（森林火災，近隣工場等の火災・爆発，航空機墜落火災），

有毒ガス，船舶の衝突及び電磁的障害に対して，外部からの衝撃による損傷

の防止が図られた緊急時対策所内に保管する設計とする。 

（61-3） 
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(6) アクセスルートの確保(設置許可基準規則第 43 条第３項六)

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型重大事故等対処設

備を運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，工場等内の道路及び

通路が確保できるよう，適切な措置を講じたものであること。 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

緊急時対策所の緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィ

ルタユニット及び緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）は，保管場所及び

使用場所が屋外（緊急時対策所南側）のため，重大事故等が発生した場合に

おいても確実なアクセスが可能な設計とする。 

酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モニタは，保管場

所及び使用場所が緊急時対策所内であるため，重大事故等が発生した場合に

おいても確実なアクセスが可能な設計とする。 

（61-3） 

(7) 設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多様性(設置許可基

準規則第 43 条第３項七)

（ⅰ）要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によって，設計基準事

故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は

常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するため

に必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，適切な措置

を講じたものであること。 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示

す。 

緊急時対策所の緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィ

ルタユニット及び緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ），酸素濃度計，二

酸化炭素濃度計及び可搬式エリア放射線モニタは，共通要因によって同時に

その機能が損なわれる設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵槽

の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至る

おそれがある事故等について，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設

備の代替設備ではない。 

 （61-3） 
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